
Ⅳ
料
資
所
究
研
査
調
跡
城
賀
多
県
城
宮

Ⅲ
簡
木
跡
城
賀
多

所
究
研
査
調
跡
城
賀
多
県
城
宮
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序
　
　
　
　
文

特
別
史
跡
多
賀
城
跡
附
寺
跡
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
事
業
の
開
始
か
ら
す
で
に
半
世
紀
が
過
ぎ
て
お
り
ま
す
。
当
研
究
所
は
昭
和
四
四
年
に
設
立
以

来
、
こ
の
事
業
を
引
き
継
い
で
多
賀
城
跡
の
政
庁
を
は
じ
め
と
す
る
諸
施
設
を
調
査
し
、
実
像
を
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
昭
和
四
五
年
の

第
八
次
調
査
で
外
郭
南
辺
築
地
跡
北
側
の
遺
物
包
含
層
か
ら
木
簡
が
初
め
て
出
土
し
、
以
後
、
第
八
六
次
を
数
え
る
今
年
度
の
調
査
ま
で
に
四
〇
〇
点
以

上
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

木
簡
は
多
賀
城
跡
の
出
土
遺
物
の
中
で
も
漆
紙
文
書
と
並
ん
で
情
報
量
に
富
む
資
料
で
す
。
ま
た
、
文
献
資
料
が
限
ら
れ
て
い
た
東
北
古
代
史
に
新
た

に
加
わ
る
資
料
と
し
て
無
限
の
可
能
性
を
持
つ
と
と
も
に
当
時
の
実
態
を
直
接
示
す
資
料
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
観
点
か
ら
当
研

究
所
で
も
重
要
な
内
容
・
意
味
の
あ
る
木
簡
が
出
土
し
た
際
に
は
毎
年
刊
行
す
る
年
報
で
報
告
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
他
の
木
簡
に
つ
い
て
は
今
ま

で
未
報
告
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
報
告
し
た
も
の
に
関
し
て
も
調
査
・
研
究
の
進
展
に
伴
っ
て
検
索
に
労
を
要
す
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
出
土
遺

構
の
捉
え
方
や
木
簡
の
内
容
に
補
足
・
修
正
な
ど
が
必
要
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
多
賀
城
跡
発
掘
調
査
五
〇
周
年
を
迎
え
た
平
成
二
二
年
度
を
契
機
と
し
て
木
簡
の
集
成
に
着
手
し
、
平
成
二
三
年
度
に
第
四
一
次
調
査
ま
で

の
出
土
木
簡
を
収
録
し
た
『
多
賀
城
跡
木
簡
Ⅰ
』、
翌
二
四
年
度
に
第
八
三
次
調
査
ま
で
を
収
録
し
た
『
多
賀
城
跡
木
簡
Ⅱ
』
を
刊
行
い
た
し
ま
し
た
。
こ

の
間
、
多
賀
城
跡
出
土
木
簡
は
平
成
二
六
年
二
月
二
五
日
付
け
で
、
多
賀
城
跡
出
土
漆
紙
文
書
と
と
も
に
宮
城
県
指
定
有
形
文
化
財
（
古
文
書
）
の
指
定

を
受
け
、
資
料
と
し
て
の
重
要
度
も
高
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

本
書
『
多
賀
城
跡
木
簡
Ⅲ
』
は
前
二
冊
に
続
き
、
そ
の
総
括
編
と
な
り
ま
す
。
本
書
で
は
こ
れ
ま
で
多
賀
城
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
特
徴
を
ま
と
め

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
刊
行
に
よ
り
、
多
賀
城
跡
出
土
木
簡
が
東
北
古
代
史
の
検
討
を
進
め
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

最
後
に
、
刊
行
に
あ
た
り
、
日
頃
か
ら
御
指
導
を
い
た
だ
い
て
い
る
多
賀
城
跡
調
査
研
究
委
員
会
の
諸
先
生
、
文
化
庁
、
多
賀
城
市
お
よ
び
多
賀
城
市

教
育
委
員
会
の
関
係
者
、
調
査
を
支
援
し
て
く
だ
さ
っ
た
他
の
多
く
の
皆
様
方
に
所
員
一
同
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　
　

　
　
平
成
二
六
年
三
月

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
所
長
　
笠
 原
　
信
 男
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３
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木
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出
土
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付
表
２
　
宮
城
県
の
木
簡

付
表
１
　
多
賀
城
跡
木
簡

　
　
　
凡
　
　
　
例

　一
、
本
書
は
、
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
資
料
Ⅳ
、
多
賀
城
跡
木
簡
Ⅲ
で
、

『
多
賀
城
跡
木
簡
Ⅰ
』、『
多
賀
城
跡
木
簡
Ⅱ
』
に
収
載
し
た
第
一
～
四
一
七
号

木
簡
の
総
括
編
で
あ
る
。

一
、
木
簡
に
係
わ
る
語
句
、
表
記
な
ど
の
方
法
、
及
び
参
照
し
た
文
献
は
『
多
賀

城
跡
木
簡
Ⅱ
』
の
凡
例
に
準
じ
る
。
な
お
、
本
書
の
記
載
が
『
多
賀
城
跡
木
簡

Ⅰ
』、『
多
賀
城
跡
木
簡
Ⅱ
』
と
異
な
る
場
合
は
本
書
が
優
先
す
る
。

一
、
他
機
関
、
及
び
当
研
究
所
の
刊
行
物
の
略
称
な
ど
は
『
多
賀
城
跡
木
簡
Ⅱ
の

凡
例
に
準
じ
る
が
、『
多
賀
城
跡
木
簡
Ⅰ
』
と
『
多
賀
城
跡
木
簡
Ⅱ
』
に
い
て

は
各
々
『
木
簡
Ⅰ
』
と
『
木
簡
Ⅱ
』
と
略
記
す
る
。

一
、
巻
末
の
付
表
は
横
書
き
と
し
、
巻
末
か
ら
付
表
１
～
３
の
順
に
載
せ
た
。
ま

た
、
付
表
２
と
３
に
収
載
し
た
木
簡
の
出
典
は
付
表
２
の
末
尾
に
記
載
し
た
。

一
、
巻
末
の
付
表
１
・
２
の
釈
文
は
主
要
な
部
分
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
通
常
は
　
　
　
　
　
　
で
示
す
箇
所
は［
　
　
　
　
　
］で
示
し
た
。

一
、
本
書
は
当
研
究
所
所
員
の
検
討
を
へ
て
吉
野
　
武
が
執
筆
・
編
集
し
た
。
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多
賀
城
跡
の
木
簡
の
総
括

　
本
書
は
、
先
に
刊
行
し
た
『
多
賀
城
跡
木
簡
Ⅰ
』・『
多
賀
城
跡
木
簡
Ⅱ
』
収

載
の
木
簡
に
つ
い
て
全
体
的
な
特
徴
を
把
握
し
、
総
括
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
木
簡
の
な
か
で
も
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
第
四
四
次
調
査
出
土
の
創
建
期
の

木
簡
に
つ
い
て
別
途
に
検
討
を
す
る
。

　
　
第
一
章
　
多
賀
城
跡
木
簡
の
特
徴

　
一
　
出
土
の
様
相

特
別
史
跡
多
賀
城
跡
附
寺
跡
の
木
簡
は
、
第
八
五
次
ま
で
の
調
査
で
一
六
次
の

調
査
か
ら
四
一
七
点
出
土
し
て
い
る
（
表
１
・
遺
構
図
版
１
）。
そ
の
う
ち
、
一
四
次

三
七
六
点
が
多
賀
城
跡
の
南
東
部
と
南
・
西
側
の
沖
積
地
や
沢
地
な
ど
の
低
湿

地
、
及
び
、
そ
れ
ら
に
移
行
す
る
丘
陵
裾
で
の
出
土
で
、
丘
陵
部
で
は
城
内
北
東

部
の
大
畑
地
区
に
二
次
四
一
点
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
低
湿
地
で
も
外
郭

線
に
付
属
す
る
建
物
跡
（
第
二
四
次
調
査
・
Ｓ
Ｂ
二
二
四
）
の
整
地
層
や
政
庁
―
外
郭
南

門
間
道
路
に
伴
う
暗
渠
跡
（
第
四
四
次
調
査
・
Ｓ
Ｄ
一
四
一
三
Ａ
）
で
多
量
に
出
土
し
て

お
り
、
ほ
か
は
外
郭
線
沿
い
の
溝
や
堆
積
層
、
城
外
の
溝
な
ど
を
主
体
と
し
た
散

発
的
な
出
土
で
あ
る
。
以
上
の
様
相
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ
．
低
湿
地
で
の
出
土

１
．
建
物
・
暗
渠
跡
で
の
多
量
の
出
土
　
　
　
　

第
二
四
・
四
四
次
調
査
　
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
 三
四
五
点

２
．
外
郭
線
沿
い
の
溝
・
堆
積
土
な
ど
で
の
散
発
的
な
出
土

第
八
・
一
一
・
二
〇
・
二
四
・
三
四
・
三
七
・
三
八

　
　
　
四
〇
・
四
一
・
四
七
・
六
一
・
八
一
・
八
三
次
調
査
　
 …
…
…
…
…
 三
一
点

Ｂ
．
丘
陵
部
で
の
出
土

第
五
六
・
六
〇
次
調
査
　
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
 四
一
点

低
湿
地
で
の
出
土
は
総
数
の
約
九
割
（
九
〇
・
二
％
）
に
及
び
、
木
簡
が
水
分
の

多
い
場
所
で
遺
存
す
る
こ
と
を
典
型
的
に
示
す
。
丘
陵
部
の
木
簡
出
土
遺
構
も
井

戸
で
あ
り
、
堆
積
土
に
は
水
分
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
木
簡
は
す
べ
て
水
分
が

保
た
れ
た
場
所
・
遺
構
で
出
土
し
て
お
り
、
同
様
の
環
境
に
あ
る
場
所
・
遺
構
に

は
木
簡
が
包
蔵
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
以
下
、
様
相
ご
と
に
出
土
し
た
木
簡
の

特
徴
な
ど
を
述
べ
る
。

様
相
Ａ
１
　
低
湿
地
部
の
外
郭
線
や
政
庁
ー
外
郭
南
門
間
道
路
に
伴
う
施
設
で

多
量
に
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
出
土
地
は
第
二
四
・
四
四
次
調
査
区
の
二
ヶ
所

だ
が
、
合
わ
せ
て
総
数
の
八
割
以
上
（
八
二
・
七
％
）
に
及
ぶ
数
量
が
あ
る
。
そ
の

う
ち
Ｓ
Ｂ
二
二
四
建
物
跡
出
土
の
六
二
点
と
Ｓ
Ｄ
一
四
一
三
Ａ
暗
渠
跡
裏
込
土
出

土
の
一
九
七
点
の
木
簡
は
、
各
遺
構
の
構
築
に
伴
う
埋
土
出
土
の
一
括
資
料
で
あ

る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｄ
一
四
一
三
Ａ
暗
渠
跡
堆
積
土
出
土
の
八
六
点
も
Ｂ
暗
渠
跡
の
構

築
ま
で
一
定
の
年
代
幅
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
で
、
い
ず
れ
も
良
好
な
出
土

状
況
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
出
土
遺
構
の
年
代
や
性
格
、
そ
の
時
点
の
周
囲
や
多
賀

城
跡
の
状
況
を
み
る
う
え
で
有
効
性
が
高
い
資
料
と
い
え
る
。
特
に
Ｓ
Ｄ
一
四
一

三
Ａ
暗
渠
跡
は
最
も
古
い
政
庁
―
外
郭
南
門
間
道
路
に
伴
う
遺
構
で
、
最
初
の
道

路
が
造
営
さ
れ
、
機
能
し
た
第
Ⅰ
期
の
多
賀
城
を
考
え
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
大
部
分
は
削
屑
や
小
断
簡
で
、
原
形
が
残
る
資
料
は
少
な

い
。
情
報
は
断
片
的
で
限
ら
れ
、
各
木
簡
や
資
料
全
体
の
捉
え
方
に
は
解
釈
の
余

地
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
木
簡
の
詳
細
な
観
察
を
は
じ
め
、
関
連
史
料
と
の
整
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合
性
、
各
簡
相
互
の
解
釈
に
お
け
る
整
合
性
な
ど
に
慎
重
な
検
討
を
要
す
。

様
相
Ａ
２
　
低
湿
地
で
の
散
発
的
な
出
土
様
相
を
示
す
も
の
で
、
多
賀
城
跡
の

南
東
部
、
南
・
西
側
の
低
湿
地
を
延
び
る
外
郭
線
の
調
査
で
の
出
土
が
顕
著
で
あ

る
。
第
三
八
次
の
作
貫
地
区
、
第
六
一
・
八
一
次
の
鴻
ノ
池
地
区
の
木
簡
も
内
側

の
外
郭
南
辺
付
近
で
の
出
土
で
、
城
外
南
西
の
堀
河
で
出
土
し
た
第
三
七
次
の
木

簡
以
外
の
三
〇
点
が
外
郭
線
付
近
で
の
出
土
で
あ
る
。

外
郭
線
付
近
で
の
出
土
は
低
湿
地
部
の
今
ま
で
の
調
査
が
外
郭
線
の
検
出
を
中

心
と
し
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
そ
の
造
営
に
よ
っ
て
平
坦
な
低
湿
地
に
人
工
的
な

高
ま
り
が
造
ら
れ
、
両
側
に
堆
積
層
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
も
一
因
と
思
わ
れ
る
。

低
湿
地
部
の
外
郭
南
辺
は
沢
の
開
口
部
に
大
規
模
な
堤
を
築
い
た
よ
う
な
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
北
側
（
城
内
）
を
中
心
に
水
分
を
含
ん
だ
土
が
自
然
に
堆
積
す
る
。

城
内
の
遺
物
が
集
ま
り
や
す
く
、
木
簡
も
遺
存
し
や
す
い
環
境
が
形
成
さ
れ
る
。

外
郭
線
周
辺
の
木
簡
は
、
そ
う
し
た
環
境
下
で
の
遺
存
が
考
え
ら
れ
る
。

資
料
的
に
は
比
較
的
残
り
が
良
く
、
法
量
も
大
き
い
木
簡
が
あ
る
。
第
一
号（
物

品
関
係
文
書
）、
第
三
号
（
仏
典
の
習
書
木
簡
）、
第
五
号
（
武
蔵
国
幡
羅
郡
荷
札
）、
第
六
八

号
（
急
々
律
令
木
簡
）、
第
七
二
号
（
呪
符
）、
第
三
七
〇
号
（
建
築
部
材
関
連
文
書
・「
安
積

団
解
」
習
書
木
簡
）
が
好
例
で
、
様
相
Ａ
１
の
木
簡
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
内
容
も
文
書

簡
、
記
録
簡
（
第
三
六
二
～
三
六
八
号
）、
荷
札
、
習
書
、
呪
符
な
ど
が
あ
り
、
一
括
性

は
乏
し
い
が
、
個
々
の
情
報
は
豊
富
で
あ
り
、
別
の
意
味
で
良
質
な
資
料
が
多
い
。

様
相
Ｂ
　
丘
陵
部
の
大
畑
地
区
官
衙
出
土
の
木
簡
で
あ
る
。
第
五
六
・
六
〇
次

調
査
と
も
に
井
戸
か
ら
の
出
土
で
、
木
簡
は
主
に
堆
積
土
の
最
下
層
に
含
ま
れ
て

い
た
。
数
量
は
、
第
五
六
次
の
Ｓ
Ｅ
一
九
〇
九
は
一
点
だ
が
、
第
六
〇
次
の
Ｓ
Ｅ

二
一
〇
一
Ｂ
は
四
〇
点
あ
り
、
丘
陵
部
で
も
掘
削
が
深
く
、
堆
積
土
に
水
分
を
保

ち
や
す
い
遺
構
で
は
木
簡
が
多
数
遺
存
し
え
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｅ
一
九
〇
九
の
木
簡
は
曲
物
蓋
板
に
焼
印
が
あ
る
も
の
、
Ｓ
Ｅ
二
一
〇
一
Ｂ

の
木
簡
は
削
屑
が
主
体
だ
が
、
小
型
な
が
ら
完
形
品
も
あ
る
。
と
も
に
土
器
を
は

じ
め
と
す
る
豊
富
な
遺
物
と
共
伴
し
て
お
り
、
前
者
で
は
硯
・
刀
子
・
櫛
、
後
者

で
は
漆
器
・
挽
物
・
曲
物
・
折
敷
・
箸
・
櫛
・
下
駄
・
付
札
状
木
製
品
の
ほ
か
、

貝
類
や
種
子
な
ど
も
あ
る
。
官
衙
で
使
わ
れ
た
不
用
品
が
廃
絶
し
た
井
戸
に
投
棄

さ
れ
て
い
た
状
況
で
、
木
簡
も
そ
の
一
つ
と
み
ら
れ
る
。
木
簡
か
ら
知
ら
れ
る
情

報
は
、
出
土
地
付
近
の
官
衙
の
性
格
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
反
映
す
る
と
み
ら
れ
る
。

二
　
年
代

木
簡
の
年
代
は
調
査
次
数
・
出
土
し
た
遺
構
で
異
な
る
。
こ
こ
で
は
年
紀
の
あ

る
木
簡
、
行
政
区
名
や
官
司
・
職
名
、
氏
名
と
い
っ
た
一
般
的
な
語
句
の
記
載
か

ら
年
代
が
あ
る
程
度
限
れ
る
木
簡
、
出
土
遺
構
の
年
代
観
な
ど
か
ら
現
時
点
の
多

賀
城
跡
木
簡
全
体
の
年
代
観
を
把
握
す
る
。

年
紀
木
簡
　
総
数
四
一
七
点
中
、
年
紀
の
あ
る
木
簡
は
第
五
・
四
一
七
号
（
第
二
〇
・

八
三
次
）
の
み
で
、
前
者
は
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
の
年
紀
を
持
つ
。
後
者
は
天
平
神
護

二
年
（
七
六
六
）
と
み
た
が
、
数
字
に
破
損
が
あ
り
、
元
年
の
可
能
性
も
あ
る
。

記
載
か
ら
年
代
が
判
明
す
る
木
簡
　
年
紀
木
簡
以
外
に
ご
く
一
般
的
な
行
政
区

名
、
官
司
・
職
名
の
記
載
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
（
註
１
）。

・
郡

幡
羅
郡
　（
第
五
号
：
第
二
〇
次
）　
 　
　（
曰
理
）郡
（
第
二
六
一
号
：
第
四
四
次
）

郡
郡
郡
　（
第
七
一
号
：
第
三
四
次
）　
　
　
会
津
郡
　（
第
三
七
〇
号
：
第
四
七
次
）

（
菊
多
）郡
（
第
八
〇
号
：
第
四
四
次
）

・
郷
里陽

日
郷
川
合
里
（
第
二
七
六
号
・
第
四
四
次
）

・
郷
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［
　
］（
郷
）（
第
二
号
：
第
八
次
）　
　
　
　（
郷
）　
　
（
第
二
四
九
号
：
第
四
四
次
）

挂
草
郷
　（
第
七
号
：
第
二
四
次
）
　
　
　
 □
郷
　
　（
第
二
八
五
号
：
第
四
四
次
）

□
□
郷
　（
第
一
〇
号
：
第
二
四
次

）
　
（
小
）川
郷
（
第
二
八
六
号
：
第
四
四
次
）

・
官
司
・
職
員
名

白
河
団
　（
第
六
号
：
第
二
四
次
）
　
　
　
 火
長
　
　（
第
三
七
三
号
：
第
六
〇
次
）

安
積
団
　（
第
三
七
〇
号
：
第
四
七
次
）
　
　
□
□
郡
□（
第
七
六
号
：
第
四
一
次
）

主
帳
　
　（
第
三
二
〇
号
：
第
四
四
次
）
　
　
主
典
　
　（
第
九
八
号
：
第
四
四
次
）

（
大
毅
）
　（
第
三
六
二
号
：
第
四
七
次
）
　
（
鉦
）帥
　
（
第
九
九
号
：
第
四
四
次
）

旅（
帥
）
 （
第
三
六
三
号
：
第
四
七
次
）

火
長
　
　（
第
六
・
三
六
・
三
七
号
：
第
二
四
次
）

番
長
・
火
長
　（
第
三
六
三
・
三
六
四
号
：
第
四
七
次
）

行
政
区
名
に
評
制
の
表
記
は
な
く
、
郡
よ
り
下
は
霊
亀
三
年
（
七
一
七
）
施
行
の

郷
里
制
以
後
の
表
記
で
あ
る
（
註
２
）。
ま
た
、
軍
団
・
郡
司
関
係
の
表
記
は
大
宝

令
制
後
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
主
典
と
鉦
師
は
征
討
使
の
職
員
で
（
平
川
一
九
九

三
）、
陸
奥
国
へ
の
任
命
は
『
続
日
本
紀
』
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
三
月
壬
戌
条
を
初

見
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
表
記
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
大
宝
令
制
以
前
の
木
簡
は

な
く
、
大
宝
令
の
里
制
下
の
木
簡
も
少
な
い
と
い
う
見
通
し
が
立
つ
。

次
に
、
郷
里
制
の
表
記
、
建
郡
や
軍
団
の
設
置
記
事
、
氏
名
の
表
記
方
法
な
ど

か
ら
年
代
が
限
ら
れ
る
木
簡
を
み
て
み
た
い
。
史
料
的
に
は
菊
多
郡
の
建
郡
や
白

河
団
の
設
置
（『
続
日
本
紀
』
養
老
二
年
五
月
乙
未
・
神
亀
五
年
四
月
丁
丑
条
）、
君
子
部
・
大

伴
部
関
係
の
改
姓
記
事
が
鍵
と
な
る
（『
同
』
天
平
宝
字
元
年
三
月
乙
亥
条
、『
日
本
紀
略
』

弘
仁
一
四
年
四
月
壬
子
条
）。

・
郷
里
制
の
表
記
　
霊
亀
三
～
天
平
一
二
（
七
一
七
～
七
四
〇
）

第
二
七
六
号
  （
第
四
四
次
）

・
菊
多
郡
の
建
郡
と
君
子
部
の
表
記
　
養
老
二
～
天
平
宝
字
元（
七
一
八
～
七
五
七
）

第
八
〇
号
　
　（
第
四
四
次
）

・
白
河
団
の
設
置
と
大
伴
部
の
表
記
　
神
亀
五
～
弘
仁
一
四
（
七
二
八
～
八
二
三
）

第
六
号
　
　
　（
第
二
四
次
）

・
君
子
部
の
表
記
　
～
天
平
宝
字
元
（
七
一
八
～
七
五
七
）

第
二
二
九
号
  （
第
四
四
次
）

・
大
伴
部
の
表
記
　
～
弘
仁
一
四
（
～
八
二
三
）

第
八
二
・
二
〇
八
・
二
二
六
・
二
九
〇
号
　
　（
第
四
四
次
）

第
三
六
六
号
  （
第
四
七
次
）　
　
第
三
八
八
号
  （
第
六
〇
次
）

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
先
の
年
紀
木
簡
を
含
め
て
上
限
と
下
限
の
年
代
が
判
明
す

る
の
は
第
五
・
六
・
八
〇
・
二
七
六
・
四
一
七
号
の
五
点
で
、
そ
れ
ら
は
大
き
く

言
え
ば
霊
亀
三
年
～
弘
仁
一
四
年
（
七
一
七
～
八
二
三
）
の
木
簡
で
あ
る
。
ま
た
、
氏

名
か
ら
下
限
の
わ
か
る
木
簡
が
七
点
あ
り
、
同
様
に
言
え
ば
弘
仁
一
四
年
以
前
の

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
上
限
は
不
明
だ
が
、
前
述
の
見
通
し
か
ら
す
れ
ば
大
宝

元
年
（
七
〇
一
）
以
前
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
記
載
か
ら
年
代
が
判
明

す
る
の
は
概
ね
八
世
紀
～
九
世
紀
前
葉
頃
の
木
簡
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は

僅
か
一
二
点
で
あ
り
、
全
体
の
様
相
を
捉
え
る
に
は
や
は
り
遺
構
の
年
代
観
も
合

わ
せ
て
整
理
す
る
要
が
あ
る
。

各
木
簡
の
年
代
　
出
土
遺
構
、
木
簡
の
記
載
か
ら
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

◎
第
一
・
二
号
木
簡
　（
第
八
次
調
査
）

外
郭
南
辺
北
側
の
遺
物
包
含
層
か
ら
の
出
土
で
、
第
二
号
に
は
郷
と
み
ら
れ
る

記
載
が
あ
る
。
と
も
に
九
世
紀
前
半
頃
の
土
器
と
共
伴
し
て
お
り
、
そ
の
頃
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
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◎
第
三
・
四
号
木
簡
　（
第
一
一
次
調
査
）

外
郭
東
辺
の
材
木
塀
跡
に
伴
う
整
地
層
直
上
で
出
土
し
た
。
八
世
紀
末
～
九
世

紀
前
半
頃
の
土
器
と
共
伴
し
て
お
り
、
そ
の
頃
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
。

◎
第
五
号
木
簡
　（
第
二
〇
次
調
査
）

外
郭
南
辺
北
側
の
遺
物
包
含
層
で
の
出
土
。大
同
四
年（
八
〇
九
）の
年
紀
が
あ
る
。

◎
第
六
～
六
七
号
木
簡
　（
第
二
四
次
調
査
）

外
郭
東
辺
の
材
木
塀
跡
に
伴
う
Ｓ
Ｂ
二
二
四
建
物
跡
の
整
地
層
か
ら
出
土
し
た

一
括
性
の
あ
る
木
簡
で
あ
る
。
建
物
跡
は
八
世
紀
末
～
九
世
紀
前
半
頃
の
構
築
と

み
ら
れ
る
が
、
木
簡
に
は
白
河
団
と
大
伴
部
の
記
載
か
ら
年
代
を
神
亀
五
年
～
弘

仁
一
四
年
（
七
二
八
～
八
二
三
）
に
限
定
で
き
る
第
六
号
が
あ
る
。
遺
構
の
年
代
観
と

合
わ
せ
み
れ
ば
、
第
六
号
は
八
世
紀
末
～
弘
仁
一
四
年
の
木
簡
で
、
一
括
資
料
の

他
の
木
簡
も
同
じ
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
註
３
）。
こ
こ
で
は
少
し
余
裕
を
と

り
、
そ
れ
ら
を
八
世
紀
末
～
九
世
紀
前
葉
頃
の
木
簡
と
み
て
お
き
た
い
。

◎
第
六
八
号
木
簡
　（
第
二
四
次
調
査
）

灰
白
色
火
山
灰
層
よ
り
古
く
、
前
述
の
建
物
跡
周
辺
に
堆
積
し
た
八
世
紀
末
～

一
〇
世
紀
前
葉
頃
の
ス
ク
モ
層
で
出
土
し
て
お
り
。
そ
の
頃
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
。

◎
第
六
九
～
七
一
号
木
簡
　（
第
三
四
次
調
査
）

外
郭
南
辺
北
側
の
遺
物
包
含
層
で
第
六
九
・
七
〇
号
、
南
側
の
遺
物
包
含
層
で

第
七
一
号
が
出
土
し
た
。
前
者
の
出
土
層
は
灰
白
色
火
山
灰
層
よ
り
古
い
。
共
伴

し
た
瓦
か
ら
八
世
紀
末
～
一
〇
世
紀
前
葉
頃
の
堆
積
で
、
木
簡
も
そ
の
頃
の
も
の

と
み
ら
れ
る
。
後
者
は
「
郡
」
の
習
書
の
あ
る
木
簡
で
、
第
Ⅳ
期
（
八
六
九
）
以
後

の
層
で
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
頃
の
木
簡
の
蓋
然
性
が
高
い
。

◎
第
七
二
号
木
簡
　（
第
三
七
次
調
査
）

城
外
の
南
西
部
で
一
〇
・
一
一
世
紀
頃
の
多
量
の
土
器
を
伴
う
Ｓ
Ｄ
一
二
二
一

Ｂ
大
溝
の
堆
積
土
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
頃
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
。

◎
第
七
三
号
木
簡
　（
第
三
八
次
調
査
）

灰
白
色
火
山
灰
層
よ
り
古
く
、
内
側
の
外
郭
南
辺
の
基
礎
地
業
を
覆
う
自
然
堆

積
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
第
Ⅳ
期
の
瓦
と
共
伴
し
て
お
り
、
九
世
紀
後
半
～
一

〇
世
紀
前
葉
頃
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
。

◎
第
七
四
・
七
五
号
木
簡
　（
第
四
〇
次
調
査
）

外
郭
南
辺
北
側
の
堆
積
層
か
ら
出
土
し
た
。
層
位
は
第
七
一
号
と
同
じ
第
Ⅳ
期

（
八
六
九
）
以
後
の
層
で
、
九
世
紀
後
半
～
一
〇
世
紀
前
葉
頃
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
。

◎
第
七
六
～
七
八
号
木
簡
　（
第
四
一
次
調
査
）

第
七
六
号
は
郡
司
の
解
と
み
ら
れ
る
木
簡
で
あ
る
。
第
七
七
・
七
八
号
と
と
も

に
八
世
紀
末
頃
に
造
ら
れ
た
外
郭
東
辺
の
Ｓ
Ａ
一
三
二
一
Ａ
材
木
列
跡
に
伴
う
盛

土
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
そ
の
造
営
に
近
い
頃
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。

◎
第
七
九
～
二
七
五
・
二
七
六
～
三
六
一
号
木
簡
　（
第
四
四
次
調
査
）

最
も
古
い
政
庁
ー
外
郭
南
門
間
道
路
に
伴
う
Ｓ
Ｄ
一
四
一
三
Ａ
暗
渠
跡
出
土
の

木
簡
で
、
第
七
九
～
二
七
五
号
が
構
築
時
の
裏
込
土
、
第
二
七
六
～
三
六
一
号
が

廃
絶
時
ま
で
の
堆
積
土
か
ら
出
土
し
た
。
こ
れ
ら
は
一
括
性
の
高
い
資
料
で
、
第

Ⅰ
期
の
多
賀
城
を
考
え
る
重
要
資
料
で
あ
る
。
特
に
、
裏
込
土
出
土
の
木
簡
の
年

代
は
創
建
年
代
と
係
わ
る
と
み
ら
れ
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら

の
詳
し
い
年
代
は
次
節
で
検
討
し
、
こ
こ
で
は
大
枠
を
示
す
。

裏
込
土
出
土
の
第
八
〇
号
に
は
菊
多
郡
君
子
部
と
み
ら
れ
る
記
載
が
あ
り
、
菊

多
郡
の
建
郡
、
君
子
部
の
改
姓
記
事
か
ら
養
老
二
年
～
天
平
宝
字
元
年
（
七
一
八
～

七
五
七
）
の
木
簡
と
捉
え
ら
れ
る
（『
続
日
本
紀
』
養
老
二
年
五
月
乙
未
・
天
平
宝
字
元
年
三
月

乙
亥
条
）。
他
に
前
・
後
に
広
が
る
年
代
を
示
す
木
簡
は
な
い
。
出
土
の
一
括
性
か

ら
す
れ
ば
、
他
の
木
簡
も
概
ね
同
じ
頃
の
年
代
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
第

八
〇
号
の
養
老
二
年
が
Ａ
暗
渠
構
築
の
上
限
と
な
る
。

堆
積
土
出
土
の
木
簡
に
は
郷
里
制
表
記
の
第
二
七
六
号
が
あ
る
。
他
に
そ
の
施
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木簡の年代
出　　土　　遺　　構

木簡№立地地　　　区次数
年　　代遺　　構

９c前半９c前半遺物包含層１・２低湿地外郭南辺西半８
８c末～９c前半８c末～９c前半整地層上面３・４低湿地外郭東辺南端１１
大同４年（８０９）８c末～９c中葉遺物包含層５低湿地外郭南辺西半２０
８c末～９c前葉８c末～９c前半SB２２４（土居桁整地）６～６７

低湿地外郭東辺南端２４
８c末～１０c前葉８c末～１０c前葉第Ⅲb・c層６８
８c末～１０c前葉８c末～１０c前葉遺物包含層（北側）６９・７０

沖積地外郭南辺東半３４
９c後半～９c後半～遺物包含層（南側）７１
１０～１１c１０～１１cSD１２２１B７２沖積地城外南西部３７

９c後半～１０c前葉９c後半～１０c前葉堆積層７３沢　地作貫地区
（内側の外郭南辺）３８

９c後半～１０c前葉９c後半～１０c前葉堆積層７４・７５沖積地外郭南辺東半４０
８c末８c末SA１３２１A（盛土）７６～７８低湿地外郭東辺南端４１

養老２～天平宝字元年（７１８～７５７）８c前半SD１４１３A裏込土７９～２７５
沢　地政庁－

　外郭南門間道路４４
霊亀元年（７１５）～８c中葉霊亀元年（７１５）～８c中葉SD１４１３A堆積土２７６～３６１

９c前半９c代中心SD１５１１３６２～３６９
低湿地外郭西辺北半４７ 大同元～弘仁６年（８０６～８１５）を除く

９c代中心９c代中心SD１５２６３７０

９c後半９c後半SE１９０９３７１丘陵部大畑地区５６
９c前半９c前半SE２１０１B３７２～４１１丘陵部大畑地区６０
９c後半９c後半堆積層４１２～４１５沢　地鴻ノ池地区６１

８c後半～９c前半８c後半～９c前半SX２９６８４１６沢　地鴻ノ池地区
（内側の外郭南辺）８１

天平神護２年（７６６）天平宝字６年（７６２）～１０c前葉SK３０７３４１７丘陵裾外郭南辺西端部８３

※遺構の年代は各『年報』に基づくが、郷里制表記の木簡に依拠したSD１４１３A堆積土の上限は霊亀３年に変更した。

表１　出土地区・遺構と年代

木取り
小計

型　　　　　式出　土　遺　構
木簡№次数

板目柾目０９１０８１０６５０６１０５１０３９０３３０３２０１９０１５０１１遺　　構
２２２遺物包含層１・２８

２２１１整地層上面３・４１１
１１１遺物包含層５２０

２３８６２２８１８１１１１２１SB２２４（土居桁整地）６～６７２４
１１１第Ⅲb・c層６８

２２１１遺物包含層（北側）６９・７０３４
１１１遺物包含層（南側）７１
１１１SD１２２１B７２３７

１１１堆積層７３３８
２１１堆積層７４・７５４０

１１３２１SA１３２１A（盛土）７６～７８４１
１２１９７１８６９２SD１４１３A裏込土７９～２７５４４
２７８６７７５２１１SD１４１３A堆積土２７６～３６１
７１８７１SD１５１１３６２～３６９４７

１１１SD１５２６３７０
１１SE１９０９３７１５６

３９４０２８６１１２１１SE２１０１B３７２～４１１６０
２２４１１１１堆積層４１２～４１５６１

１１１SX２９６８４１６８１
１１１SK３０７３４１７８３
４６３７４１７３１９４５１７４４３２９８１５小 計

８３４１７３１９４５２１４１４８６参 考 小 計

表２　型式と木取り
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行
期
間
の
霊
亀
三
年
～
天
平
十
二
年（
七
一
七
～
七
四
〇
）か
ら
前
・
後
に
広
が
る
年
代

を
示
す
木
簡
は
な
い
。
ま
た
、
霊
亀
三
年
は
Ａ
暗
渠
構
築
の
上
限
年
代
よ
り
古
く
、

さ
ら
に
古
い
木
簡
の
存
在
は
考
え
に
く
い
。
一
方
、
Ａ
暗
渠
埋
没
の
下
限
は
、
Ｂ
暗

渠
に
伴
う
Ｓ
Ｘ
一
四
一
四
枡
の
施
設
瓦
が
第
Ⅰ
期
の
瓦
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
八

世
紀
中
頃
と
み
て
い
る
。
年
代
の
大
枠
は
霊
亀
三
年
頃
～
八
世
紀
中
頃
と
な
る
。

◎
第
三
六
二
～
三
六
九
号
木
簡
　（
第
四
七
次
調
査
）

外
郭
西
辺
の
外
溝
、
Ｓ
Ｄ
一
五
一
一
溝
の
堆
積
土
で
出
土
し
た
。
溝
は
灰
白
色

火
山
灰
降
下
以
前
の
埋
没
で
、
木
簡
の
出
土
層
は
共
伴
し
た
土
器
か
ら
九
世
紀
を

中
心
と
し
た
頃
の
堆
積
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
は
大
き
い
板
状
の
記
録
簡
を
複

数
の
付
札
に
転
用
す
る
途
中
の
も
の
で
、
一
次
文
書
が
削
ら
れ
て
い
な
い
未
製
品

で
あ
り
、
一
次
文
書
は
兵
士
に
対
す
る
出
挙
の
収
納
関
係
の
帳
簿
と
推
測
さ
れ

る
。
十
日
勤
務
の
兵
士
の
記
載
や
出
挙
の
利
率
か
ら
承
和
一
〇
・
一
一
年
（
八
四
三
・

八
四
四
）
以
前
、
大
伴
部
と
み
ら
れ
る
記
載
か
ら
弘
仁
一
四
年
（
八
二
三
）
以
前
の
可

能
性
が
あ
り
、
遺
構
の
年
代
と
合
わ
せ
て
九
世
紀
前
半
頃
の
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。

◎
第
三
七
〇
号
木
簡
　（
第
四
七
次
調
査
）

外
郭
西
辺
の
内
溝
、
Ｓ
Ｄ
一
五
二
六
溝
で
出
土
し
た
。
前
述
の
Ｓ
Ｄ
一
五
一
一

溝
と
同
じ
九
世
紀
を
中
心
と
し
た
頃
の
層
で
の
出
土
で
、
安
積
団
の
記
載
を
持

つ
。
同
団
は
石
背
国
が
置
か
れ
た
養
老
二
年
～
神
亀
元
年
頃
（
七
一
八
～
七
二
四
）
と

陸
奥
国
の
軍
団
数
が
減
少
し
た
大
同
元
年
頃
～
弘
仁
六
年
（
八
〇
六
～
八
一
五
）
以
外

の
八
・
九
世
紀
を
通
じ
て
陸
奥
国
に
存
在
す
る
（
鈴
木
一
九
九
八
）。
出
土
状
況
と
合

わ
せ
み
る
と
、
年
代
は
弘
仁
六
年
以
後
の
九
世
紀
の
可
能
性
が
高
い
。

◎
第
三
七
一
号
木
簡
　（
第
五
六
次
調
査
）

城
内
の
北
東
部
、
大
畑
地
区
官
衙
の
Ｓ
Ｅ
一
九
〇
九
井
戸
の
堆
積
土
最
下
層
か

ら
出
土
し
て
い
る
。
出
土
し
た
土
器
か
ら
井
戸
は
九
世
紀
後
半
代
の
も
の
で
、
そ

の
頃
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
。

◎
第
三
七
二
～
四
一
一
号
木
簡
　（
第
六
〇
次
調
査
）

前
項
と
同
じ
大
畑
地
区
官
衙
の
Ｓ
Ｅ
二
一
〇
一
Ｂ
井
戸
で
出
土
し
た
。
廃
絶
後

の
堆
積
土
下
層
を
中
心
に
出
土
し
、
共
伴
し
た
土
器
か
ら
井
戸
の
廃
絶
は
九
世
紀

前
半
頃
と
み
ら
れ
る
。
第
三
八
八
号
に
大
伴
と
み
ら
れ
る
記
載
、
排
水
溝
出
土
の

漆
紙
文
書
に
弘
仁
一
二
年
（
八
二
一
）
の
具
注
暦
も
あ
る
が
、
概
ね
九
世
紀
前
半
頃

の
木
簡
と
し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。

◎
第
四
一
二
～
四
一
五
号
木
簡
　（
第
六
一
次
調
査
）

鴻
ノ
池
地
区
の
灰
白
色
火
山
灰
降
下
以
前
の
堆
積
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
九

世
紀
後
半
頃
の
土
器
と
共
伴
し
て
お
り
、
そ
の
頃
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
。

◎
第
四
一
六
号
木
簡
　（
第
八
一
次
調
査
）

内
側
の
外
郭
南
辺
の
基
礎
地
業
を
覆
う
Ｓ
Ｘ
二
九
六
八
盛
土
遺
構
で
出
土
。
八

世
紀
後
半
～
九
世
紀
前
半
頃
の
土
器
と
共
伴
し
、
そ
の
頃
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
。

◎
第
四
一
七
号
木
簡
　（
第
八
三
次
調
査
）　

外
郭
南
辺
北
側
の
Ｓ
Ｋ
三
〇
七
三
土
壙
で
の
出
土
。
天
平
神
護
の
年
号
を
持
つ
。

多
賀
城
跡
木
簡
の
年
代
　
以
上
か
ら
、
各
遺
構
の
木
簡
の
年
代
は
表
１
に
示
し

た
よ
う
に
な
る
。
城
外
で
出
土
し
た
第
七
一
・
七
二
号
以
外
は
八
世
紀
前
半
頃
～

一
〇
世
紀
前
葉
頃
の
木
簡
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
灰
白
色
火
山
灰
降
下
後
に
降
る
木

簡
は
城
内
で
は
出
土
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
記
載
か
ら
年
代
を
限
定
で
き
る
木
簡

は
八
世
紀
前
半
～
九
世
紀
前
葉
頃
の
も
の
だ
が
、
出
土
遺
構
も
踏
ま
え
て
整
理
す

る
と
九
世
紀
代
と
み
ら
れ
る
木
簡
も
多
い
。
八
・
九
世
紀
を
通
じ
て
城
内
で
は
多

数
の
木
簡
が
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
形
状
と
法
量
・
木
取
り

削
屑
を
は
じ
め
、
原
形
が
不
明
な
も
の
が
多
い（
表
２
　
〇
九
一
型
式
＝
三
一
九
点
、
〇

一
九
・
〇
八
一
型
式
＝
五
三
点
）。
比
較
的
原
形
を
保
つ
木
簡
四
五
点
の
特
徴
を
整
理
し
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て
み
た
い
。
ま
ず
、
形
状
を
型
式
か
ら
大
別
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
短
　
冊
　
形
　
　（
〇
一
一
・
〇
一
五
） 　
　
　
　
　
　
　
六
点

・
付
　
札
　
状
　
　（
〇
三
二
・
〇
三
三
・
〇
三
九
）　
　
一
四
点

　
　
　
　
　
　
　
　（
〇
五
一
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
点

・
木
製
品
の
墨
書
  （
〇
六
一
・
〇
六
五
）　
　
　
　
　
　
二
一
点

短
冊
形
　
法
量
に
大
中
小
が
み
ら
れ
る
（
表
３
）。
長
さ
と
幅
を
み
る
と
、
大
型

品
に
は
五
四
〇
㎜
×
三
七
㎜
と
三
五
五
㎜
×
四
二
㎜
の
も
の
が
あ
り
、
中
型
品
は

二
一
〇
～
一
八
〇
㎜
前
後
×
幅
二
四
㎜
程
度
、
小
型
品
は
一
一
九
㎜
×
五
七
㎜
の

も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
寸
・
分
の
単
位
で
切
り
の
良
い
数
値
に
近
い
特
徴
が
み

ら
れ
、
多
少
の
規
格
性
が
推
測
さ
れ
る
。
木
取
り
は
板
目
が
や
や
多
い
。
用
途
は

文
書
・
記
録
簡
や
習
書
に
使
わ
れ
て
お
り
、
最
終
的
な
内
容
は
習
書
が
多
い
。

付
札
状
　
端
部
に
切
り
込
み
を
持
つ
型
式
と
一
端
の
み
を
尖
ら
す
〇
五
一
型
式

の
も
の
が
あ
り
、
前
者
に
は
長
さ
二
〇
〇
～
二
五
〇
㎜
程
の
も
の
と
一
六
〇
㎜
以

下
の
小
型
品
が
み
ら
れ
る
。
現
状
で
は
大
き
い
板
状
の
記
録
簡
か
ら
複
数
の
付
札

へ
の
転
用
を
意
図
し
た
未
製
品
が
あ
る
た
め
（
第
三
六
二
～
三
六
八
号
）、
小
型
品
が
多

い
。
小
型
品
は
付
札
状
木
製
品
で
も
多
く
（『
木
簡
Ⅰ
』
木
簡
図
版
　
・『
木
簡
Ⅱ
』
木
簡
図

１８

版
　
参
照
）、
城
内
で
多
数
作
ら
れ
、
使
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
木
取
り
は
転
用

２８
の
未
製
品
を
除
け
ば
柾
目
が
多
い
。
荷
札
や
物
品
付
札
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

〇
五
一
型
式
の
四
点
の
う
ち
、
第
七
二
号
は
長
さ
二
八
〇
㎜
以
上
の
板
目
取
り

の
呪
符
で
あ
る
。
他
は
二
次
的
な
加
工
で
〇
五
一
型
式
化
し
た
長
さ
一
八
〇
～
一

〇
〇
㎜
程
の
小
型
品
で
、
型
式
と
記
載
と
は
対
応
し
な
い
。
第
四
一
三
号
は
斎
串

状
の
製
品
へ
の
転
用
と
み
ら
れ
、
他
は
用
途
が
不
明
だ
が
、
一
端
を
篦
状
に
二
次

加
工
し
た
第
二
二
号
は
後
述
の
木
簡
の
転
用
品
と
類
似
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
現

状
で
は
荷
札
や
付
札
と
し
て
の
使
用
例
は
な
い
。

備　　　　　考木取り法　　　量木簡№次数型式大別備　考木取り法　　　量木簡№次数型式大別

折敷の底板柾目２２２×（３８）×２６２４

０６１
木

製

品

の

墨

書

板目（３５５）×４２×６３１１

０１１
短
　
冊
　
形

高坏の脚部径（１３０）×高（１４４）７８４１板目１７３×（２４）×５３７２４

曲物の蓋板径１７２×厚２４３７１５６板目１７９×２４×９６９３４

曲物の底板径１８９×厚６４１５６１柾目５４０×３７×５３７０４７

丸材（５３）×径（２２）７２４

０６５

板目１１９×５７×７３７２６０

使用後に二次加工板目（２１６）×（２５）×６１５２４柾目（２０９）×（２０）×７２７６４４０１５

篦状に二次加工板目７１×６×４１８２４柾目２０５×２９×８５２０

０３２

付

札

状

篦状に二次加工板目（１１２）×６×８２０２４板目１３９×３２×１２３６２４７

箸状や篦状に二次加工板目１０７×５×６２１２４板目１４０×３５×１５３６３４７

角棒状や篦状に二次加工板目（１２２）×９×６３３２４板目１４０×３５×１５３６４４７

串状に二次加工板目１２９×１０×６　４３２４板目１３９×３６×１４３６５４７

箸状に二次加工板目（８６）×６×５４７２４板目１６１×３５×１５３６６４７

篦状に二次加工板目９５×４×６５８２４板目（５０＋６８）×３３×１４３６７４７

篦状に二次加工６７×３×－５９２４板目１３７×３２×１２３６８４７

木槌の未製品、または楔か。３５７×径２９６５２４板目９８×２２×８４１４６１

棒状に二次加工板目（８０）×１５×１２７０３４柾目２３０×２５×５３７５６０
０３３

篦状に二次加工（９１）×３×３２７３４４柾目７９×１３×３３７７６０

角棒状に二次加工１３５×（５）×６２７４４４柾目（１９６）×３９×１０７３３８

０３９ 使用後に二次加工柾目８９×１７×６２７７４４柾目（９９）×３２×１０３７４６０

篦状に二次加工板目（１３３）×７×５３１４４４柾目（１５８）×２６×５４１２６１

角棒状に二次加工板目１８７×６×３３７８６０板目１０８×７×３２２２４

０５１
板目１７２×１４×６７１３４

板目（２８５）×３１×４７２３７

板目１５６×２１×７４１３６１

表３　型式と法量



－　　－8

木
製
品
の
墨
書
　
木
製
品
に
墨
書
し
た
も
の
が
六
点
、
木
簡
を
二
次
的
に
加
工

し
て
別
の
製
品
に
転
用
し
た
も
の
が
一
五
点
あ
る
。
前
者
は
折
敷
や
曲
物
、
高
坏

な
ど
容
器
の
広
い
面
を
利
用
し
た
習
書
が
多
い
。
後
者
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

Ａ
．
篦
状
に
再
加
工
し
た
も
の

１
．
両
端
を
篦
状
に
す
る
　
　
第
五
八
号
（
二
四
次
）

２
．
一
端
を
篦
状
に
す
る
　
　
第
一
八
・
二
〇
・
二
一
・
三
三
・
五
九
号
（
二
四
次
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
七
三
号
・
三
一
四
号
（
四
四
次
）

Ｂ
．
串
状
に
再
加
工
し
た
も
の
　
第
四
三
号
（
二
四
次
）

Ｃ
．
棒
状
に
再
加
工
し
た
も
の
　
第
四
七
号
（
二
四
次
）、
第
七
〇
号
（
三
四
次
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
七
四
号
（
四
四
次
）、
第
三
七
八
号
（
六
〇
次
）

Ｄ
．
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
五
号
（
二
四
次
）、
第
二
七
七
号
（
四
四
次
）

Ａ
～
Ｃ
は
木
簡
を
一
五
㎜
以
下
の
幅
で
縦
割
り
に
し
、
多
少
の
削
り
を
加
え
て

篦
・
串
・
棒
状
の
製
品
と
し
た
も
の
で
、
第
二
四
次
調
査
で
の
出
土
が
多
い
（『
木

簡
Ⅰ
』
木
簡
図
版
６
～
　
参
照
）。
い
ず
れ
も
用
途
は
不
明
だ
が
、
形
状
や
記
載
と
の
関

１１

係
か
ら
Ｂ
・
Ｃ
の
二
次
加
工
は
明
確
で
、
Ａ
も
篦
状
と
は
逆
の
端
部
を
丸
・
角
棒

状
に
し
た
第
二
一
・
三
三
号
の
存
在
か
ら
木
簡
の
廃
棄
に
伴
う
形
状
の
改
変
で
は

な
く
、
転
用
と
み
ら
れ
る
。
長
さ
は
Ａ
・
Ｂ
で
は
一
〇
〇
㎜
前
後
の
も
の
が
多
く
、

先
に
そ
の
程
度
に
切
断
さ
れ
た
も
の
か
。
Ｃ
は
一
五
〇
㎜
前
後
で
や
や
大
き
い
。

Ｄ
は
Ａ
～
Ｃ
と
は
別
の
範
疇
と
な
る
も
の
だ
が
、
第
一
五
号
は
形
状
や
法
量
、
共

伴
関
係
な
ど
か
ら
Ａ
～
Ｃ
へ
の
再
加
工
過
程
を
示
す
資
料
の
可
能
性
が
あ
る
。

形
状
と
数
量
　
各
形
状
の
数
量
差
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
意
味
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
付
札
状
の
木
簡
や
木
製
品
の
墨
書
の
多
さ
は
、
再
加
工
に
よ
る
転
用

品
を
含
む
た
め
で
、
そ
れ
ら
を
除
け
ば
前
者
は
八
点
、
後
者
は
六
点
と
な
る
。
短

冊
形
の
も
の
と
大
差
が
な
く
、
同
じ
程
度
と
み
る
に
も
対
象
と
し
た
資
料
が
少
な

い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
一
応
は
短
冊
形
よ
り
付
札
状
の
木
簡
が
多
い

が
、
〇
一
九
・
〇
八
一
型
式
の
も
の
を
内
容
に
基
づ
い
て
視
野
に
含
め
る
と
、
状

況
は
む
し
ろ
逆
転
す
る
。
第
一
号
（
物
品
関
連
文
書
）、
第
一
三
号
（
兵
士
進
上
解
の
習

書
）、
第
七
九
号
（
戸
籍
抜
書
）、
第
三
二
〇
号
（
主
帳
解
）、
第
三
七
三
号
（
兵
士
宛
火
長

文
書
）
の
よ
う
に
文
書
・
記
録
簡
は
容
易
に
見
出
し
え
る
が
、
荷
札
や
付
札
と
み

ら
れ
る
内
容
の
木
簡
は
第
二
号（
米
の
荷
札
か
）
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
に
は
短
冊

形
の
木
簡
の
出
土
が
多
い
現
状
が
考
え
ら
れ
る
。
付
札
状
の
木
簡
の
出
土
が
少
な

い
背
景
と
し
て
は
、
城
内
で
は
大
規
模
な
倉
庫
群
が
ま
だ
み
つ
か
っ
て
い
な
い
こ

と
、
木
簡
の
出
土
が
低
湿
地
の
外
郭
線
の
周
辺
を
主
体
と
し
、
荷
札
や
付
札
が
多

量
に
消
費
・
廃
棄
さ
れ
る
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

四
　
内
容

削
屑
や
小
断
簡
が
多
さ
か
ら
明
確
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
は
少
な
い
が
、
文
書

簡
、
記
録
簡
、
荷
札
、
付
札
、
習
書
、
祭
祀
関
連
の
木
簡
が
あ
る
。
文
書
簡
、
ま

た
は
記
録
簡
と
み
ら
れ
る
も
の
を
含
め
て
文
書
・
記
録
簡
が
主
体
を
占
め
、
習
書

も
多
い
。
荷
札
や
付
札
は
現
状
で
は
少
な
く
、
祭
祀
関
連
の
木
簡
も
僅
か
で
あ
る
。

文
書
・
記
録
簡
　
文
書
簡
は
、
第
一
・
六
・
八
・
一
三
・
三
七
・
七
六
・
三
二

〇
・
三
七
〇
・
三
七
三
号
な
ど
が
あ
る
。
第
六
・
一
三
・
三
七
〇
（「
安
積
団
解
」）

号
は
基
本
的
に
は
習
書
だ
が
、
内
容
は
文
書
簡
に
準
じ
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

第
六
・
一
三
号
は
射
手
・
兵
士
の
進
上
、
第
三
七
〇
号
（「
安
積
団
解
」）
は
兵
士

の
帰
還
、
第
八
号
は
弓
等
の
進
上
、
第
三
七
号
は
火
長
の
物
品
請
求
文
書
で
あ

る
。
第
一
・
三
七
〇
（
異
筆
ａ
）
号
は
物
品
・
建
築
部
材
関
連
の
上
申
か
、
請
求
文

書
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
第
七
六
・
三
二
〇
・
三
七
三
号
は
具
体
的
な
内
容
は

不
明
だ
が
、
郡
や
軍
団
の
解
、
兵
士
宛
の
火
長
の
文
書
簡
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
多

く
は
軍
団
や
郡
な
ど
の
上
申
・
進
上
・
請
求
文
書
で
あ
り
、
国
と
そ
れ
ら
と
の
盛
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ん
な
文
書
・
人
・
物
の
や
り
と
り
を
示
す
。
軍
団
内
部
の
文
書
も
あ
り
、
現
状
で

は
軍
制
と
係
わ
る
も
の
が
目
立
つ
。

記
録
簡
は
、
第
四
・
七
九
・
二
七
六
・
二
七
八
・
二
七
九
・
二
九
〇
～
二
九

四
・
三
六
二
～
三
六
八
・
三
七
二
号
な
ど
が
あ
る
。
第
二
九
〇
～
二
九
四
号
と
第

三
六
二
～
三
六
八
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
元
は
同
一
、
ま
た
は
同
種
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
。

第
四
号
は
外
長
上
や
外
散
位
の
考
第
か
、
兵
士
・
鎮
兵
の
貧
富
や
勇
猛
の
程
度

を
記
す
。
第
七
九
号
は
戸
籍
の
抜
書
、
第
二
七
六
号
は
個
人
情
報
を
書
い
た
〇
一

五
型
式
の
木
簡
で
、
兵
士
数
を
記
す
第
二
七
七
号
と
の
後
筆
習
書
の
類
似
性
か
ら

軍
制
の
実
務
で
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
第
二
七
八
・
二
七
九
号
も
健
児

や
尫
弱
な
者
の
交
替
に
係
わ
る
軍
制
上
の
記
録
簡
の
削
屑
と
み
ら
れ
る
。
第
二
九

〇
～
二
九
四
号
は
材
木
の
納
入
、
第
三
六
二
～
三
六
八
号
は
出
挙
稲
の
収
納
に
係

わ
る
帳
簿
、
第
三
七
二
号
は
米
の
支
給
・
貢
進
関
連
の
記
録
簡
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
記
録
簡
に
は
個
人
情
報
の
把
握
、
健
児
等
の
徴
発
・
交
替
、
資
材
や

稲
・
米
の
出
納
で
の
使
用
と
い
っ
た
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
る
。
城
内
で
行
政
や
軍

制
、
出
納
と
い
っ
た
様
々
な
実
務
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ら
が
帳
簿
に
基
づ
い
て
処
理

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
稲
・
米
関
連
の
木
簡
は
兵
士
を
対
象
と
す
る

も
の
で
、
軍
制
と
も
関
連
す
る
。
第
三
六
二
～
三
六
八
号
で
は
兵
士
の
分
番
勤
務

の
実
態
が
み
ら
れ
、
記
録
簡
で
も
軍
制
と
の
係
わ
り
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

以
上
の
ほ
か
に
も
、
限
定
は
で
き
な
い
が
、
文
書
簡
ま
た
は
記
録
簡
と
み
ら
れ

る
も
の
は
多
い
。
製
塩
用
の
竈
や
薪
の
運
送
夫
を
記
す
第
九
・
一
〇
号
、
列
記
さ

れ
た
と
み
ら
れ
る
人
名
に
合
点
を
付
す
第
八
二
・
九
三
・
四
一
六
号
、
人
名
と
年

令
・
年
令
区
分
・
身
体
註
記
な
ど
を
記
す
第
九
〇
・
九
四
・
一
九
五
・
三
二
五
・

三
八
七
～
四
〇
三
号
、
兵
士
数
を
記
す
第
二
七
七
号
、
分
番
勤
務
の
交
替
に
関
す

る
第
九
五
～
九
六
号
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
付
札
類
の
記
載
で
は
な
く
、
習
書

や
祭
祀
関
連
と
み
ら
れ
る
特
徴
も
な
い
。
文
書
簡
か
、
記
録
簡
に
限
れ
そ
う
な
も

の
も
あ
る
が
、
断
片
資
料
が
多
い
た
め
広
く
捉
え
る
に
と
ど
め
、
内
容
上
の
特
徴

も
前
述
の
文
書
・
記
録
簡
に
準
じ
て
み
て
お
き
た
い
。

付
札
類
  荷
札
、
物
品
付
札
、
荷
札
ま
た
は
物
品
付
札
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
少

数
で
あ
る
。
荷
札
は
第
二
・
五
・
三
七
五
号
が
あ
り
、
第
二
号
は
記
載
の
内
容
・

構
成
か
ら
荷
札
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、「
六
斗
」
の
記
載
か
ら
庸
米
の
荷
札
の
可
能

性
が
あ
る
。
第
五
号
は
武
蔵
国
、
第
三
七
五
号
は
某
国
か
ら
陸
奥
国
に
搬
入
さ
れ

た
米
な
ど
の
荷
札
で
、
前
者
に
は
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
の
年
紀
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
内
容
は
興
味
深
い
も
の
で
、
一
般
的
に
調
庸
物
は
京
進
さ
れ
る
が
、

神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
以
降
の
陸
奥
国
は
京
進
せ
ず
、
蝦
夷
の
祿
へ
の
充
当
が

常
態
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
（
鈴
木
一
九
九
八
）。
第
二
号
が
庸
米
の
荷
札
な
ら

陸
奥
国
で
の
庸
米
の
消
費
を
示
す
資
料
と
な
る
（
註
４
）。
ま
た
、
他
国
か
ら
の
物

資
の
搬
入
を
示
す
第
五
・
三
七
五
号
は
、
征
夷
の
際
を
は
じ
め
、
陸
奥
国
が
し
ば

し
ば
他
国
か
ら
人
や
物
資
の
支
援
を
受
け
て
い
た
こ
と
の
実
例
と
な
る
。
第
五
号

に
み
え
る
征
夷
後
ま
も
な
い
大
同
四
年
に
は
按
察
使
、
大
同
五
年
に
は
官
人
の
公

廨
す
べ
て
の
他
国
か
ら
の
支
給
な
ど
も
定
め
ら
れ
て
い
る
（『
木
簡
Ⅰ
』
第
五
号
解
説
参

照
）。
数
は
少
な
い
が
、
第
二
・
五
・
三
七
五
号
は
蝦
夷
の
祿
に
調
庸
物
を
充
当
し
、

ま
た
、
他
国
に
支
援
さ
れ
た
陸
奥
国
府
多
賀
城
の
特
色
を
よ
く
示
す
荷
札
と
い
え
る
。

物
品
付
札
は
第
七
三
・
四
一
二
・
四
一
三
号
が
あ
り
、
第
七
三
号
は
種
籾
の
付

札
で
あ
る
。
第
四
一
二
号
は
米
の
付
札
か
。
第
四
一
三
号
は
詳
細
が
不
明
で
あ
る
。

荷
札
、
ま
た
は
物
品
付
札
と
み
た
も
の
は
第
三
七
四
・
三
七
七
号
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
記
載
の
構
成（
品
物
と
数
量
、
人
名
、
日
付
）
と
形
状
に
荷
札
の
特
徴
は
あ
る
が
、

通
常
の
も
の
と
は
や
や
外
れ
る
要
素
を
持
つ
。
品
目
は
米
や
黒
舂
米
だ
が
、
数
量

が
か
な
り
少
な
い
。
ま
た
、
本
貫
の
な
い
人
名
の
み
の
表
記
で
、
法
量
も
小
型
と

み
ら
れ
る
た
め
限
定
し
な
か
っ
た
。

習
書
　
数
量
が
多
く
、
典
籍
や
文
章
、
字
句
・
文
字
の
習
書
な
ど
が
あ
り
、
典
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籍
の
習
書
に
は
第
三
・
七
八
号
が
あ
る
。
前
者
は
仏
教
の
経
文
の
習
書
で
、
薄
い

異
筆
も
何
か
し
ら
の
典
籍
の
可
能
性
が
あ
る
。
後
者
は
高
坏
の
脚
部
を
利
用
し
た

習
書
で
、
出
典
の
候
補
に
『
楽
毅
論
』
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
平
川
二
〇
〇
六
）。

文
章
の
習
書
は
、
文
書
簡
の
項
で
あ
げ
た
第
六
・
一
三
・
三
七
〇
（「
安
積
団
解
」）

号
が
あ
る
。
一
見
、
そ
れ
ら
は
正
文
に
み
え
る
が
、
形
状
や
異
筆
と
の
関
係
、
字

句
の
繰
り
返
し
と
い
っ
た
特
徴
か
ら
習
書
と
判
断
さ
れ
る
。
第
六
号
は
白
河
団
の

射
手
進
上
文
の
習
書
で
、
折
敷
に
『
具
』
や
『
射
』
と
み
ら
れ
る
文
字
を
習
書
を

し
た
後
に
書
か
れ
る
。
縦
に
割
り
、
さ
ら
に
細
か
く
折
っ
て
廃
棄
さ
れ
て
お
り
、

最
終
文
書
の
性
格
を
踏
ま
え
た
廃
棄
か
。
第
一
三
号
は
兵
士
進
上
の
文
言
・
事
書

の
習
書
。
第
三
七
〇
号
は
安
積
団
解
を
主
と
す
る
習
書
で
、
一
次
文
書
の
裏
と
上

半
を
削
っ
た
表
に
書
か
れ
て
い
る
。
表
は
過
所
式
を
意
識
し
た
文
章
だ
が
、
一
次

文
書
の
下
半
が
残
り
、
詰
め
た
書
き
方
を
し
て
い
る
。
裏
で
は
字
句
を
繰
り
返
す
。

字
句
の
習
書
は
第
一
五
号
に
進
上
を
意
味
す
る
「
貢
上
」、
第
三
六
号
に
職
名
の

「
火
長
」
と
人
名
、
第
七
一
号
に
行
政
単
位
の
「
郡
」、
第
二
七
六
・
三
一
六
号
に

鳥
取
部
や
丈
部
な
ど
の
人
名
が
あ
る
。
文
字
の
習
書
も
種
々
あ
る
が
、
共
伴
し
た

木
簡
の
字
句
や
内
容
に
通
じ
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
第
六
号
の
白
河
団
射
手

進
上
文
の
習
書
と
共
伴
し
た
第
二
四
次
調
査
の
木
簡
に
は
「
射
」
や
「
鳥
」
の
習

書
が
あ
り
（
第
一
七
・
二
〇
・
三
六
号
）、
第
六
号
に
み
え
る
「
射
手
」
や
射
手
名
の

「
鳥
取
部
」
に
通
じ
る
。
第
六
号
で
も
先
に
『
射
』
や
『
具
』
と
み
ら
れ
る
文
字

を
習
書
し
、『
具
』
は
武
具
に
も
使
わ
れ
る
単
位
で
あ
る
。

全
体
的
に
典
籍
の
習
書
は
少
な
く
、
律
令
制
的
な
文
書
実
務
に
係
わ
る
現
実
的

な
習
書
が
多
い
。
仕
事
の
合
間
を
は
じ
め
、
仕
事
中
も
文
書
実
務
を
こ
な
す
た
め

の
文
章
や
字
句
、
文
字
の
習
書
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

祭
祀
関
連
　
明
確
な
呪
符
と
し
て
第
七
二
号
が
あ
る
が
、
城
内
で
は
な
く
、
城

外
南
西
部
の
堀
河
で
の
出
土
で
あ
る
。
一
面
に
符
籙
と
百
怪
を
鎮
め
る
た
め
に
未

申
（
西
南
）
の
方
角
に
立
て
る
符
で
あ
る
こ
と
、
も
う
一
面
に
符
籙
と
奉
幣
文
、
呪

句
を
記
す
〇
五
一
型
式
の
呪
符
で
、
多
量
の
坏
・
皿
類
の
土
器
と
共
伴
し
て
い
る
。

出
土
地
・
内
容
・
共
伴
遺
物
の
様
相
が
京
城
四
隅
の
道
に
鬼
魅
を
迎
え
て
饗
す
道

饗
祭
と
付
合
す
る
も
の
で
あ
る
（
平
川
一
九
九
九
）。

ほ
か
に
「
急
々
律
令
」
の
語
句
の
あ
る
第
六
八
号
や
斎
串
状
の
形
状
の
第
四
一

三
号
に
祭
祀
関
連
の
雰
囲
気
が
あ
る
が
、
前
者
は
進
上
物
を
病
人
に
服
用
さ
せ
る

指
示
の
文
書
と
み
ら
れ
る
。
符
籙
も
な
く
、
祭
祀
で
の
使
用
は
考
え
に
く
い
。
た

だ
、
形
状
や
「
急
々
律
令
」
の
表
現
を
評
価
す
れ
ば
、
病
人
の
治
療
の
背
景
に
祭

祀
関
係
者
の
存
在
を
み
れ
な
く
も
な
い
資
料
で
あ
る
。
後
者
は
木
簡
と
し
て
の
使

用
後
に
斎
串
状
に
二
次
加
工
さ
れ
た
も
の
で
、
記
載
文
書
は
祭
祀
と
無
関
係
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
確
実
な
祭
祀
の
木
簡
は
城
外
出
土
の
第
七
二
号
の
み
で
あ
る
。

五
　
多
賀
城
跡
木
簡
の
特
徴
　
―
小
結
―

木
簡
の
特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
木
簡
は
多
賀
城
跡
の
南
東
部
、
南
・
西
側

の
低
湿
地
で
大
半
が
出
土
し
て
お
り
、
丘
陵
部
で
の
出
土
は
少
な
い
。
出
土
様
相

と
し
て
は
、
低
湿
地
の
外
郭
線
や
政
庁
ー
外
郭
南
門
間
道
路
に
伴
う
施
設
で
の
多

量
の
出
土
、
外
郭
線
沿
い
の
溝
・
堆
積
層
な
ど
か
ら
の
散
発
的
な
出
土
、
丘
陵
部

の
井
戸
で
の
出
土
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
水
分
を
保
つ
立
地
や
遺
構
で
の
出
土
で
、

木
簡
は
そ
う
し
た
環
境
下
で
遺
存
し
て
い
る
。
出
土
の
大
半
を
し
め
る
低
湿
地
で

は
、
施
設
に
伴
う
多
量
の
出
土
の
場
合
は
削
屑
や
小
断
簡
を
主
体
と
し
、
堆
積
層

な
ど
か
ら
の
散
発
的
な
出
土
で
は
比
較
的
残
り
の
良
い
木
簡
が
多
い
。

年
代
は
出
土
遺
構
で
異
な
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
城
内
の
木
簡
は
八
世
紀
前
半

頃
～
一
〇
世
紀
前
葉
頃
の
も
の
で
あ
る
。
八
・
九
世
紀
を
通
じ
て
城
内
で
は
多
数

の
木
簡
が
使
わ
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
Ｓ
Ｄ
一
四
一
三
Ａ
暗
渠
跡
出
土
の
八
世
紀

前
半
頃
の
木
簡
は
第
Ⅰ
期
の
多
賀
城
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
な
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お
、
城
外
で
は
一
〇
・
一
一
世
紀
頃
の
木
簡
も
み
ら
れ
る
。

木
簡
の
形
状
が
判
る
も
の
は
少
な
い
が
、
短
冊
形
、
付
札
状
、
木
製
品
に
墨
書

が
あ
る
も
の
が
あ
る
。
原
形
が
不
明
な
木
簡
の
内
容
ま
で
視
野
に
含
め
る
と
、
現

状
で
は
短
冊
形
の
木
簡
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
法
量
は
短
冊
形
に
大
中
小
、
付

札
状
の
木
簡
に
大
小
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
多
少
の
規
格
性
を
持
つ
可
能
性
が
あ
る
。

内
容
的
に
は
文
書
簡
、
記
録
簡
、
荷
札
、
付
札
、
習
書
、
祭
祀
関
連
の
も
の
が

あ
り
、
文
書
・
記
録
簡
と
習
書
が
多
い
。
文
書
簡
で
は
国
と
軍
団
・
郡
な
ど
と
の

間
の
盛
ん
な
文
書
や
人
・
物
の
や
り
と
り
の
様
子
、
記
録
簡
で
は
城
内
で
行
政
や

軍
制
、
出
納
な
ど
の
様
々
な
実
務
が
帳
簿
で
処
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
習
書
は
律
令
制
的
な
文
書
実
務
に
直
接
係
わ
る
も
の
が
多
く
、
現
実
の
仕
事

を
こ
な
す
た
め
の
文
章
や
字
句
・
文
字
を
中
心
に
城
内
で
は
盛
ん
に
習
書
が
行
わ

れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
以
上
の
文
書
・
記
録
簡
、
習
書
で
は
軍
制
に
係

わ
る
記
載
が
目
立
つ
こ
と
も
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

一
方
、
荷
札
や
付
札
、
祭
祀
関
連
の
木
簡
は
現
状
で
は
少
な
い
が
、
荷
札
に
は

庸
米
の
荷
札
の
可
能
性
や
他
国
か
ら
の
支
援
が
知
ら
れ
る
陸
奥
国
府
多
賀
城
の
特

色
を
よ
く
示
す
荷
札
が
あ
る
。
祭
祀
関
連
の
木
簡
は
城
外
で
道
饗
祭
と
付
合
す
る

呪
符
が
出
土
し
て
い
る
。

　
第
二
章
　
創
建
期
の
木
簡

多
賀
城
跡
出
土
木
簡
に
は
様
々
な
情
報
が
含
ま
れ
て
お
り
、
多
賀
城
や
東
北
の

古
代
史
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
資
料
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
重
要
と
思
わ
れ

る
多
賀
城
創
建
期
の
木
簡
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

対
象
と
す
る
の
は
、
第
四
四
次
調
査
出
土
二
八
三
点
の
木
簡
で
（
第
七
九
～
三
六
一

号
）、
最
も
古
い
政
庁
─
外
郭
南
門
間
道
路
に
伴
う
Ｓ
Ｄ
一
四
一
三
Ａ
暗
渠
跡
の
裏

込
土
か
ら
一
九
七
点
（
第
七
九
～
二
七
五
号
）、
堆
積
土
か
ら
八
六
点
（
第
二
七
六
～
三
六

一
号
）
が
出
土
し
て
い
る
。
と
も
に
大
部
分
は
削
屑
だ
が
、
大
枠
で
霊
亀
三
年
・

養
老
二
年
（
七
一
七
・
七
一
八
）
～
八
世
紀
中
頃
の
年
代
が
与
え
ら
れ
る
木
簡
で
（
４

頁
参
照
）、
第
Ⅰ
期
の
多
賀
城
を
み
る
う
え
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
特
に
裏
込
土

出
土
木
簡
は
最
初
の
道
路
・
暗
渠
跡
構
築
時
の
一
括
資
料
で
あ
り
、
下
限
も
天
平

宝
字
元
年
（
七
五
七
）
頃
と
み
ら
れ
る
（
第
八
〇
号
）
確
実
な
第
Ⅰ
期
の
資
料
で
あ
る
。

検
討
に
よ
っ
て
、
年
代
は
さ
ら
に
限
定
さ
れ
る
余
地
が
あ
り
、
多
賀
城
碑
に
神
亀

元
年
（
七
二
四
）
と
み
え
る
以
外
に
は
な
い
多
賀
城
の
創
建
年
代
を
示
唆
す
る
可
能

性
も
あ
る
。
以
下
で
は
、
裏
込
土
出
土
木
簡
を
中
心
に
検
討
す
る
。

　一
　
出
土
遺
構
に
関
す
る
補
足

暗
渠
・
道
路
跡
の
概
要
は
『
木
簡
Ⅱ
』（
４
～
７
頁
）
の
と
お
り
だ
が
、
そ
の
後
の

調
査
の
進
展
に
よ
っ
て
木
簡
の
出
土
時
点
と
現
在
で
は
道
路
跡
の
見
解
を
修
正
し

て
い
る
。
ま
た
、
周
り
の
状
況
も
当
時
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
木
簡
と
の

関
連
で
は
次
の
①
～
③
が
注
意
さ
れ
る
。

①
Ａ
１
道
路
は
政
庁
中
軸
線
上
を
伸
び
る
直
線
道
路
で
あ
る
。

②
Ａ
暗
渠
は
東
西
の
発
掘
基
準
線（
政
庁
正
殿
跡
南
入
側
柱
列
）の
約
三
〇
六
ｍ（
一
八
ｍ
×
一
七
）

南
に
位
置
す
る
。

③
Ａ
暗
渠
の
北
側
で
新
た
に
第
Ⅰ
期
の
外
郭
南
門
・
南
辺
（
内
側
の
外
郭
南
辺
）
と
み
ら
れ
る

門
跡
と
区
画
施
設
を
検
出
し
て
い
る
。

①
と
②
か
ら
Ａ
１
道
路
と
Ａ
暗
渠
は
第
Ⅰ
期
政
庁
の
建
物
配
置
と
同
じ
一
八
ｍ

方
眼
の
計
画
性
を
持
つ
遺
構
と
み
ら
れ
る
。
第
Ⅰ
期
政
庁
の
建
物
は
正
殿
を
中
心

に
南
北
を
政
庁
中
軸
線
、
東
西
を
正
殿
南
入
側
柱
列
を
基
準
線
と
す
る
一
八
ｍ
方

眼
上
で
配
置
さ
れ
て
お
り
、
近
年
、
そ
の
計
画
性
は
政
庁
南
側
の
造
成
範
囲
や
外

郭
東
門
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
（『
補
遺
編
二
〇
一
〇
』『
年
報
二
〇
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一
〇
』）。
出
土
時
点
で
は
東
に
湾
曲
す
る
と
み
て
い
た
道
路
が
政
庁
中
軸
線
上
を

伸
び
る
直
線
道
路
で
あ
り
、
Ａ
暗
渠
も
政
庁
跡
と
同
様
の
計
画
性
で
理
解
で
き
る

こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
創
建
期
の
遺
構
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
一
方
、
③
に

よ
っ
て
Ａ
暗
渠
は
城
外
の
遺
構
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
た
。
木
簡
を
み
る
際

に
は
城
内
も
含
め
て
外
郭
南
門
周
辺
で
の
廃
棄
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
　
裏
込
土
出
土
木
簡
の
内
容
と
年
代

１
　
概
要

一
九
七
点
中
五
八
点
で
文
字
を
釈
読
し
、
戸
籍
の
抜
書
と
み
ら
れ
る
小
断
簡
を

は
じ
め
（
第
七
九
号
）、
人
名
や
そ
れ
に
伴
う
記
載（
第
八
一
～
八
四
・
八
六
～
九
四
号
な
ど
）、

地
名
の
記
載
（
第
八
〇
・
二
一
九
号
）、
職
名
や
勤
務
関
係
の
記
載
（
第
九
五
～
九
九
号
な

ど
）
の
削
屑
な
ど
が
あ
る
。
戸
籍
の
抜
書
は
大
宝
二
年
美
濃
国
戸
籍
や
陸
奥
国
戸

口
損
益
帳
の
記
載
と
特
徴
が
類
似
す
る
。
人
名
等
の
削
屑
で
は
丈
部
、
大
伴
部
、

宗
何
な
ど
の
氏
族
名
、
年
令
や
身
体
的
な
特
徴
の
註
記
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に

は
傍
ら
に
合
点
を
打
つ
も
の
も
あ
り
、
多
賀
城
創
建
頃
の
陸
奥
国
で
籍
帳
制
に
よ

る
把
握
、
木
簡
に
よ
る
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
地
名
は
菊
多

郡
や
曰
理
郡
、
職
名
は
征
夷
使
の
主
典
や
鉦
師
と
み
ら
れ
る
削
屑
が
あ
る
。
勤
務

関
係
の
も
の
は
交
替
や
欠
勤
を
示
す
内
容
で
、
分
番
勤
務
の
「
番
」
の
語
を
含
む

記
載
も
あ
り
、
兵
士
に
係
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

年
代
は
、
既
述
の
と
お
り
、
養
老
二
年
～
天
平
宝
字
元
年
（
七
一
八
～
七
五
七
）
頃

を
大
枠
と
す
る
（
４
頁
参
照
）。
以
下
で
は
、
征
討
使
、
地
名
と
人
名
、
分
番
勤
務
関

係
の
削
屑
な
ど
か
ら
さ
ら
に
検
討
を
す
る
。

２
　
年
代
の
検
討

征
討
使
　
第
九
八
～
一
〇
〇
号
は
同
一
簡
の
削
屑
で
、
第
九
八
号
に
主
典
、
第

九
九
号
に
鉦
師
と
み
ら
れ
る
記
載
が
あ
り
、
鉦
師
が
軍
隊
で
使
う
鉦
の
指
導
者
で

あ
る
点
か
ら
征
討
使
の
職
名
と
考
え
ら
れ
る
（
平
川
一
九
九
三
）。
こ
れ
ら
は
征
討
使

派
遣
中
の
木
簡
で
、
そ
の
廃
棄
も
征
討
使
の
帰
還
後
ま
も
な
く
と
み
ら
れ
る
。
大

枠
の
年
代
で
、
陸
奥
国
へ
の
征
討
使
は
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
九
月
～
同
五
年
四
月
、

神
亀
元
年
（
七
二
四
）
四
～
十
一
月
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
正
～
七
月
の
三
回
派
遣

さ
れ
て
い
る
（
註
５
）。
第
九
八
～
一
〇
〇
号
の
年
代
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
あ
た

り
（
註
６
）、
出
土
の
一
括
性
か
ら
他
の
木
簡
も
同
じ
頃
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
三
回
の
派
遣
の
前
後
も
含
め
て
『
続
日
本
紀
』
か
ら
陸
奥
国
征
討
使

の
将
官
の
呼
称
と
人
数
等
を
整
理
し
た
表
４
Ａ
、
及
び
、
同
じ
頃
の
他
国
へ
の
征

討
使
の
呼
称
を
整
理
し
た
表
４
Ｂ
を
み
る
と
、
次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

ア
．
将
官
の
末
尾
呼
称
は
軍
防
令
　
将
帥
出
征
条
に
基
づ
く
将
軍
・
副
将
軍
・
軍
監
・
軍
曹

２４

と
い
う
将
軍
系
の
呼
称
と
、
大
使
・
副
使
・
判
官
・
主
典
に
よ
る
大
使
系
の
呼
称
が
あ
る
。

イ
．
養
老
以
前
の
呼
称
は
将
軍
系
で
あ
る
。

ウ
．
陸
奥
国
以
外
の
征
討
使
の
呼
称
は
将
軍
系
で
あ
る
。

エ
．
神
亀
元
年
以
降
の
陸
奥
国
の
征
討
使
で
は
大
使
系
の
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。

オ
．
エ
の
中
で
将
軍
系
の
呼
称
が
若
干
み
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

表
４
Ａ
・
Ｂ
に
よ
る
と
将
軍
系
と
大
使
系
の
呼
称
は
ほ
ぼ
使
い
分
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
イ
～
エ
か
ら
み
る
と
征
討
使
元
来
の
呼
称
は
軍
防
令
に
よ
る
将
軍

系
で
あ
り
、
大
使
系
は
神
亀
以
降
の
陸
奥
国
の
征
討
使
の
呼
称
と
考
え
ら
れ
る
。

将
軍
系
か
ら
大
使
系
へ
の
陸
奥
国
征
討
使
の
呼
称
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
養
老
の

征
夷
後
に
陸
奥
国
で
成
立
し
た
鎮
兵
制
に
伴
い
、
将
軍
系
の
呼
称
を
と
る
鎮
官
が

置
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
区
別
と
す
る
指
摘
が
あ
る
（
北
一
九
九
三
）。

た
だ
、
神
亀
以
降
の
陸
奥
国
征
討
使
に
将
軍
系
の
呼
称
が
み
え
る
場
合
も
あ
り
、

両
系
統
の
併
用
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
例
は
僅
か
で
あ
り
、
八
世
紀
前

半
で
は
神
亀
元
年
四
月
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
前
後
の
史
料
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
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は
呼
称
の
移
行
期
に
お
け
る
特
殊
な
例
の
可
能
性
が
あ
る
（
註
７
）。
ま
た
、
宝
亀

十
一
年
の
例
（
五
・
六
月
の
史
料
は
一
連
）
は
八
世
紀
前
半
の
諸
例
と
は
年
代
が
離
れ

て
お
り
、
八
世
紀
末
～
九
世
紀
初
め
頃
の
征
討
使
の
問
題
と
し
て
み
た
ほ
う
が
よ

い
と
思
わ
れ
る
。

年
　
　
　
次

　
 和
銅
二
年
　
三
月
　
壬
戌

７0９　
　
　
　
　
　
 八
月
　
戊
申

　
　
　
　
　
　
 九
月
　
乙
丑

　
 和
銅
六
年
　
七
月
　
丙
寅

７１３　
 養
老
四
年
　
三
月
　
丙
辰

７２０　
　
　
　
　
　
 六
月
　
戊
戌

　
　
　
　
　
　
 八
月
　
壬
辰

　
　
　
　
　
　
 九
月
　
戊
寅

　
 養
老
五
年
　
四
月
　
乙
酉

７２１　
　
　
　
　
　
 七
月
　
壬
子

　
 養
老
六
年
　
四
月
　
丙
戌

７２２　
 神
亀
元
年
　
五
月
　
壬
午

７２４　
　
　
　
　
　
 十
一
月
乙
酉

　
 天
平
十
二
年
九
月
　
丁
亥

７４０　
　
　
　
　
　
　
　
　
 乙
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 戊
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 己
酉

　
　
　
　
　
　
 十
月
　
壬
戌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 壬
戌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 己
卯

　
　
　
　
　
　
 十
一
月
丙
戌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 戊
子

　
 宝
亀
十
一
年
三
月
　
甲
午

７８０　
　
　
　
　
　
 五
月
　
辛
未

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 甲
戌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 己
卯

　
　
　
　
　
　
 八
月
　
乙
卯

四
　
　
等
　
　
官
　
　
名

征
越
後
蝦
夷
将
軍
　
　
副
将
軍

征
蝦
夷
将
軍
　
　
　
　
副
将
軍

征
狄
将
軍

将
軍

征
隼
人
持
節
大
将
軍
　
副
将
軍

持
節
将
軍

征
隼
人
持
節
将
軍
　
　
副
将
軍

持
節
鎮
狄
将
軍
　
　
　
　
　
 　
　
軍
監
　
軍
曹

鎮
狄
将
軍

　
　
　
　
　
　
　
征
隼
人
副
将
軍

将
軍

鎮
狄
将
軍
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
軍
監
　
軍
曹

鎮
狄
将
軍

大
将
軍
　
　
　
　
　
　
 副
将
軍
   軍
監
　
軍
曹

大
将
軍
（
将
軍
）

大
将
軍

大
将
軍

大
将
軍

大
将
軍

大
将
軍
（
将
軍
）

大
将
軍

大
将
軍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 軍
曹

出
羽
鎮
狄
将
軍
　
　
　
　
　
　
　
 軍
監
　
軍
曹

鎮
狄
将
軍
              

将
軍

鎮
狄
将
軍

鎮
狄
将
軍

対
象

越
後

越
後

越
後

隼
人

隼
人

隼
人

隼
人

出
羽

出
羽

隼
人

隼
人

出
羽

出
羽

藤
原
広
嗣

藤
原
広
嗣

藤
原
広
嗣

藤
原
広
嗣

藤
原
広
嗣

藤
原
広
嗣

藤
原
広
嗣

藤
原
広
嗣

藤
原
広
嗣

出
羽

出
羽

出
羽

出
羽

出
羽

事
項

任
命

帰
還

賜
禄

授
勲

任
命

慰
問

勅任
命

帰
還

帰
還

授
勲

任
命

帰
還

任
命

勅奏
言

奏
言

詔奏
言

勅奏
言

奏
言

任
命

勅勅勅奏
言

表４B

表４A

年
　
　
　
次

　
 和
銅
二
年
 三
月
壬
戌

７０９　
 養
老
四
年
 九
月
戊
寅

７２０　
 養
老
五
年
 四
月
乙
酉

７２１　
 養
老
六
年
 四
月
丙
戌

７２２　
 神
亀
元
年
 四
月
丙
申

７２４　
 　
　
　
　
 十
一
月
辛
未

　
　
　
　
　
　
　
　
  乙
酉

　
 天
平
九
年
　
正
月
丙
申

７３７　
 　
　
　
　
　
四
月
戊
午

　
 宝
亀
十
一
年
三
月
癸
巳

７８０　
　
　
　
　
　
 　
　
甲
午

　
　
　
　
　
　
 四
月
戊
戌

　
　
　
　
　
　
 五
月
癸
卯

　
　
　
　
 　
　
　
　
辛
未

 　
　
　
　
　
　
六
月
辛
酉

 　
　
　
　
　
　
七
月
癸
未

 　
　
　
　
　
　
　
　
甲
申

 　
　
　
　
　
　
九
月
甲
申

 　
　
　
　
　
　
十
月
壬
子

 　
　
　
　
　
　
　
　
己
未

 　
　
　
　
　
十
二
月
庚
子

　
 天
応
元
年
　
六
月
戊
子

７８１　
　
　
　
　
　
 九
月
辛
巳

四
　
　
等
　
　
官
　
　
名

陸
奥
鎮
東
将
軍
１

持
節
征
夷
将
軍
１
　
副
将
軍
１
　
軍
監
３
　
軍
曹
２

征
夷
将
軍

将
軍

持
節
大
将
軍
１
　
　
副
将
軍
１
　
判
官
８
　
主
典
８

持
節
大
使

征
夷
持
節
大
使

持
節
大
使
１
　
　
　
副
使
２
　
　
判
官
４
　
主
典
４

持
節
大
使
　
　
　
　
副
使
　
　
　
判
官

征
東
大
使
１
　
　
　
副
使
２
　
　
判
官
４
　
主
典
４

　
　
　
　
　
　
　
　
副
使

　
　
　
　
　
　
　
　
副
使

　
　
　
　
　
   持
節
副
将
軍
　
 軍
監

持
節
征
東
大
使
１

持
節
征
東
大
使
　
　
副
使

大
使
　
　
　
　
　
征
東
副
使

総
称
等

征
東
使

将
軍

征
東
使

征
東
使

使征
東
使

征
東
使

事
項

任
命

任
命

帰
還

授
勲

任
命

慰
労

帰
還

発
遣

奏
言

任
命

叙
目

叙
位

勅奏
書

勅請請任
命

奏
言

勅奏
言

勅奪
位
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表５

年
　
　
　
次

　
 天
武
十
四
年

６８５  　
　
　
　
十
一
月

　
 軍
防
令
　

７0１

３９

　
 軍
防
令
　４４

　
 和
銅
二
年
三
月

７0９　
 霊
亀
元
年
正
月

７１５　
 養
老
四
年
九
月

７２0　
 養
老
五
年
十
二
月

７２１　
 養
老
六
年
閏
四
月

７２２　
 神
亀
元
年
四
月

７２４　
 天
平
六
年
四
月

７３４　
 天
平
九
年
正
月

７３７　
 延
暦
十
九
年
十
月

８00

征
　
　
夷
　
　
使

征
夷
使
任
命

（
第
四
等
官
…
呼
称
不
明
）

征
夷
使
任
命

（
第
四
等
官
…
軍
曹
二
人
）

陸
奥
国
に
諸
施
策
を
発
令

征
夷
使
任
命

（
第
四
等
官
…
主
典
八
人
）

坂
東
九
国
の
軍
に
教
習
騎
射
、

　
試
練
軍
陳
を
命
ず

征
夷
使
任
命

（
第
四
等
官
…
主
典
四
人
）

鼓
吹
司
に
鉦
鼓
長
上
を
置
く

鉦
　
　
関
　
　
係

角
吹
、
鼓
吹
、
幡
旗
、
弩
抛
な
ど

　
　
　
　
　
の
私
的
所
有
禁
止
。
郡
家
に
収
公

軍
団
に
鼓
と
角
吹
を
配
備
。
兵
士
教
習
を
定
む

鼓
鉦
、
角
吹
等
の
私
的
所
有
禁
止

元
会
之
日
に
鉦
鼓
を
用
い
る
こ
と
是
よ
り
始
ま
る

授
刀
寮
と
五
衛
府
に
鉦
鼓
各
一
面
を
置
く

山
陰
道
四
国
に
鉦
を
送
付

鼓
吹
司
に
鉦
鼓
長
上
を
置
く

以
上
を
踏
ま
え
て
、
第
九
八
号
の
主
典
に
あ
た
る
征
討
使
第
四
等
官
の
呼
称
に

注
目
す
る
と
、
養
老
は
軍
曹
、
神
亀
・
天
平
は
主
典
で
あ
り
、
主
典
は
神
亀
・
天

平
の
征
討
使
の
呼
称
で
あ
る
。
養
老
以
前
の
征
討
使
元
来
の
呼
称
が
将
軍
系
で
あ

る
こ
と
、
大
使
系
の
呼
称
が
鎮
官
の
設
置
を
背
景
と
し
て
採
ら
れ
た
神
亀
以
降
の

陸
奥
国
征
討
使
の
呼
称
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
第
九
八
号
の
主
典
が
養

老
の
征
討
使
の
軍
曹
に
あ
た
る
可
能
性
は
低
い
。
第
九
八
号
の
主
典
は
神
亀
か
、

天
平
の
征
討
使
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
（
註
８
）。

次
に
、
鉦
師
に
つ
い
て
は
、
解
説
に
記
す
と
お
り
（『
木
簡
Ⅱ
』　
頁
）、
八
世
紀
前

２５

半
頃
の
征
討
軍
に
存
在
を
想
定
す
る
に
は
一
考
を
要
す
。
鉦
を
征
戦
之
備
と
す
る

位
置
付
け
は
征
討
が
盛
ん
な
延
暦
十
九
年
当
時
の
認
識
で
あ
る
（『
類
聚
三
代
格
』
巻

四
延
暦
十
九
年
（
八
〇
〇
）
十
月
七
日
太
政
官
符
）。
鉦
関
係
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
鉦
の
使

用
は
元
来
盛
ん
で
は
な
く
（
北
一
九
八
四
）、
配
備
は
遅
い
（
表
５
）。
征
戦
之
備
と
す

る
官
符
自
体
、
延
暦
十
九
年
に
至
っ
て
鼓
吹
司
に
鉦
鼓
之
師
を
置
い
た
史
料
で
、

そ
れ
以
前
は
角
吹
の
教
習
を
主
流
と
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
八
世
紀
前
半
の
史

料
を
み
る
と
、
鼓
吹
の
軍
団
へ
の
配
備
と
兵
士
の
教
習
を
定
め
た
軍
防
令
　
軍
団

３９

置
鼓
条
で
は
鉦
を
規
定
し
て
い
な
い
。
鉦
は
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
の
元
日
の
儀
に

顕
れ
、
中
央
軍
制
で
配
備
さ
れ
た
の
は
養
老
五
年
（
七
二
一
）
こ
と
で
あ
る
（
註
９
）。

そ
の
後
は
天
平
四
年
（
七
三
二
）
の
節
度
使
の
体
制
下
で
山
陰
道
に
送
ら
れ
て
い
る

（
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
之
一
 五
八
六
～
六
〇
六
頁
）。
こ
う
し
た
配

備
状
況
か
ら
み
る
と
、
延
暦
十
九
年
時
点
の
認
識
を
八
世
紀
前
半
の
征
討
軍
に
適

用
す
る
に
は
整
合
性
の
確
認
が
要
さ
れ
る
。

養
老
の
征
討
時
点
で
は
、
令
制
で
鉦
の
配
備
・
教
習
を
定
め
ず
、
私
的
な
所
有

も
禁
じ
て
い
る
（
軍
防
令
　
私
家
鼓
鉦
条
）。
養
老
五
年
の
中
央
軍
制
採
用
と
天
平
六

４４

年
の
節
度
使
に
よ
る
配
備
か
ら
す
れ
ば
、
実
態
と
し
て
も
中
央
・
地
方
と
も
未
配

備
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
少
し
時
代
を
遡
る
が
、
兵
器
の
収
公
で
著
名
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な
『
日
本
書
紀
』
天
武
一
四
年
（
六
八
五
）
十
一
月
丙
午
条
に
は
「
詔
四
方
国
曰
。

大
角
小
角
。
鼓
吹
幡
旗
。
及
弩
抛
之
類
。
不
応
存
在
私
家
。」
と
あ
り
、
鉦
の
収
公

は
命
じ
て
い
な
い
。
一
般
的
に
も
ほ
と
ん
ど
普
及
し
て
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る

（
註
　
）。
残
る
霊
亀
元
年
の
史
料
は
「
元
會
之
日
。
用
鉦
鼓
自
是
始
矣
。」
と
い
う

１０
使
用
の
起
源
を
述
べ
た
後
次
的
な
評
価
で
、
実
態
と
し
て
は
肯
定
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
管
見
の
限
り
、
養
老
の
征
討
時
点
で
は
鉦
や
鉦
師
の
確
か
な
存

在
が
捉
え
ら
れ
な
い
。
鉦
の
使
用
を
支
え
る
体
制
や
基
盤
が
み
ら
れ
ず
、
征
討
軍

だ
け
で
の
想
定
は
厳
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
こ
の
時
の
征
討
使
は

陸
奥
按
察
使
殺
害
の
急
報
の
翌
日
に
任
命
、
節
刀
の
授
与
が
あ
り
、
慌
た
だ
し
く

出
発
し
て
い
る
（『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
九
月
丁
丑
・
戊
寅
条
）。
兵
は
遠
江
・
美
濃
・
越

前
国
以
東
の
広
範
囲
か
ら
動
員
が
確
認
で
き
る
が
（『
類
聚
国
史
』
巻
八
三
養
老
四
年
十

一
月
甲
戌
条
）、
急
行
す
る
征
討
使
に
従
っ
て
私
的
所
有
の
禁
止
、
軍
団
で
の
未
配

備
・
未
教
習
と
い
う
状
況
下
で
集
め
ら
れ
た
軍
に
鉦
や
鉦
師
の
存
在
を
想
定
す
る

の
は
現
実
性
に
欠
け
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
神
亀
元
年
の
征
討
時
点
で
は
中
央
軍
制
で
鉦
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
史
料
に
は
「
便
作
将
軍
之
号
令
、
以
為
兵
士
之
耳
目
、
節
進
退
動
静
。」
と
あ

り
（
前
掲
註
９
）、
将
軍
の
号
令
を
兵
士
に
伝
え
、
進
退
・
動
き
を
秩
序
づ
け
る
指
揮

具
と
さ
れ
て
い
る
。
史
料
の
内
容
が
具
体
的
で
、
確
か
な
存
在
と
配
備
が
捉
え
ら

れ
、
次
に
派
遣
さ
れ
る
征
討
軍
へ
の
想
定
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
こ
の
時

の
征
討
で
は
動
員
し
た
坂
東
九
国
の
三
万
人
に
「
騎
射
教
習
」
と
「
試
練
軍
陳
」

の
訓
練
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の
う
ち「
試
練
軍
陳
」と
は
陣
法
訓
練
で
（『
続
日
本
紀
』

神
亀
元
年
四
月
癸
卯
条
）、
先
の
史
料
で
の
鉦
の
使
用
方
法
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
場
に

鉦
や
鉦
師
を
み
る
の
は
無
理
が
な
い
。
む
し
ろ
存
在
の
必
然
性
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。

天
平
九
年
の
時
点
で
は
、
地
方
ま
で
鉦
の
配
備
が
及
ぶ
。
征
討
関
係
史
料
に
存

在
を
示
す
記
事
は
な
い
が
、
中
央
・
地
方
軍
制
と
も
に
鉦
の
配
備
が
知
ら
れ
る
。

先
の
征
討
で
の
存
在
も
考
え
ら
れ
、
想
定
に
無
理
は
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
鉦
や
鉦
師
の
存
在
は
神
亀
・
天
平
の
征
討
軍
で
は
想
定
に

無
理
が
な
く
、
養
老
の
征
討
軍
で
の
想
定
は
厳
し
い
。
そ
の
状
況
は
前
述
の
主
典

と
同
じ
で
あ
る
。
八
世
紀
前
半
頃
の
征
討
使
関
係
史
料
、
鉦
関
係
史
料
に
基
づ
い

て
見
る
限
り
、
木
簡
の
主
典
と
鉦
師
は
神
亀
か
、
天
平
の
征
討
軍
の
職
員
と
み
る

の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

地
名
と
人
名
  地
名
は
第
八
〇
・
二
一
九
号
に
郡
名
が
み
え
る
。
と
も
に
名
称

部
分
を
欠
損
す
る
が
、
残
画
か
ら
第
八
〇
号
が
菊
多
、
第
二
一
九
号
が
曰
理
の
理

と
判
定
で
き
る
。
菊
多
郡
は
養
老
二
年
の
石
城
・
石
背
国
分
置
の
際
に
常
陸
国
多

珂
郡
を
割
い
て
建
郡
さ
れ
た
（『
続
日
本
紀
』
同
二
年
（
七
一
八
）
五
月
乙
未
条
）。
当
初
は

石
城
国
に
属
し
、
両
国
の
再
併
合
で
陸
奥
国
の
所
管
と
な
る
。
曰
理
郡
は
阿
武
隈

川
河
口
の
南
岸
に
接
す
る
郡
で
、
菊
多
郡
と
同
じ
く
石
城
国
分
置
時
に
は
同
国
に

属
し
た
。
菊
多
郡
が
石
城
国
の
南
端
、
曰
理
郡
が
北
端
の
郡
で
あ
る
。

人
名
の
記
載
は
地
名
よ
り
比
較
的
多
く
、
氏
族
名
は
七
氏
族
が
確
認
で
き
る
。

占
部
　
（
第
七
九
号
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
部
（
第
八
三
号
）

君
子
部
（
第
八
〇
・
二
二
九
号
）
　
　
  　
　
宗
何
　
（
第
九
三
・
二
一
八
号
）

丈
部
　
（
第
八
一
・
八
六
・
八
七
号
）　
　
　
矢
田
部
（
第
一
九
五
号
）

大
伴
部
（
第
八
二
・
二
〇
八
・
二
二
六
号
）

陸
奥
国
内
で
の
各
氏
族
の
分
布
を
み
る
と
、
占
部
、
君
子
部
、
丈
部
、
大
伴
部

は
広
範
囲
に
分
布
し
、
特
徴
が
捉
え
に
く
い
。
一
方
、
鳥
取
部
は
史
料
上
は
確
認

で
き
な
い
が
、
第
六
号
に
白
河
団
の
射
手
（『
木
簡
Ⅰ
』　
頁
）、
第
三
七
〇
号
に
安
積

１７

団
の
會
津
郡
兵
士
（『
木
簡
Ⅱ
』　
頁
）
が
お
り
、
福
島
県
中
通
り
・
会
津
地
方
に
所

５６

在
が
知
ら
れ
る
。
宗
何
は
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
の
改
賜
姓
記
事
、
多
賀
城
・

胆
沢
城
跡
の
漆
紙
文
書
か
ら
海
道
沿
い
で
の
分
布
が
知
ら
れ
、
特
に
阿
武
隈
川
河

口
南
岸
の
宮
城
県
亘
理
郡
以
南
で
の
分
布
が
目
立
つ
（『
木
簡
Ⅱ
』　
頁
）。
矢
田
部
は

２４
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貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）
の
改
賜
姓
記
事
、
福
島
県
郡
山
市
清
水
台
遺
跡
（
安
積
郡
衙

跡
）
の
出
土
文
字
瓦
か
ら
安
積
郡
で
の
所
在
が
確
認
で
き
る
（『
木
簡
Ⅱ
』　
頁
）。

３４

鳥
取
部
と
矢
田
部
に
つ
い
て
は
多
賀
城
跡
南
面
の
市
川
橋
遺
跡
出
土
第
一
二
〇

号
木
簡
に
も
み
え
る
（
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
五
）。
方
格
状
の
地
割
を
な
す
道

路
の
北
２
道
路
南
側
溝
（
Ｓ
Ｄ
三
〇
九
九
）
出
土
木
簡
で
、
上
番
兵
士
を
馬
庭
の
整

備
に
充
て
る
内
容
を
持
ち
、「
大
伴
」
の
記
載
か
ら
弘
仁
一
四
年
（
八
二
三
）
以
前

の
も
の
で
あ
る
。
二
〇
人
程
の
兵
士
を
列
記
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
鳥
取
部
と
矢

田
部
以
外
で
は
丈
部
、
阿
刀
部
、
磯
部
、
□
和
部
、
大
伴
、
占
部
な
ど
八
氏
族
が

確
認
で
き
る
。
上
番
兵
士
の
軍
団
・
郡
単
位
の
編
成
や
行
動
か
ら
み
れ
ば
（
多
賀
城

跡
第
三
七
〇
号
）、
彼
ら
に
も
纏
ま
り
が
あ
り
、
鳥
取
部
と
矢
田
部
の
分
布
状
況
か
ら

安
積
団
か
、
白
河
団
の
兵
士
と
推
測
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
八
氏
族
の
う
ち
鳥
取
部
、
矢
田
部
、
丈
部
、
大
伴
、
占
部
の
五
氏

族
は
裏
込
土
出
土
木
簡
に
み
え
る
氏
族
と
共
通
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
裏
込

土
出
土
木
簡
の
七
氏
族
の
う
ち
君
子
部
と
宗
何
以
外
は
安
積
団
か
、
白
河
団
の
兵

士
を
記
す
市
川
橋
遺
跡
の
木
簡
の
氏
族
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
裏

込
土
出
土
木
簡
の
占
部
、
丈
部
、
大
伴
部
も
同
じ
地
域
の
居
住
者
の
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
史
料
上
で
は
占
部
は
確
認
で
き
な
い
が
、
丈
部
や
大
伴
部
は
同
地
域

で
容
易
に
見
出
さ
れ
（『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
三
月
辛
巳
条
、『
日
本
後
紀
』

延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
正
月
庚
子
条
な
ど
）、
第
六
号
木
簡
で
も
白
河
団
の
射
手
と
し
て

確
認
で
き
る
。
な
お
、
堆
積
土
出
土
第
二
七
六
号
の
丈
部
大
麻
呂
の
本
貫
も
安
積

郡
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
裏
込
土
出
土
木
簡
に
み
え
る
氏
族
の
う
ち
鳥
取

部
と
矢
田
部
は
福
島
県
中
通
り
・
会
津
地
方
、
宗
何
は
主
に
宮
城
県
亘
理
郡
以
南

で
確
認
さ
れ
る
。
丈
部
と
大
伴
部
は
福
島
県
中
通
り
地
方
の
人
で
も
矛
盾
し
な

い
。
占
部
は
不
明
だ
が
、
君
子
部
の
う
ち
一
人
は
菊
多
郡
（
第
八
〇
号
）
の
人
で
あ

る
。
こ
の
状
況
か
ら
み
て
、
裏
込
土
出
土
木
簡
に
み
え
る
人
名
は
福
島
県
中
通

り
・
会
津
地
方
、
宮
城
県
亘
理
郡
以
南
の
地
域
の
人
々
が
主
体
と
考
え
ら
れ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
石
城
・
石
背
地
域
の
人
々
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
名
と
人
名
の
あ
り
方
は
木
簡
の
年
代
も
示
唆
す
る
。
木
簡
の
日
常

的
な
政
務
で
の
使
用
と
い
う
資
料
的
性
質
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
石
城
・
石
背

国
の
存
続
期
に
陸
奥
国
の
多
賀
城
で
使
用
・
廃
棄
さ
れ
る
の
は
一
般
的
で
は
な
い
。

基
本
的
に
は
両
国
の
併
合
を
踏
ま
え
て
理
解
さ
れ
る
木
簡
で
あ
る
（
註
　
）。
１１

も
っ
と
も
、
両
国
の
併
合
、
及
び
そ
の
年
代
を
明
示
す
る
史
料
は
な
い
。
確
実

な
と
こ
ろ
で
は
『
類
聚
国
史
』
巻
八
三
養
老
四
年
十
一
月
甲
戌
条
の
「
陸
奥
石
背

石
城
三
国
」
の
記
載
、『
続
日
本
紀
』
神
亀
五
年
四
月
丁
丑
条
の
陸
奥
国
白
河
団

設
置
記
事
か
ら
み
て
、
養
老
四
年
～
神
亀
五
年
（
七
二
〇
～
七
二
八
）
の
間
に
併
合
さ

れ
て
い
る
（
後
掲
模
式
年
代
①
）。
し
か
し
、
出
羽
国
を
陸
奥
按
察
使
の
所
管
と
し
た

養
老
五
年
の
史
料
に
基
づ
け
ば
（『
続
日
本
紀
』
同
五
年
八
月
癸
巳
条
）、
そ
れ
以
前
に
陸

奥
按
察
使
が
複
数
の
国
を
所
管
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
同
年
八
月
ま
で
は

両
国
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
（
土
田
一
九
九
二
）。
ま
た
、
神
亀
の
征
討
史
料
に
み
え

る
「
坂
東
九
国
」（『
同
』
神
亀
元
年
四
月
癸
卯
条
）
と
は
坂
東
八
国
と
陸
奥
国
で
あ
り
、

両
国
が
入
る
余
地
は
な
い
こ
と
か
ら
（
喜
田
一
九
八
二
）、
併
合
は
養
老
五
年
八
月
～

神
亀
元
年
四
月（
七
二
一
～
七
二
四
）
の
間
と
み
る
の
が
一
般
的
で
あ
る（
模
式
年
代
②
）。

近
年
、
そ
の
下
限
は
さ
ら
に
詰
め
ら
れ
て
い
る
。
養
老
六
年
閏
四
月
発
令
の
陸

奥
国
再
建
・
強
化
策
と
の
必
然
性
か
ら
そ
れ
以
前
と
す
る
説
（
今
泉
二
〇
〇
一
）、
前

掲
『
類
聚
国
史
』
の
史
料
、
及
び
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
多
賀
・
階
上
郡
権
置

時
の
名
取
以
南
の
郡
数
（
一
四
郡
）
と
養
老
五
年
十
月
の
刈
田
郡
分
置
に
よ
る
十
五

郡
化
と
の
関
係
か
ら
、
養
老
四
年
十
一
月
～
同
五
年
十
月
以
前
と
す
る
説
が
あ
り

（
佐
々
木
二
〇
一
〇
）、
と
も
に
合
理
的
な
見
解
で
あ
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
後

説
で
、
前
述
の
養
老
五
年
八
月
の
史
料
を
踏
ま
え
れ
ば
、
併
合
は
同
五
年
八
～
十
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月
に
限
定
で
き
る
（
模
式
年
代
③
）。
前
説
も
内
容
的
に
は
矛
盾
せ
ず
、
両
国
の
併
合

は
養
老
五
年
秋
頃
に
絞
ら
れ
た
。
憶
測
す
れ
ば
、
併
合
の
機
会
と
し
て
は
按
察
使

の
所
管
国
を
変
更
し
た
養
老
五
年
八
月
こ
そ
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。

分
番
勤
務
関
係
　
第
九
五
～
九
七
号
が
あ
る
。
第
九
五
号
に
「
□
番
□
替
□
」、

第
九
六
号
に
「
□
三
番
替
」、
第
九
七
号
に
「
替
充
□
□
」
と
あ
り
、
交
替
を
示

す
「
替
」
の
語
を
含
み
、
第
九
五
・
九
六
号
で
は
「
番
」
の
語
が
み
え
る
。「
番
」

は
第
三
六
三
・
三
六
四
・
三
七
〇
号
が
示
す
よ
う
に
分
番
制
に
よ
る
軍
団
兵
士
の

上
番
勤
務
で
使
わ
れ
る
（『
木
簡
Ⅱ
』　
・
　
頁
）。
第
九
五
・
九
六
号
も
兵
士
関
連
と

５２

５６

み
ら
れ
、
共
伴
関
係
と
「
替
」
の
語
の
共
通
性
か
ら
第
九
七
号
も
同
様
に
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
は
軍
団
兵
士
の
分
番
勤
務
を
示
す
も
の
で
、
出
土
遺
構
か
ら
み
て

多
賀
城
の
造
営
中
に
は
す
で
に
勤
務
し
て
い
る
。
ま
た
、
造
営
中
と
い
う
点
に
注

目
す
る
と
、
同
時
に
多
賀
城
以
前
の
陸
奥
国
府
へ
の
上
番
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

国
府
は
仙
台
市
郡
山
遺
跡
の
Ⅱ
期
官
衙
と
み
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

こ
こ
で
兵
士
の
分
番
勤
務
の
木
簡
を
み
る
う
え
で
、
各
征
討
時
点
で
の
陸
奥
国

の
軍
備
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
陸
奥
国
の
軍
制
は
令
制
の
当
国
民
を
兵
士
と
し

て
軍
団
に
徴
発
し
、
各
団
か
ら
城
柵
に
分
番
勤
務
す
る
軍
団
兵
士
制
と
令
外
の
制

で
主
に
東
国
か
ら
徴
発
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
城
柵
に
長
上
兵
と
し
て
勤
務
す
る

鎮
兵
制
の
二
本
立
て
で
あ
る
点
に
特
徴
が
あ
り
（
鈴
木
一
九
九
八
）、
多
く
の
業
績
に

よ
っ
て
概
要
や
変
遷
が
示
さ
れ
て
い
る
（
板
橋
一
九
六
六
、
高
橋
一
九
七
二
、
今
泉
二
〇
〇

一
、
鈴
木
二
〇
〇
八
な
ど
）。

養
老
四
年
の
征
討
時
点
で
は
軍
団
兵
士
制
に
よ
る
二
団
二
千
人
の
体
制
が
推
定

さ
れ
る
（
今
泉
二
〇
〇
一
、
鈴
木
二
〇
〇
八
）。
そ
れ
は
養
老
二
年
の
石
城
・
石
背
国
分

置
に
伴
っ
て
、
行
方
・
安
積
・
名
取
・
丹
取
団
に
よ
る
四
団
四
千
人
の
体
制
か
ら

行
方
団
が
石
城
国
、
安
積
団
が
石
背
国
に
所
属
し
た
結
果
で
、
陸
奥
国
の
軍
備
は

半
減
し
て
い
た
。
ま
た
、
鎮
兵
制
は
関
連
史
料
が
な
く
、
未
成
立
で
あ
る
。

神
亀
元
年
の
時
点
で
は
石
城
・
石
背
国
の
再
併
合
に
よ
っ
て
軍
団
兵
士
が
四
団

四
千
人
に
復
し
て
い
る
。
ま
た
、
養
老
六
年
閏
四
月
の
諸
施
策
以
降
に
顕
れ
る
鎮

所
関
係
の
記
事
か
ら
み
て
鎮
兵
制
が
成
立
し
て
い
た
（『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
閏
四
月

乙
丑
・
八
月
丁
卯
条
、
養
老
七
年
二
月
戊
申
条
、
神
亀
元
年
二
月
壬
子
・
乙
卯
条
な
ど
）。
兵
数
は

不
明
だ
が
、
後
述
の
天
平
九
年
の
例
か
ら
五
〇
〇
人
程
度
か
、
そ
れ
以
上
と
み
ら

れ
て
い
る
（
鈴
木
二
〇
〇
八
）。

天
平
九
年
の
奥
羽
連
絡
路
開
削
事
業
で
は
大
野
東
人
が
鎮
兵
四
百
九
十
九
人
、

当
国
兵
五
千
人
、
帰
服
狄
二
百
四
十
九
人
を
率
い
て
い
る
（『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
四

月
戊
午
条
）。
帰
服
し
た
蝦
夷
を
除
い
た
純
粋
な
軍
制
上
の
兵
は
軍
団
兵
士
と
鎮
兵

で
、
兵
士
は
神
亀
五
年
の
白
河
団
の
新
置
に
よ
っ
て
五
団
五
千
人
に
増
え
て
い

る
。
な
お
、
他
に
天
平
四
年
の
節
度
使
の
下
で
整
備
さ
れ
た
三
百
人
の
健
児
の
存

在
も
知
ら
れ
る
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
八
大
同
五
年
五
月
十
一
日
太
政
官
符
所
引
天
平
五
年
十
一

月
十
四
日
勅
符
）。

以
上
の
軍
備
を
簡
略
に
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

養
老
四
年
十
一
月
　
　
　
　
　
　
陸
奥
・
石
城
・
石
背
の
調
庸
租
を
免
ず

　
　
　
養
老
五
年
八
月
　
　
　
　
出
羽
国
を
陸
奥
按
察
使
の
所
管
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
多
賀
・
階
上
郡
を
権
置
（
名
取
以
南
十
四
郡
が
遠
い
た
め
）

　
①
　
　
②
　
　

　
　
　
　
　
　
養
老
五
年
十
月
　
柴
田
郡
か
ら
刈
田
郡
を
分
置
（
十
四
郡 

↓ 

十
五
郡
）

　
　
　
神
亀
元
年
四
月
　
　
　
　
坂
東
九
国
の
軍
兵
に
軍
事
教
習
を
命
ず

神
亀
五
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
陸
奥
国
に
白
河
団
を
置
く
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　養
老
二
年
以
前
　
軍
団
兵
士
四
千
人

養
老
四
年
　
　
　
軍
団
兵
士
二
千
人

神
亀
元
年
　
　
　
軍
団
兵
士
四
千
人
　
鎮
兵
（
五
百
人
）

天
平
九
年
　
　
　
軍
団
兵
士
五
千
人
　
鎮
兵
　
四
九
九
人
  （
健
児
三
百
人
）

軍
備
は
養
老
二
年
の
半
減
後
、
次
第
に
増
強
さ
れ
、
神
亀
の
征
討
時
に
は
鎮
兵

制
と
合
わ
せ
て
倍
以
上
と
な
り
、
天
平
の
時
点
で
は
さ
ら
に
増
え
て
い
る
。
ま

た
、
そ
う
し
た
変
遷
で
あ
る
だ
け
に
養
老
の
征
討
頃
に
お
け
る
脆
弱
さ
が
目
立
つ

特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
分
番
関
係
の
木
簡
を
み
た
場
合
、
問
題
と
な

る
の
は
唯
一
脆
弱
な
養
老
の
征
討
頃
の
体
制
で
も
多
賀
城
と
郡
山
遺
跡
に
お
け
る

勤
務
の
想
定
は
可
能
か
と
い
う
点
と
思
わ
れ
る
。

二
団
二
千
人
の
体
制
は
、
名
取
団
と
後
に
玉
造
団
と
改
称
す
る
丹
取
団
の
各
千

人
で
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
北
の
軍
団
が
南
の
城
柵
官
衙
を
守
備
す
る
例
は

な
い
こ
と
か
ら
、
仙
台
平
野
の
守
備
は
名
取
団
の
千
人
が
あ
た
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
も
っ
と
も
、
分
番
制
で
あ
る
か
ら
千
人
が
一
度
に
勤
務
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
陸
奥
国
の
軍
団
兵
士
は
六
番
程
度
に
分
か
れ
た
交
替
勤
務
で
（
鈴
木
二
〇
〇

八
）、
第
九
六
号
で
も
三
番
以
上
の
勤
務
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仙
台
平
野

に
常
勤
す
る
兵
士
は
最
大
で
も
三
百
四
十
人
弱
で
（
三
番
）、
十
日
交
替
の
六
番
制

な
ら
百
七
十
人
弱
で
あ
る
。
ま
た
、
不
眠
不
休
の
勤
務
も
不
可
能
な
の
で
、
実
数

は
さ
ら
に
少
な
く
、
六
番
制
な
ら
百
人
を
下
回
る
可
能
性
が
あ
る
。

具
体
的
に
考
え
る
と
、
二
団
二
千
人
の
体
制
で
多
賀
城
と
郡
山
遺
跡
の
二
つ
を

守
備
す
る
の
は
相
当
に
厳
し
い
。
そ
も
そ
も
半
減
し
た
兵
力
で
郡
山
遺
跡
以
外
に

多
賀
城
に
も
兵
士
を
勤
務
さ
せ
れ
ば
兵
力
は
さ
ら
に
半
減
す
る
。
そ
う
し
た
施
策

の
遂
行
は
一
般
論
と
し
て
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
頃
に
多
賀
城
と
郡
山
遺
跡
の
両

方
に
兵
士
の
分
番
勤
務
を
想
定
す
る
の
は
無
理
が
伴
う
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
神

亀
の
征
討
頃
の
軍
備
で
あ
れ
ば
軍
団
兵
士
は
倍
増
し
、
鎮
兵
も
存
在
す
る
。
鎮
兵

は
交
替
勤
務
で
は
な
く
、
常
勤
の
兵
士
な
の
で
五
百
人
と
想
定
さ
れ
る
兵
の
半
分

を
北
の
大
崎
地
方
に
配
し
て
も
二
百
五
十
人
は
仙
台
平
野
で
常
勤
で
き
る
。
鎮
兵

も
加
え
れ
ば
前
段
階
に
比
べ
て
三
倍
以
上
の
兵
力
が
あ
り
、
新
旧
二
つ
の
国
府
を

守
備
し
つ
つ
同
時
に
多
賀
城
の
造
営
を
進
め
る
の
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
兵
士
の
分
番
関
係
木
簡
の
出
土
は
、
養
老
五
年
秋

頃
の
石
城
・
石
背
国
の
再
併
合
に
よ
る
四
団
四
千
人
の
軍
団
兵
士
制
の
復
活
、
養

老
六
年
閏
四
月
の
諸
施
策
以
降
の
史
料
に
み
え
る
鎮
兵
制
の
創
始
を
踏
ま
え
て
理

解
が
可
能
と
み
ら
れ
る
。

　
３
　
検
討
の
整
理

前
節
ま
で
の
検
討
を
年
代
を
中
心
に
整
理
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
　
大
枠
は
第
八
〇
号
の
菊
多
郡
、
君
子
部
の
記
載
か
ら
養
老
二
年
～
天
平
宝

字
元
年
（
七
一
八
～
七
五
七
）
頃
で
あ
る
。

②
　
第
九
八
・
九
九
号
の
主
典
と
鉦
師
は
征
討
使
の
職
員
で
あ
り
、
裏
込
土
木

簡
は
そ
の
派
遣
期
間
前
後
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
枠
と
し
た
期
間
中

に
征
討
使
は
養
老
四
年
・
神
亀
元
年
・
天
平
九
年
（
七
二
〇
・
七
二
四
・
七
三
七
）

に
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
木
簡
の
年
代
に
は
三
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。

③
　
関
係
史
料
か
ら
み
て
、
主
典
と
鉦
師
は
神
亀
以
後
の
征
討
使
と
み
る
の
が

整
合
的
で
あ
る
。
養
老
の
征
討
使
と
は
当
時
の
呼
称
や
鉦
の
使
用
状
況
の
点

で
乖
離
が
大
き
い
。

④
　
地
名
と
人
名
の
記
載
は
石
城
・
石
背
国
の
も
の
を
主
体
と
し
、
そ
の
出
土

は
両
国
の
併
合
を
踏
ま
え
て
理
解
で
き
る
。
併
合
は
近
年
の
研
究
で
は
養
老

五
年
（
七
二
一
）
秋
頃
に
絞
ら
れ
て
い
る
。

⑤
　
軍
団
兵
士
分
番
関
係
の
木
簡
は
、
養
老
五
年
秋
頃
の
石
城
・
石
背
国
の
再
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併
合
に
よ
る
四
団
四
千
人
の
軍
団
兵
士
制
の
復
活
、
養
老
六
年
閏
四
月
の
諸

施
策
以
降
の
史
料
に
み
え
る
鎮
兵
制
の
創
始
を
踏
ま
え
て
理
解
で
き
る
。

①
の
大
枠
は
主
典
と
鉦
師
が
征
討
使
の
職
員
で
あ
る
こ
と
で
養
老
四
年
・
神
亀

元
年
・
天
平
九
年
頃
の
三
つ
に
絞
ら
れ
る
（
②
）。
木
簡
の
記
載
を
具
体
的
に
検

討
す
る
と
、
各
征
討
時
点
の
史
料
か
ら
主
典
と
鉦
師
は
神
亀
以
後
の
征
討
使
と
み

る
の
が
整
合
的
で
（
③
）、
地
名
や
人
名
、
兵
士
の
多
賀
城
へ
の
勤
務
の
記
載
は

養
老
五
年
秋
頃
の
石
城
・
石
背
国
の
併
合
な
ど
を
踏
ま
え
て
多
賀
城
で
の
出
土
が

理
解
で
き
る
（
④
・
⑤
）。
③
～
⑤
か
ら
裏
込
土
出
土
木
簡
の
年
代
は
神
亀
元
年

頃
か
、
天
平
九
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
年
代
を
絞
れ
る
要
素
は

裏
込
土
出
土
木
簡
か
ら
は
見
出
せ
な
い
。
そ
こ
で
、
堆
積
土
出
土
木
簡
や
Ａ
暗
渠

跡
の
埋
没
年
代
の
検
討
か
ら
考
え
た
い
。

三
　
堆
積
土
出
土
木
簡
と
Ａ
暗
渠
跡
の
埋
没
年
代

　
１
　
堆
積
土
出
土
木
簡
の
内
容
と
年
代

内
容
　
八
六
点
中
三
六
点
で
文
字
を
釈
読
し
た
。
姓
名
・
年
令
・
身
体
註
記
・

本
貫
を
記
す
個
人
簡
の
第
二
七
六
号
、
籍
帳
的
な
記
載
を
持
つ
第
二
八
二
号
、
軍

制
関
連
の
第
二
七
七
～
二
七
九
号
、
木
材
納
入
関
連
の
第
二
九
〇
～
二
九
五
号
、

解
文
断
簡
の
第
三
二
〇
号
な
ど
が
あ
り
、
他
に
人
名
や
地
名
、
そ
の
一
部
と
み
ら

れ
る
記
載
な
ど
が
あ
る
。

第
二
七
六
号
の
個
人
簡
は
郷
里
制
下
の
木
簡
で
安
積
郡
の
人
を
記
す
。
軍
制
上

の
管
理
・
帳
簿
作
成
で
使
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
籍
帳
的
な
記
載
を
持
つ
第
二

八
二
号
は
年
令
区
分
と
障
害
等
の
程
度
に
関
す
る
語
句
、
軍
制
関
連
の
第
二
七
七

～
二
七
九
号
に
は
兵
士
数
や
健
児
、
尫
弱
な
者
の
交
替
に
関
わ
る
記
載
が
み
え
る
。

木
材
納
入
関
連
の
第
二
九
〇
～
二
九
五
号
は
収
納
・
未
納
数
を
記
す
帳
簿
様
の
木

簡
の
削
屑
で
、
木
材
数
の
多
さ
か
ら
大
規
模
な
造
営
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。

第
三
二
〇
号
の
解
文
は
書
止
め
文
言
、
日
付
、
署
名
が
残
る
末
尾
の
断
簡
で
あ
る
。

年
代
の
検
討
　
既
述
の
と
お
り
、
年
代
は
霊
亀
三
年
（
七
一
七
）
～
八
世
紀
中
頃

を
大
枠
と
す
る
（
５
頁
参
照
）。
地
名
の
記
載
、
籍
帳
的
な
記
載
や
人
名
の
記
載
、
健

児
の
記
載
を
持
つ
木
簡
な
ど
か
ら
さ
ら
に
検
討
を
す
る
。

地
名
で
は
個
人
簡
の
第
二
七
六
号
に
陽
日
郷
川
合
里
、
第
二
八
五
号
に
二
字
目

が
之
繞
の
□
郷
、
第
二
八
六
号
に
小
川
郷
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
霊
亀
三
年
（
七
一
七
）

の
郷
里
制
施
行
後
の
木
簡
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
第
二
七
六
号
の
陽
日
郷
川
合
里
は

安
積
郡
に
所
属
す
る
郷
里
で
、
石
背
国
の
分
置
・
併
合
を
考
慮
す
れ
ば
多
賀
城
に

お
け
る
出
土
の
上
限
は
養
老
五
年
（
七
二
一
）
八
月
と
な
る
。
下
限
は
天
平
十
二
年

（
七
四
〇
）
で
あ
る
。
第
二
八
五
号
の
郷
名
は
信
夫
郡
伊
達
郷
、
菊
多
郡
河
辺
郷
、
石

城
郡
玉
造
郷
、
玉
造
郡
玉
造
郷
、
第
二
八
五
号
は
安
積
郡
、
伊
具
郡
の
郷
名
の
可

能
性
が
あ
る
。
全
体
的
に
み
て
阿
武
隈
川
以
南
の
地
域
の
郷
名
の
可
能
性
が
高
い
。

籍
帳
的
な
記
載
を
持
つ
第
二
八
二
号
で
は
、
年
令
区
分
の
緑
子
と
障
害
等
の
程

度
を
示
す
廃
疾
か
の
語
句
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
緑
子
は
養
老
五
年
籍
以
前
に
は

用
例
が
な
く
、
養
老
五
年
籍
の
完
成
（
養
老
六
年
（
七
二
二
）
五
月
三
十
日
）
以
後
の
表

記
と
み
ら
れ
て
い
る
（
平
川
一
九
九
三
）。
人
名
の
記
載
を
み
る
と
、
氏
族
名
に
は
丈

部
、
鳥
取
部
、
大
伴
部
、
宗
何
が
あ
る
。
す
べ
て
裏
込
土
出
土
木
簡
に
み
え
る
氏

族
で
、
石
城
・
石
背
国
の
人
々
を
主
体
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
二
七
八
号
の
健
児
の
記
載
は
異
筆
部
分
に
対
す
る
追
記
と
し
て
「
健
児
替
」

と
記
入
し
た
も
の
で
、
す
で
に
何
ら
か
兵
職
に
あ
る
者
を
健
児
に
振
り
替
え
る
作

業
で
記
入
し
た
追
記
と
考
え
ら
れ
る
。
元
の
兵
職
は
軍
団
兵
士
か
、
鎮
兵
が
考
え

ら
れ
る
が
、
徴
発
が
兵
士
と
健
児
は
在
地
、
鎮
兵
が
主
に
東
国
か
ら
行
な
わ
れ
る

点
か
ら
す
れ
ば
軍
団
兵
士
と
み
ら
れ
る
。
健
児
は
神
亀
二
年
・
天
平
元
～
五
年
（
七

二
五
・
七
二
九
～
七
三
三
）
の
近
江
国
志
何
郡
計
帳
に
大
友
但
波
史
族
吉
備
麻
呂
の
註
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記
と
し
て
み
ら
れ
る
も
の
を
早
い
例
と
す
る
が
、
本
格
的
に
は
天
平
四
年（
七
三
二
）

の
節
度
使
に
よ
る
軍
備
増
強
策
の
一
環
と
し
て
拡
大
整
備
さ
れ
（
北
一
九
八
四
）、
陸

奥
国
で
は
翌
五
年
の
勅
符
に
よ
っ
て
兵
士
三
百
人
を
健
児
と
し
て
い
る
（『
類
聚
三

代
格
』
巻
一
八
大
同
五
年
（
八
一
〇
）
五
月
十
一
日
太
政
官
符
所
引
天
平
五
年
（
七
三
三
）
十
一
月
十

四
日
勅
符
）。
第
二
七
八
号
の
追
記
の
あ
り
方
は
こ
の
勅
符
と
付
合
し
て
お
り
、
こ

の
時
の
業
務
記
入
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
勅
符
の
実
施
の
際
に
陸
奥
国
で
は
健
児
一
人
に
対
し
て
中
男
二
人

を
馬
子
と
し
て
充
て
て
お
り
、
そ
れ
が
以
後
の
国
例
と
な
っ
て
い
る
。
健
児
に
は

乗
馬
に
通
じ
た
兵
士
を
選
び
、
一
定
の
待
遇
を
与
え
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は

天
平
五
年
の
時
点
で
健
児
の
選
定
の
仕
方
、
待
遇
を
設
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
以
前
に
は
特
別
に
編
成
し
た
有
能
な
集
団
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
そ
の
後
、
こ
の
健
児
は
天
平
十
年
五
月
に
東
海
・
東
山
・
山
陰
・
山
陽
・
西

海
道
諸
国
の
健
児
と
と
も
に
停
止
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（『
続
日
本
紀
』
天
平

十
年（
七
三
八
）五
月
庚
午
条
。
鈴
木
一
九
九
八
）。
追
記
が
意
味
を
な
す
の
は
そ
れ
迄
で
あ

り
、
廃
棄
の
下
限
は
天
平
十
年
五
月
を
さ
ほ
ど
経
な
い
頃
と
み
ら
れ
る
。

　
２
　
Ａ
暗
渠
の
埋
没
年
代
 

前
節
を
踏
ま
え
、
Ａ
暗
渠
の
埋
没
年
代
を
み
る
と
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

埋
没
の
上
限
は
大
枠
の
中
で
は
霊
亀
三
年
（
七
一
七
）
で
あ
る
が
、
ま
ず
安
積
郡
の

郷
里
名
を
記
す
個
人
簡（
第
二
七
六
号
）
の
出
土
が
石
背
国
の
併
合
を
前
提
と
し
て
理

解
で
き
る
こ
と
か
ら
、
石
背
国
併
合
の
上
限
と
な
る
養
老
五
年
八
月
に
下
る
。
他

の
木
簡
に
み
え
る
地
名
や
人
名
も
裏
込
土
出
土
木
簡
の
場
合
と
同
様
に
石
城
・
石

背
国
の
も
の
が
主
体
と
思
わ
れ
る
。
次
に
緑
子
の
表
記
に
関
す
る
指
摘
（
平
川
一
九

九
三
）
か
ら
養
老
六
年
（
七
二
二
）
六
月
、
さ
ら
に
第
二
七
八
号
の
健
児
の
追
記
か

ら
天
平
五
年
（
七
三
三
）
十
一
月
ま
で
下
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
Ａ
暗
渠
は
天
平

五
年
十
一
月
以
降
に
埋
没
し
た
と
み
ら
れ
る
。

一
方
、
堆
積
土
出
土
の
木
簡
か
ら
埋
没
の
下
限
を
示
す
の
は
難
し
い
。
木
簡
で

年
代
の
下
限
が
知
ら
れ
る
も
の
に
は
第
二
七
六
号
と
第
二
七
八
号
が
あ
り
、
前
者

は
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）、
後
者
は
天
平
十
年
（
七
三
八
）
を
下
限
と
す
る
。
他
に

下
限
が
知
ら
れ
る
も
の
は
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
示
せ
ば
天
平
十
二
年
か
ら
さ

ほ
ど
経
な
い
頃
が
Ａ
暗
渠
埋
没
の
下
限
と
な
る
が
、
断
言
は
難
し
い
。
Ａ
暗
渠
に

続
く
Ｂ
・
Ｃ
暗
渠
構
築
時
の
遺
物
な
ど
を
合
わ
せ
み
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

Ｂ
暗
渠
構
築
時
の
遺
物
は
、
Ｓ
Ｘ
一
四
一
四
枡
の
施
設
瓦
に
使
わ
れ
た
軒
平
瓦

四
点
、
平
瓦
七
点
、
丸
瓦
一
点
が
あ
り
、
軒
平
瓦
は
二
重
弧
文
五
一
二
・
五
一
三
、

平
瓦
は
Ⅰ
Ｃ
類
ｂ
タ
イ
プ
で
あ
る
。
丸
瓦
は
Ⅱ
Ｂ
類
ｂ
タ
イ
プ
で
「
常
」
の
刻
書

を
持
つ
。
軒
平
瓦
と
平
瓦
は
多
賀
城
跡
Ａ
～
Ｄ
群
の
瓦
群
の
中
で
も
最
古
の
Ａ
群

717 

霊
亀
三
年
　
　
　
　
郷
里
制
施
行

720 

養
老
四
年
九
月
　
　
征
夷
使
任
命

721 

養
老
五
年
八
月
　
　
石
城
・
石
背
国
併
合
上
限

722 

養
老
六
年
六
月
　
　
養
老
五
年
籍
完
成

724 

神
亀
元
年
四
月
　
　
征
夷
使
任
命

725 

神
亀
二
年
七
月
　
　
健
児
初
見

733 

天
平
五
年
十
一
月
　
兵
士
を
健
児
に
充
つ

737 

天
平
九
年
正
月
　
　
征
夷
使
任
命

738 

天
平
十
年
五
月
　
　
健
児
停
止

740 

天
平
十
二
年
　
　
　
郷
里
制
停
止

第
二
七
六
号

人
名
・
地
名

緑
子

健
児
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の
瓦
で
（『
政
庁
跡
 本
文
編
』
三
四
〇
・
三
四
八
頁
）、
創
建
当
初
の
所
用
瓦
で
あ
る
（
古
川

二
〇
〇
八
）。
丸
瓦
も
Ａ
群
に
続
い
て
古
い
Ｂ
１
群
の
も
の
で
、
第
Ⅰ
期
の
瓦
で
あ

る
。
ま
た
、
Ⅱ
Ｂ
類
ｂ
タ
イ
プ
、
及
び
文
字
瓦
は
Ｂ
１
群
の
な
か
で
も
古
い
様
相

を
持
つ
瓦
で
あ
る
こ
と
が
近
年
の
日
の
出
山
窯
跡
群
の
調
査
で
捉
え
ら
れ
て
い
る

（『
関
連
三
六
』）。
し
た
が
っ
て
、
枡
の
施
設
瓦
は
ほ
ぼ
創
建
当
初
の
瓦
で
構
成
さ
れ

て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

一
方
、
Ｂ
暗
渠
に
続
く
瓦
組
の
Ｃ
暗
渠
は
第
Ⅱ
期
に
あ
た
る
Ｂ
２
群
の
瓦
を
主

体
に
造
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
暗
渠
を
伴
う
Ａ
３
道
路
の
盛
土
出
土
瓦
と
あ
わ
せ

て
出
土
し
た
瓦
が
第
Ⅰ
・
Ⅱ
期
の
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
第
Ⅱ
期
の
構
築
と

み
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の
改
修
は
第
Ⅱ
期
造
営
前
の
第
Ⅰ

期
中
の
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
際
に
最
も
古
い
創
建
当
初
の
瓦
が
枡
に
一
括
し
て

使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
年
代
の
特
定
は
難
し
い
が
、
第
Ⅰ
期
の
瓦
に
関

し
て
は
政
庁
跡
の
正
式
報
告
書
（『
本
文
編
一
九
八
二
』）
の
刊
行
後
も
研
究
が
進
め
ら

れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
指
摘
も
示
さ
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
簡
略
に
記
す
が
、
正
式
報
告
書
で
は
第
Ⅰ
期
（
Ａ
・
Ｂ
１
群
）
の
軒
丸

瓦
の
文
様
を
次
の
七
様
式
に
大
別
し
、
そ
の
順
番
で
の
若
干
の
時
間
差
の
存
在
を

想
定
し
て
い
る
。

五
・
六
葉
重
弁
蓮
花
文
　
　
　
　
　（
Ａ
群
）

八
葉
重
弁
蓮
花
文
Ⅰ
ａ
～
ｅ
様
式
　（
Ｂ
１
群
）

細
弁
蓮
花
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
Ｂ
１
群
）

こ
の
う
ち
政
庁
跡
で
最
も
多
く
出
土
し
た
軒
丸
瓦
は
六
番
目
と
な
る
八
葉
重
弁

蓮
花
文
Ⅰ
ｅ
様
式
で
、
正
式
報
告
書
で
は
そ
こ
ま
で
を
創
建
瓦
と
捉
え
、
最
後
の

細
弁
蓮
花
文
軒
丸
瓦
に
つ
い
て
は
日
の
出
山
窯
跡
群
Ａ
地
点
で
の
出
土
様
相
、
多

賀
城
廃
寺
跡
も
含
め
た
出
土
数
の
少
な
さ
な
ど
か
ら
補
修
瓦
と
み
て
い
た
。
し
か

し
、
日
の
出
山
窯
跡
群
Ａ
地
点
で
Ⅰ
ｅ
様
式
を
焼
成
し
た
焼
台
の
中
に
細
弁
蓮
花

文
軒
丸
瓦
と
組
む
瓦
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
両
様
式
の
生
産
期
間
の
重
複
、

第
Ⅰ
期
の
瓦
の
長
期
の
生
産
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
菅
原
一
九
八
七
）。
近

年
で
は
第
Ⅰ
期
の
瓦
の
供
給
に
複
数
の
画
期
を
考
え
る
見
解
も
あ
る
（
大
河
原
二
〇

〇
二
）。
ま
た
、
様
式
上
で
最
終
の
細
弁
蓮
花
文
軒
丸
瓦
に
つ
い
て
は
平
城
宮
の
瓦

を
祖
型
と
す
る
関
係
か
ら
年
代
の
比
定
が
可
能
で
あ
り
、
天
平
十
年
（
七
三
八
）
前

後
頃
の
生
産
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
佐
川
二
〇
〇
〇
）。

こ
れ
ら
の
指
摘
に
基
づ
け
ば
、
天
平
十
年
前
後
頃
に
多
量
の
Ⅰ
ｅ
様
式
と
若
干

の
細
弁
蓮
花
文
の
瓦
を
供
給
し
た
事
業
が
多
賀
城
で
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
年
代
は

堆
積
土
出
土
木
簡
で
示
し
た
Ａ
暗
渠
の
埋
没
年
代
と
ほ
ぼ
合
致
し
、
改
修
さ
れ
た

Ｂ
暗
渠
の
Ｓ
Ｘ
一
四
一
四
枡
に
お
け
る
施
設
瓦
の
古
い
様
相
と
も
整
合
的
に
捉
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
堆
積
土
出
土
木
簡
に
は
多
量
の
木
材
の
搬
入
を
記
す
第
二
九
〇

～
二
九
五
号
も
あ
り
、
比
較
的
規
模
の
大
き
い
造
作
が
推
測
さ
れ
る
。

・
木
簡
か
ら
み
た
Ａ
暗
渠
埋
没
の
上
限
は
天
平
五
年
（
七
三
三
）
十
一
月
、
下
限
は
天
平

十
二
年
（
七
四
〇
）
を
さ
ほ
ど
経
な
い
頃
で
あ
る
。

 ・
第
Ⅰ
期
の
瓦
に
関
す
る
指
摘
か
ら
天
平
十
年
（
七
三
八
）
前
後
頃
に
多
量
の
瓦
を
供
給
 

し
た
事
業
が
多
賀
城
で
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
年
代
は
木
簡
に
よ
る
Ａ
暗
渠
の
埋
没
年
　

代
、
Ｂ
暗
渠
に
伴
う
枡
の
施
設
瓦
の
様
相
と
合
致
す
る
。

・
堆
積
土
出
土
木
簡
に
は
多
量
の
木
材
搬
入
を
記
す
も
の
が
あ
る
。

総
合
的
に
み
る
と
、
多
賀
城
で
は
天
平
年
間
の
半
ば
頃
に
Ａ
暗
渠
が
埋
没
し
、

Ｂ
暗
渠
と
Ａ
２
道
路
へ
の
改
修
を
含
む
比
較
的
規
模
の
大
き
い
造
作
が
な
さ
れ
た

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
Ａ
暗
渠
の
埋
没
と
Ｂ
暗
渠
へ
の
改
修
の
具
体

的
な
年
代
は
、
木
簡
の
年
代
で
示
し
て
も
支
障
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
天
平
五
年

（
七
三
三
）
十
一
月
を
上
限
、
天
平
十
二
（
七
四
〇
）
年
を
さ
ほ
ど
経
な
い
頃
を
下
限
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と
す
る
年
代
で
、
こ
こ
で
は
概
ね
上
限
と
下
限
の
間
を
と
り
、
ま
た
、
余
裕
を
持

た
せ
て
天
平
九
年
（
七
三
七
）
前
後
頃
と
す
る
。

四
　
創
建
期
の
木
簡
　
─
 裏
込
土
出
土
木
簡
と
Ａ
暗
渠
の
年
代
 ─

Ａ
暗
渠
の
埋
没
、
Ｂ
暗
渠
へ
の
改
修
の
年
代
か
ら
み
て
、
裏
込
土
出
土
木
簡
の

年
代
の
う
ち
天
平
九
年
頃
の
可
能
性
は
な
く
な
る
。
裏
込
土
出
土
木
簡
は
神
亀
元

年
派
遣
の
征
討
使
と
整
合
す
る
記
載
を
持
つ
神
亀
元
年
頃
（
七
二
四
）
の
木
簡
と
捉

え
ら
れ
る
。
Ａ
暗
渠
構
築
時
の
一
括
資
料
と
い
う
出
土
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
木

簡
の
年
代
幅
は
あ
ま
り
広
く
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
地
名
や
人
名
、
分
番
勤
務

関
係
の
木
簡
か
ら
み
る
と
、
石
城
・
石
背
国
の
再
併
合
の
上
限
と
な
る
養
老
五
年

八
月
頃
（
七
二
一
）
か
ら
さ
ほ
ど
は
遡
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
下
限
は
征
討
使
帰
還

の
神
亀
元
年
十
一
月
か
ら
ま
も
な
い
頃
だ
が
、
文
書
木
簡
の
作
成
か
ら
廃
棄
の
期

間
を
長
く
て
一
年
程
度
と
み
れ
ば
（
今
泉
一
九
九
四
）、
神
亀
二
年
末
頃
と
な
る
。

ま
た
、
Ａ
暗
渠
の
構
築
は
神
亀
の
征
討
使
任
命
の
神
亀
元
年
四
月
が
上
限
と
な

る
。
下
限
は
木
簡
の
同
様
に
神
亀
二
年
末
頃
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
暗
渠
を

含
む
部
分
の
道
路
は
神
亀
元
年
四
月
か
ら
同
二
年
末
頃
ま
で
の
間
に
着
工
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
は
創
建
期
の
多
賀
城
の
様
子
や
陸
奥
国
の
状
況
、
多
賀
城
碑
に
刻

ま
れ
た
多
賀
城
の
い
わ
ゆ
る
創
建
年
代
な
ど
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
書
で
は
扱
わ
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
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【
註
】

註
１
　
行
政
区
名
の
里
と
断
定
で
き
な
い
第
二
八
七
・
二
八
八
号
は
除
い
た
。

註
２
　
郷
里
制
の
施
行
年
は
鎌
田
一
九
九
一
に
よ
る
。

註
３
　
な
お
、
第
六
号
の
白
河
団
は
神
亀
五
年
に
設
置
、
大
同
元
年
頃
に
一
度
解
体
さ
れ
た
後
、
弘

仁
六
年
に
復
置
さ
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
（
鈴
木
一
九
九
八
）。
し
た
が
っ
て
、
第
六
号
の
年

代
は
さ
ら
に
限
定
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。

註
４
　
実
例
と
し
て
秋
田
城
跡
と
払
田
柵
跡
で
調
米
の
荷
札
が
出
土
し
て
い
る
（『
秋
田
城
資
料
集

Ⅱ
』
第
二
・
六
四
・
一
一
八
号
木
簡
。『
払
田
柵
跡
Ⅱ
』
第
三
三
号
木
簡
）。

註
５
　『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
九
月
戊
寅
・
養
老
五
年
四
月
乙
酉
・
神
亀
元
年
四
月
丙
申
・
神
亀

元
年
十
一
月
乙
酉
・
天
平
九
年
正
月
丙
申
・
天
平
九
年
七
月
乙
酉
条
。
な
お
、
天
平
の
征
夷
使

帰
還
の
日
付
は
不
明
だ
が
、
持
節
大
使
藤
原
麻
呂
の
天
然
痘
の
流
行
に
よ
る
死
亡
記
事
（
天
平

九
年
七
月
乙
酉
条
）
よ
り
前
に
は
帰
還
し
て
い
る
。

註
６
　
第
七
九
号
の
戸
籍
抜
書
を
和
銅
七
年
籍
の
抜
書
と
み
る
こ
と
で
養
老
年
間
の
征
討
使
と
す

る
説
が
あ
る
が
（
平
川
一
九
九
三
）、
仮
定
が
含
ま
れ
て
い
る
（
熊
谷
二
〇
〇
〇
）。
ま
た
、
古

い
戸
籍
の
保
存
と
利
用
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
（『
木
簡
Ⅱ
』　
頁
）。

２０

註
７
　
神
亀
元
年
四
月
の
征
討
使
任
命
記
事
に
お
け
る
将
軍
系
の
大
将
軍
・
副
将
軍
と
大
使
系
の
判

官
・
主
典
の
併
記
を
特
殊
例
と
み
る
の
は
以
下
の
こ
と
に
よ
る
。

ま
ず
、
こ
の
例
は
一
史
料
の
中
で
両
系
統
の
呼
称
を
記
す
珍
し
い
例
で
あ
る
。
通
常
、
両
系

統
の
呼
称
の
混
・
併
用
は
一
度
の
征
討
全
体
を
通
し
て
み
た
時
に
複
数
の
呼
称
が
あ
る
も
の
で

一
史
料
の
中
で
は
ど
ち
ら
か
の
系
統
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
神
亀
の
例
は
異
質
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
む
し
ろ
第
一
・
二
等
官
は
将
軍
系
、
第
三
・
四
等
官
は
大
使
系
の
呼
称

を
意
識
し
て
用
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
呼
称
の
用
い
方
は
四
等
官
全
体
で

み
れ
ば
、
両
系
統
の
併
用
だ
が
、
将
官
ご
と
に
み
れ
ば
併
用
で
は
な
い
。

次
に
、
前
後
の
史
料
を
含
め
て
呼
称
の
様
相
を
み
る
と
（
　
頁
表
４
Ａ
）、
一
方
向
的
な
変

１３

化
の
様
相
を
示
す
。
混
乱
が
み
え
ず
、
併
用
や
混
用
よ
り
変
化
と
み
ら
れ
る
余
地
が
大
き
い
。

将
軍
・
副
将
軍
・
軍
監
・
軍
曹
→
大
将
軍
・
副
将
軍
・
判
官
・
主
典
→
大
使
・
副
使
・
判
官
・
主
典

そ
れ
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
呼
称
の
変
化
の
要
因
と
な
っ
た
鎮
兵
・
鎮
官
の
設
置
と

神
亀
の
征
討
使
第
三
・
四
等
官
の
多
さ
で
あ
る
。

鎮
兵
制
は
養
老
の
蝦
夷
の
反
乱
・
征
討
を
踏
ま
え
て
軍
団
兵
士
制
と
は
別
に
陸
奥
国
の
軍
事

力
と
さ
れ
た
軍
制
で
、
鎮
兵
は
主
に
東
国
か
ら
徴
発
さ
れ
、
鎮
官
の
指
揮
下
で
長
期
に
わ
た
っ

て
勤
務
し
た
。
こ
の
軍
制
は
征
討
軍
の
常
駐
化
と
も
評
さ
れ（
北
一
九
八
八
）、
鎮
官
に
も
征
討

使
の
将
官
的
な
一
面
が
あ
る（
鈴
木
二
〇
〇
八
）。
征
討
時
に
は
軍
の
主
体
を
な
し
た
と
考
え
ら

れ
、
実
際
に
神
亀
の
征
討
で
は
現
地
官
人
の
大
野
東
人
に
対
す
る
褒
賞
の
高
さ
（『
続
日
本
紀
』

神
亀
二
年
閏
正
月
丁
未
条
）
か
ら
み
て
現
地
軍
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
こ
に
は
新
編
成

の
常
駐
軍
が
含
ま
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
中
央
派
遣
の
征
討
軍
は
征
討
軍
的
な
常
駐

軍
を
持
っ
た
陸
奥
国
に
重
ね
て
送
る
増
援
軍
的
な
位
置
付
け
と
な
る
。
当
時
の
政
府
に
す
れ
ば

二
つ
め
の
征
討
軍
を
送
る
よ
う
な
も
の
で
、
そ
う
し
た
構
造
が
先
行
の
常
駐
軍
官
人（
鎮
官
）

と
の
区
別
の
た
め
に
後
発
の
増
援
軍
官
人（
征
討
使
）の
呼
称
を
変
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
際
、
第
一
に
区
別
が
必
要
な
の
は
数
の
多
い
第
三
・
四
等
官
で
あ
る
。
神
亀
の
征
討
使

で
は
養
老
の
時
の
倍
以
上
、
天
平
・
宝
亀
の
征
討
使
も
含
め
て
異
例
に
多
い
各
八
人
で
あ
る
。

恐
ら
く
、
征
討
に
動
員
し
た
「
坂
東
九
国
」（『
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
四
月
癸
卯
条
）
か
ら
鎮

官
の
い
る
陸
奥
国
を
除
い
た
八
国
に
対
応
す
る
数
で
、
長
官
の
よ
う
に
一
名
な
ら
と
も
か
く
、

彼
ら
が
同
じ
呼
称
で
は
征
討
の
主
体
を
な
す
鎮
官
が
識
別
で
き
ず
、
混
乱
す
る
可
能
性
が
あ

る
。
識
別
は
数
の
多
い
第
三
・
四
等
官
ほ
ど
早
く
意
識
さ
れ
る
と
み
ら
れ
、
そ
こ
に
将
軍
系
の

大
将
軍
・
副
将
軍
と
大
使
系
の
判
官
・
主
典
が
併
記
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

註
８
　
第
七
九
号
を
和
銅
七
年
籍
施
行
時
の
抜
書
と
す
る
前
提
か
ら
第
九
八
号
の
主
典
を
養
老
の

征
討
使
と
す
る
見
方
も
あ
る
が（
平
川
一
九
九
三
）、
前
提
自
体
に
問
題
が
あ
る（
註
６
参
照
）。

ま
た
、
養
老
の
征
討
使
の
軍
曹
を
第
九
八
号
の
主
典
と
み
る
場
合
な
ど
、
呼
称
の
併
用
・
混
用

を
説
明
す
る
際
に
は
し
ば
し
ば
『
令
義
解
』
軍
防
令
将
帥
出
征
条
の
「
軍
曹
者
。
大
主
典
也
。

録
事
者
。
少
主
典
也
。」
と
い
う
註
文
が
使
わ
れ
る
が
、
そ
の
用
途
に
も
疑
問
が
あ
る
。
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通
常
、
養
老
令
に
お
い
て
主
典
の
語
句
は
四
等
官
制
の
第
四
等
官
の
総
称
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
、『
令
義
解
』
の
註
文
は
令
文
の
註
釈
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
将
帥
出

征
条
を
み
る
と
、
前
述
の
註
文
は
「
将
軍
一
人
。
副
将
軍
二
人
。
軍
監
二
人
。
軍
曹
四
人
。
録

事
四
人
」
と
い
う
五
官
に
よ
る
官
制
を
示
す
令
文
に
付
さ
れ
て
お
り
、
末
尾
二
官
の
軍
曹
と
録

事
を
註
釈
す
る
。
内
容
は
第
四
等
官
の
総
称
（
主
典
）
を
用
い
て
軍
曹
は
大
主
典
、
録
事
は
小

主
典
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
註
文
は
五
官
表
記
の
令
文
を
一
般
的
な
四
等
官
制
に
あ
て
る
説

明
を
し
た
も
の
で
、
そ
の
手
段
と
し
て
第
四
等
官
の
総
称
を
用
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
五
官
表

記
の
官
制
は
一
般
的
な
四
等
官
制
と
は
異
な
る
。
そ
の
う
ち
将
軍
と
副
将
軍
は
容
易
に
長
・
次

官
と
み
な
せ
る
が
、
軍
監
以
下
の
三
官
、
特
に
録
事
の
位
置
づ
け
・
扱
い
は
令
文
で
は
不
明
瞭

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
令
文
上
の
主
典
と
い
う
総
称
を
用
い
、
軍
曹
と
録
事
を
大
・
少
の
主
典

に
分
け
た
註
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
監
が
判
官
で
あ
る
こ
と
を
も
暗
示
し
、
五
官
を
四
等

官
制
に
位
置
付
け
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
註
文
は
、
い
わ
ば
五
官
表
記
の
官
制
を
四
等
官
制

に
対
応
さ
せ
る
た
め
の
註
釈
で
、
将
軍
・
大
使
系
の
呼
称
の
併
用
や
混
用
な
ど
の
事
象
と
は
次

元
が
異
な
る
法
解
釈
の
た
め
の
成
文
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
征
討
使
に
大
小
の
主
典
が
い
た

例
は
な
い
し
、
録
事
の
実
例
も
な
く
、
諸
使
へ
の
給
法
を
具
体
的
に
定
め
た
延
喜
大
蔵
式
諸
使

給
法
条
で
も
録
事
は
み
え
な
い
。
そ
れ
ら
は
註
文
が
実
態
と
は
異
な
る
法
解
釈
の
中
で
付
さ
れ

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
そ
う
し
た
註
文
を
実
態
の
解
釈
に
適
用
す
る
に
は
慎
重
さ
が
要
さ
れ
る
。

註
９
　『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
正
月
甲
申
朔
・
養
老
五
年
十
二
月
辛
丑
条

註
　
　
な
お
、
壬
申
の
乱
の
際
の
天
武
元
年（
六
七
二
）七
月
辛
亥
条
に
み
え
る
「
旗
 
蔽
野
。
埃
塵

１０

連
天
。
鉦
鼓
之
聲
。
聞
数
十
里
。」
の
記
載
は
『
後
漢
書
』
光
武
帝
記
の
表
記
に
よ
る
。

註
　
　
両
国
が
陸
奥
按
察
使
の
所
管
で
あ
る
点
や
陸
奥
国
の
後
方
支
援
の
国
で
あ
る
点
に
木
簡
の

１１
年
代
を
両
国
の
存
続
期
と
す
る
見
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
按
察
使
の
権
限
は
国
郡
司

の
監
察
に
あ
り
、
日
常
行
政
に
は
関
与
し
な
い
（
今
泉
一
九
六
九
・
二
〇
〇
一
）。
ま
た
、
後

方
支
援
も
政
府
の
許
可
・
指
示
で
国
単
位
で
な
さ
れ
る
。
原
則
的
に
は
多
賀
城
（
陸
奥
国
）
で

木
簡
を
使
っ
た
両
国
の
行
政
実
務
は
行
な
わ
れ
な
い
。

凡
将
帥
出
征
。
兵
満
一
万
人
以
上
。
　
　
　
　                

　
　
　
将
軍
一
人
。

副
将
軍
二
人
。
軍
監
二
人
。
軍
曹
四
人
。
録
事
四
人
。 

五
千
人
以
上
。…

（
後
略
）

謂
。
軍
曹
者
。
大
主
典
也
。

録
事
者
。
少
主
典
也
。

謂
。
一
萬
二
千
人
以
下
。
何
者
。

満
三
千
人
。
得
一
軍
号
。
故
也
。
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【
引
用
参
考
文
献
】

板
橋
　
源
一
九
五
四
「
陸
奥
出
羽
官
稲
出
挙
利
率
考
」『
岩
手
大
学
学
芸
学
部
研
究
年
報
』
七

板
橋
　
源
一
九
六
六
「
古
代
陸
奥
軍
団
考
」『
軍
事
史
学
』
五

今
泉
隆
雄
一
九
六
九
「
按
察
使
制
度
の
一
考
察
」『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
第
一
三
号

今
泉
隆
雄
一
九
九
四
「
文
書
木
簡
は
い
つ
廃
棄
さ
れ
る
か
」『
木
簡
研
究
』
第
一
六
号

今
泉
隆
雄
一
九
九
八
「
多
賀
城
跡
出
土
の
付
札
木
簡
の
製
作
方
法
」『
古
代
木
簡
の
研
究
』
吉
川
弘
文

館

今
泉
隆
雄
二
〇
〇
一
「
多
賀
城
の
創
建
 ─
郡
山
遺
跡
か
ら
多
賀
城
へ
─
」『
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
』

通
巻
一
七
号

今
泉
隆
雄
二
〇
〇
五
「
古
代
国
家
と
郡
山
遺
跡
」『
宮
城
県
仙
台
市
郡
山
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
 ─
総

括
編
（
１
）
─
』

大
河
原
基
典
二
〇
〇
二
「
多
賀
城
創
建
期
に
お
け
る
瓦
生
産
の
展
開
 」『
宮
城
考
古
学
』
第
四
号

鎌
田
元
一
一
九
九
一
「
郷
里
制
の
施
行
と
霊
亀
元
年
式
」『
古
代
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
小
学
館

岸
　
俊
男
一
九
五
二
「
古
代
後
期
の
社
会
」『
新
日
本
史
講
座
』。
後
に
一
九
七
三
『
日
本
古
代
籍
帳
の

研
究
』
塙
書
房
に
所
収

岸
　
俊
男
一
九
五
六
「
所
謂
『
陸
奥
国
戸
籍
』」
残
簡
補
考
」『
続
日
本
紀
研
究
』
三
─
二
。　
　
　
　

後
に
一
九
七
三
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
塙
書
房
に
所
収

北
　
啓
太
一
九
八
四
「
天
平
四
年
の
節
度
使
」『
奈
良
平
安
時
代
史
論
集
』
上
巻
　

北
　
啓
太
一
九
八
八
「
征
夷
軍
編
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
書
陵
部
紀
要
』
第
三
九
号

北
　
啓
太
一
九
九
三
「
律
令
国
家
に
お
け
る
将
軍
に
つ
い
て
」『
日
本
律
令
制
論
集
』
上
巻

熊
谷
公
男
二
〇
〇
〇
「
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
と
多
賀
城
の
創
建
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

報
告
』
第
八
四
集

熊
谷
公
男
二
〇
〇
七
「
多
賀
城
創
建
再
考
」『
古
代
東
北
・
北
海
道
に
お
け
る
モ
ノ
・
ヒ
ト
・
文
化
交

流
の
研
究
』平
成
一
五
～
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究（
Ｂ
）研

究
成
果
報
告
書

喜
田
貞
吉
一
九
八
二
「
石
城
・
石
背
両
国
建
置
沿
革
考
」『
喜
田
貞
吉
著
作
集
』
四
 歴
史
地
理
研
究
 　

平
凡
社
 （
原
論
文
発
表
は
一
九
一
二
年
）

小
松
正
夫
二
〇
〇
七
「
釈
文
の
訂
正
と
追
加
（
一
〇
）　
秋
田
・
秋
田
城
跡
」『
木
簡
研
究
』
第
二
九
号

佐
川
正
敏
二
〇
〇
〇
「
陸
奥
国
の
平
城
宮
式
軒
瓦
６
２
８
２
─

６
７
２
１
の
系
譜
と
年
代
 ─
宮
城
県
中

新
田
町
城
生
遺
跡
と
福
島
県
双
葉
町
郡
山
五
番
遺
跡
・
原
町
市
泉
廃
寺
─
」『
東

北
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
二
号

佐
々
木
茂
楨
二
〇
一
〇
「
古
代
陸
奥
国
の
「
名
取
以
南
一
十
四
郡
」
と
多
賀
・
階
上
二
郡
の
権
置
」『
国

史
談
話
会
雑
誌
』
第
五
〇
号

佐
藤
和
彦
一
九
八
四
「
多
賀
城
跡
出
土
の
歴
名
作
成
用
木
簡
に
つ
い
て
」『
東
北
歴
史
資
料
館
 研
究
紀

要
』
第
一
〇
巻

菅
原
祥
夫
一
九
八
七
「
熊
野
堂
遺
跡
」『
温
故
』
第
一
四
号

鈴
木
拓
也
一
九
九
八
『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文
館

鈴
木
拓
也
二
〇
〇
八
『
戦
争
の
日
本
史
３
　
蝦
夷
と
東
北
戦
争
』
吉
川
弘
文
館

鈴
木
拓
也
二
〇
一
〇
「
古
代
東
北
の
城
柵
と
出
土
文
字
資
料
」『
木
簡
学
会
多
賀
城
特
別
研
究
集
会
 古

代
東
北
の
城
柵
と
木
簡
』

鈴
木
拓
也
二
〇
一
一
「
古
代
東
北
の
城
柵
と
出
土
文
字
資
料
」『
木
簡
研
究
』
第
三
三
号

高
橋
　
崇
一
九
七
二
「
陸
奥
・
出
羽
の
軍
制
」『
史
元
』
一
五

土
田
直
鎮
一
九
九
二
「
石
城
石
背
両
国
建
置
沿
革
余
考
」『
奈
良
平
安
時
代
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
（
原

論
文
発
表
は
一
九
五
二
年
）

新
見
吉
治
一
九
〇
九
「
中
古
初
期
に
於
け
る
族
制
」『
史
学
雑
誌
』
二
〇
─
二
・
三
・
四

平
川
　
南
一
九
九
三
「
多
賀
城
の
創
建
年
代
 ─
木
簡
の
検
討
を
中
心
と
し
て
─
」『
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
研
究
報
告
』
第
五
〇
集

平
川
　
南
一
九
九
九
「
古
代
地
方
都
市
論
　
多
賀
城
と
そ
の
周
辺
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

告
』
第
七
八
集

平
川
　
南
二
〇
〇
三
「
過
所
木
簡
」『
古
代
地
方
木
簡
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館



－　　－26

平
川
　
南
二
〇
〇
六
「
掘
り
出
さ
れ
た
文
字
は
語
る
」
青
木
和
夫
・
岡
田
茂
弘
編
『
古
代
を
考
え
る
　

多
賀
城
と
古
代
東
北
』

平
間
亮
輔
・
齋
藤
義
彦
二
〇
〇
八
「
郡
山
遺
跡
の
遺
構
変
遷
」『
第
三
四
回
 古
代
城
柵
官
衙
遺
跡
検
討

会
─
資
料
集
─
 』

古
川
一
明
二
〇
〇
八
「
多
賀
城
創
建
期
に
つ
い
て
」『
第
三
四
回
 古
代
城
柵
官
衙
遺
跡
検
討
会
─
資
料

集
─
 』

丸
山
裕
美
子
一
九
九
二
「
多
賀
城
跡
第
六
一
次
調
査
出
土
の
医
方
書
断
簡
漆
紙
文
書
」『
多
賀
城
跡
一

九
九
一
』

吉
野
　
武
二
〇
一
一
「
多
賀
城
と
城
下
の
木
簡
」『
木
簡
研
究
』
第
三
三
号

渡
辺
晃
宏
二
〇
〇
四
「
籍
帳
制
」
平
川
南
・
沖
森
拓
也
・
栄
原
永
遠
男
・
山
中
章
編
『
文
字
と
古
代
日

本
１
 支
配
と
文
字
』
吉
川
弘
文
館

【
引
用
報
告
書
】

青
森
県
史
編
さ
ん
古
代
部
会
編
二
〇
〇
八

　
　
　
　
　
　
　
　
『
青
森
県
史
 資
料
編
 古
代
２
 出
土
文
字
資
料
』

秋
田
県
教
育
委
員
会
・
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
一
九
九
七

　
　
　
　
　
　
　
　
『
払
田
柵
跡
 ─
第
一
〇
七
～
一
〇
九
次
調
査
概
要
─
』
秋
田
県
文
化
財
調
査
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
告
書
第
二
六
九
集
・
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
年
報
一
九
九
六

秋
田
県
教
育
委
員
会
・
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
一
九
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
『
払
田
柵
跡
Ⅱ
 ─
区
画
施
設
─
』
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
八
九
集

秋
田
市
教
育
委
員
会
一
九
九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
『
秋
田
城
跡
出
土
文
字
資
料
集
Ⅱ
』
秋
田
城
跡
調
査
事
務
所
研
究
紀
要
Ⅱ

秋
田
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
『
秋
田
城
跡
出
土
文
字
資
料
集
Ⅲ
』
秋
田
城
跡
調
査
事
務
所
研
究
紀
要
Ⅲ

茨
城
県
教
育
財
団
一
九
八
三
『
鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
漆
紙
文
書
 ─
本
文
編
─
』

岩
手
県
水
沢
市
教
育
委
員
会
一
九
八
二
『
胆
沢
城
跡
 ─
昭
和
五
六
年
度
発
掘
調
査
概
報
─
』

仙
台
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　
　
　
『
宮
城
県
仙
台
市
 郡
山
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
─
総
括
編
─
』
仙
台
市
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
査
報
告
書
第
二
八
三
集

多
賀
城
市
教
育
委
員
会
一
九
九
一

　
　
　
　
　
　
　
　
『
山
王
遺
跡
 ─
第
九
次
発
掘
調
査
報
告
書
─
』
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
六
集

多
賀
城
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
一

　
　
　
　
　
　
　
　
『
市
川
橋
遺
跡
 ─
城
南
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅰ
─
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
〇
集

多
賀
城
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　
　
　
『
市
川
橋
遺
跡
 ─
第
四
五
次
調
査
報
告
書
─
』
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
七
六
集

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
一
九
九
二
『
平
城
宮
出
土
木
簡
概
報
』
二
五
 

福
島
県
郡
山
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
七
『
清
水
台
遺
跡
 ─
総
括
報
告
二
〇
〇
六
─
』

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
一
九
七
九
『
多
賀
城
漆
紙
文
書
』
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
資
料

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
一
九
八
二
『
多
賀
城
跡
 政
庁
跡
 本
文
編
』

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
二
〇
〇
一

　
　
　
　
　
　
　
  『
日
の
出
山
窯
跡
群
Ⅲ
』
多
賀
城
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
第
三
六
冊
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外郭築
地跡

大久保

外郭築地跡

市川
配水池

奏 社

大 久 保 陸
奥
奏
社
宮

大 畑

竪穴住居跡

外郭東門跡

館 前

旧東北歴史資料館

立 石

外郭築地跡

田 屋 場

主要県道泉 ・ 塩
釜線

市 川

坂 下

城 前

伏石

八幡神社

貴船神社

金 掘
金掘

市
川
橋

押 川

外郭築地跡

五万崎Ⅱ

外郭西門跡

五万崎Ⅰ

政庁

多賀城跡
管理事務所

多賀城神社

空堀覆屋

作貫

作 貫

丸山

六月坂

多賀神社

市道
市川
線

六月坂

外郭築
地跡

丸山

丸山

新 西 久 保

加　　　　瀬　　　　沼

外郭南門跡
砂

西沢

浮島公営住宅

後 山

浮島神社

館

東 北 本 線
多　 　賀　 　城 　　市

市川
堰 矢 中

館 前

水神社

本木

利　　　府　　　町

松崎

五万崎地区

作貫地区

大畑地区

六月坂地区

雀山

城前地区

鴻の池地区

42

39

36

31

32

(1～6･9
16･19）

50

43

74

69
～71

44

61

72
78

20

48
35

15

45

37

2928

30

33

46

10

47

21

17

49

75

12

18

68

62

67

23 60

66

14
64

58

56
63

13

65 

59

60

82

53･54

27

17

17

51

52

55

57

41

24

24 34

73

38

11

40

77

78

79

80

80

81

76

N

調査区（数字は調査次数）

木簡出土調査区

0 100 200 300 400 500ｍ

（Ｓ=1/7,000）

木簡出土調査区

83
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政
庁

多
賀
城
跡

南
北
大
路

東
西
大
路

河
川

北
2

北
1

南
1

西
8

西
7

西
6

39

西
5

西
4

西
3

西
2

南
2

西
0
東
0

東
1

東
2

東
3

36
38

33
18 35

34
32 31

11

2516 323

17 12

24
26
30
27

19

14
15

20
28

21 29

13
22

3710

1

2

9

5

7 6

8
4

西
9

旧
河
川

多
賀
城
跡
南
面
の
木
簡
出
土
地
点

：
木
簡
出
土
地
点（
付
表
3に
対
応
）

：
確
認
さ
れ
た
道
路

：
想
定
可
能
な
道
路

1
39

～

西
1

N
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付表３　多賀城跡南面の木簡と出土遺構

１．市川橋遺跡

２．山王遺跡

主な内容など木簡№層位遺構の詳細など　〈出典－頁〉遺　構地点出土地の大別
１A南側溝

９時期。〈８－３７～４４〉SX１０雲東西大路

２C南東側溝
３C南西側溝

弘仁１１年の年紀木簡４C北西側溝
５D南側溝
６E南側溝
７E北側溝
８G南側溝
９H南側溝
１０道路下の土壙。〈８〉SK４１０荏（西２道路）
１６４層東側溝の枡。〈９－６４〉SK２６７餌西５道路
１１井戸。〈８－１１１〉SE６５９叡北１西３区

会津郡主政の解文案題籤軸１７掘方井戸。〈９－５８〉SE３０３８営（北２西４区）
１５基本層位Ⅱ層に含まれる。〈９〉５層嬰北２西６区
１２・１３１１層〈８－２６５〉SD２０００影砂押川旧河道
１４〈８〉確認面北１西３～南１西２区

◎県調査分

主な内容など木簡№層位遺構の詳細など　〈出典－頁〉遺　構地点出土地の大別
１井戸。〈１３－３１〉SE５０２１

映（北２西５区） ２：軍毅・主帳・火長等関係の木簡２～４B区画溝。２時期。〈１３－３１〉SD１８０
５土壙。〈１３－３１〉SK５４２２
補２井戸。〈２０－１２１〉SE５２０８

右大臣殿餞馬収文の題籤軸補１C掘方国守館主屋。４時期。〈１１－９〉SB４７４曳北１西７区

◎市調査分

主な内容など木簡№層位遺構の詳細など　〈出典－頁〉遺　構地点出土地の大別
１：杜家立成の習書木簡１～５奈良時代の流路。〈１－９７〉SD５０２１①砂押川旧河道 大橘の付札６平安時代の流路。〈１－１００〉SD５０５５

◎県調査分

主な内容など木簡№層位遺構の詳細など　〈出典－頁〉遺　構地点出土地の大別
５３・５５～５８aSD１７６７東側溝。６時期。〈６－１０〉SX１８００②南北大路 ４９：磐城団解４９・５０c

５１：進上舂米解５１・５２・５４・１０４ｄSD２３４２西側溝。１０時期。〈６－１３〉SX２４００③
１０・１２・１３・１５・１６cSD１６１４北側溝。６時期。〈４－６６〉SX１６１０

④東西大路東道路
１１：内子付札８・１１ｄ
延暦年間の付札９ｄSD１６１６南側溝。６時期。〈４－６６〉
安達郡関係文書の軸木３溝（南側溝）。〈２０－１２７〉（SX１６１０） １SD０７（南側溝）。〈２－４３〉

１４１層道路を横断する南北溝。〈４〉SD１６３２④東西大路東道路上
６２A東側溝。３時期。〈６－３２〉SD２２０１⑤東０道路

白米付札６０cSD１９１８西側溝。４時期。〈６－５６〉SX１９２０⑥東１道路 ６１D路面。〈６－５７〉SX１９４０⑦
１７ｄSD７８２西側溝。５時期。〈４－１６〉SX７８０⑧東２道路

６４・６９・７０：米荷札、７３・７５：題籤軸６４・６６・６８～７１・７３・７５・
７８・７９・８１・８３・８６・８７・１１３ｂ

SD２３８６西側溝。７時期。〈６－１６〉SX２３８５⑨西０道路 ７４：延暦１９年の題籤軸７４・８４c
６３：米荷札６３・７２・７６・８０・８２e

７７・８５・１０７g
１０３：返抄木簡１０３・１１０道路を横断する東西溝。橋状遺構を伴う。〈６－１７〉SD２３８１雨（西０道路）
題籤軸８８fSD１７０３西側溝。６時期。〈６－３０〉SX１７００卯西１道路
修理所記載の木簡１２０２層SD３０９９南側溝。〈７－７〉SX３１００鵜北２道路

８９aSD１９６２北側溝。２時期。〈６－５８〉SX１９６０窺南１道路
天長６年の荷札５A南北区画溝。２時期。〈３－８９〉SD９４５丑北１・２東１区 ７B
黒舂米付札６井戸。〈３－６４〉SE９４８碓（北１東２区）
延暦１１年千葉郷の木簡１０６B東西溝。４時期。〈６－４６〉SD２１６３臼北１・２西１区

１２１２層北２道路北側の東西溝。〈７－１１〉SD３１０２渦（北３東１区）
４井戸。〈２０－１２７〉SE３４嘘北３西４区
４７・４８井戸。〈４－３１〉SE１２１７唄

（南１東３区） ３９～４４・４６南北溝（区画溝？）。SX１６００河川跡と接続。〈４－９７〉SD１５２２
欝 １８・２０１層上記の溝・河川跡接続部の落込み。〈４－１０３〉SX１５２４

４５掘方身舎南西隅柱。〈４－７６〉SB１５６０蔚（南１－東４区）
１１２井戸。〈６－７９〉SE１９１２鰻（南２）東１区
９９〈６－１２〉SX１８１２

姥

砂押川旧河道

１１５：信夫郡舂米荷札１１４～１１８３層SX１８１２と同じ。〈５－２６〉SX３０６１
１１９ASX１８１２と同じ。２０m西の地点の調査〈５－４１〉SX３０５７

６５：色麻郡米荷札６５・６７最古の河川跡。〈６－２６〉SX２４５９

厩
９６：天平宝字３年の年紀木簡９６・１００上記より新しい。〈６－２７〉SX２３７９

９３上記より新しい。〈６－２７〉SX２３６５
９０上記より新しい。〈６－２７〉SX２４７９
１１１河川改修（１９５９）前の近代の河川。〈６－２６〉SD２３６３

５９・１０５・１０８東西大路の路面上。〈６－１６〉SX２４５１浦河川跡
９５：御米付札９５・１０１A４時期。〈６－８４〉SX２１０１瓜

河川跡

９２・１０２B
２４：杵葉郷荷札２２・２４・２８・３８CSX２１０１の下流。４時期。〈４－４９〉SX１３５１閏 延暦２４年暦２１D

２３BSX１３５１の下流。３時期。〈４－４９〉SX１６００噂 １９・２５～２７・２９～３７C
９１A・BSX１６００の下流。２時期。〈６－９２〉SX１７３５云 ９４：伊小毅米荷札９４・９７・９８B
１０９２層SX２１０１河川上面の東西溝〈６－８１〉SD２１００運（河川跡）

◎市調査分
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付表２　宮城県の木簡６

『市川橋遺跡の調査－県道『泉－塩釜線』関連調査報告書Ⅲ－』宮城県文化財調査報告書第１８４集（２分冊）宮城県教育委員会２００１１
『市川橋遺跡調査報告書－昭和５８年度発掘調査報告書－』多賀城市文化財調査報告書第５集多賀城市教育委員会１９８４２
『市川橋遺跡－城南土地区画整理事業に係わる発掘調査報告書Ⅰ－』多賀城市文化財調査報告書第６０集多賀城市教育委員会２００１３
『市川橋遺跡－城南土地区画整理事業に係わる発掘調査報告書Ⅱ－』多賀城市文化財調査報告書第７０集多賀城市教育委員会２００３４
『市川橋遺跡－第３４・３５・３７・３８次調査報告書－』多賀城市文化財調査報告書第７４集多賀城市教育委員会２００４５
『市川橋遺跡－城南土地区画整理事業に係わる発掘調査報告書Ⅲ－』多賀城市文化財調査報告書第７５集（３分冊）多賀城市教育委員会２００４６
『市川橋遺跡－第４５次調査報告書－』多賀城市文化財調査報告書第７６集多賀城市教育委員会２００５７
『山王遺跡Ⅱ－多賀前地区遺構編－』宮城県文化財調査報告書第１６７集宮城県教育委員会１９９５８
『山王遺跡Ⅲ－多賀前地区遺物編－』宮城県文化財調査報告書第１７０集宮城県教育委員会１９９６
『山王遺跡Ⅳ－多賀前地区考察編－』宮城県文化財調査報告書第１７１集宮城県教育委員会１９９６
『山王遺跡Ⅴ』宮城県文化財調査報告書第１７４集宮城県教育委員会１９９７９
『山王遺跡町地区の調査－県道泉塩釜線関連調査報告書Ⅱ－』宮城県文化財調査報告書第１７５集宮城県教育委員会１９９８１０
『山王遺跡－第９次発掘調査報告書－』多賀城市文化財調査報告書第２６集多賀城市教育委員会１９９１１１
『山王遺跡－第１２次調査概報（仙塩道路建設に伴う八幡地区調査）－』多賀城市文化財調査報告書第３０集多賀城市教育委員会１９９２１２
『山王遺跡Ⅰ』多賀城市文化財調査報告書第４５集多賀城市教育委員会１９９７１３
『郡山遺跡Ⅱ－昭和５６年度発掘調査概報－』仙台市文化財調査報告書第３８集仙台市教育委員会１９８２１４
『壇の越遺跡ⅩⅣ－平成１７・１８年度発掘調査報告書－』加美町文化財調査報告書第１３集加美町教育委員会２００８１５
『壇の越遺跡ⅩⅤ－平成１８年度発掘調査報告書－』加美町文化財調査報告書第１４集加美町教育委員会２００８１６
『壇の越遺跡１９－考察編－』加美町文化財調査報告書第１８集加美町教育委員会２０１０１７
『赤井遺跡Ⅰ－牡鹿柵・郡家推定地－』矢本町文化財調査報告書第１４集矢本町教育委員会２００１１８
『田道町遺跡』石巻市文化財調査報告書第７集石巻市教育委員会１９９５１９
『木簡研究』第１８号木簡学会１９９６２０
『木簡研究』第２０号木簡学会１９９８２１
『木簡研究』第３５号木簡学会２０１３２２
『木簡研究』第３６号木簡学会２０１４２３

【出　典】

備　　　　考出典法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

板目。２３３１６×（３６）×７
０８１

「信夫郡安岐里　大伴部法麻呂　丈部伊麻呂
　　　　　　　　大伴部□麻呂　丈部黒麻呂」

堆積層
大宝元年～霊亀３年（７０１～７１７）１

板目。２３（３９）×（２２）×３
０８１

「大［      ］SA５１
８c～９c２

熊の作遺跡（山元町）

備　　　　考出典法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

１９（３０２）×７８×１４
０８１

　延暦十一□年カ［　 ］/合四百六十四□束カ/ …
　　□□□野公カ□［ 　］/ …

ピット
８c後半～９c前半頃１

田道町遺跡（石巻市）

備　　　　考出典法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

１８（１９４）×３４×５
０５１

・「□主諸
・「　　　海道　二番SD８２８溝１

赤井遺跡（東松島市）

備　　　　考出典法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

柾目。２２（１３６）×（３１）×４
０８１

・「従六年 十二月十一日/［      ］
・「矢田マ黒□□　□□×/ □汙カ知マ忍山　若田マ□

Ⅷc１層
８c前半頃１

権現山遺跡（大崎市）

備　　　　考出典法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

２１（９１）×４７×３
０１９

「□□大住カ団  □□/諸万呂/□マ/宮万呂溝３
８c前半頃１

三輪田遺跡（大崎市）

備　　　　考出典法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

１５・１７（２１０）×（１８）×８
０６５

「□升一升大弟又□三升子弟［　 　］」SK４８０６土壙
９c初頭頃１

１・３・４字目は禾偏の
文字。習書か。１６・１７（８８）×（１５）×（５）

０８１
　□□□□□SD４９７７Ｃ溝

８c～１０c前葉頃２

壇の越遺跡（加美町）
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付表２　宮城県の木簡５

備　　　　考出典法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

１４（１０４）×２９×３
０３９「＜封附 SE１５７井戸

８c前半頃１

１４（９５）×（１８）×３
０８１　□學生寺SE１５７井戸

８c前半頃２

定木 → 習書
型式は０６１（平川２００３）１４（３１４）×１８×４

０６５
・「　　 起
・「『波婆云婆塞云婆宇宇宇宇宇』

SE１５７井戸
８c前半頃３

郡山遺跡（仙台市）

備　　　　考出典法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

遺構は中世の井戸。１２・１３（３７４）×８２×７
０１１

「廿三日役十二人　□塗カ［　　　　］/□相替不役□□人カ
　土漆五［　　］/［　　］/長□/［　　］ 同［　　　］SE５０２１井戸１

１２・１３（１６５）×（２０）×５
０１５

・「　　□□食カ一 /火長巳上□十人　　　□
・軍毅［　　］/主帳一　見二［　　　　 ］

SD１８０溝
８c頃２

１２・１３０８１
　［　　］SD１８０溝

８c頃３

１３（１６５）×（２１）×（３）
０８１

　堪□□仍注事状申送SD１８０溝
８c頃４

使用後に二次加工。１３１４１×１２×（６）
０６５

　嶋□□□□□□SK５４２２土壙
８c前葉頃５

題籤軸。１１（５５）×３６×８
０６１

・右大臣□殿カ/□餞カ馬□収カ文
・□□大カ臣□殿カ/餞馬収文

SB４７４c建物
１０c中葉頃補１

２０（１５０）×２２×３
０１９

「о［　　　］SE５２０８井戸
８c頃補２

山王遺跡（多賀城市：多賀城市調査分）

備　　　　考出典法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№
東西大路南側溝。板目。
サワラ。８４００×３２×６

０１１
［　　］SX１０A道路側溝

８c後葉頃１

東西大路西２道路交差点南東部。
板目。モミ属。８（５６）×（２６）×３

０８１
　□□
　　　□

SX１０C道路側溝
９c前葉頃２

東西大路西２道路交差点南西部。
柾目。８（９９）×（１９）×７

０８１　□九月十一日□SX１０C道路側溝
９c前葉頃３

東西大路西２道路交差点北西部。
折敷の底板を転用。板目。ヒノキ。８（１４０）×１９×８

０６１
・「＜［　　　　　　　　　　］
・「＜弘仁十一年十月□□廿日カ　

SX１０C道路側溝
弘仁１１年（８２０）４

東西大路南側溝。柾目。
サワラ。８（１１６）×（１９）×５

０８１
［　　　］SX１０D道路側溝

９c中葉頃５

東西大路南側溝。
曲物底板。板目。８径１６２×厚９

０６１
　□□□佐/□□/二月十五日□□□SX１０E道路側溝

９c後葉頃６

東西大路北側溝。柾目。
モミ属８（１３４）×（２７）×４

０８１
・□□□
・［　　］

SX１０E道路側溝
９c後葉頃７

東西大路南側溝。板目。
モミ属。８（１３６）×２２×５

０３９
・「＜□□□□□四月カ　□
・「＜［　　　　　　］

SX１０G道路側溝
１０c～１０c中葉頃８

東西大路南側溝。板目。
モミ属。８９７×３０×５

０３２
・「＜［　　］」
・「＜［　　］」

SX１０H道路側溝
１０c～１０c中葉頃９

板目。クリ。８（５１）×２４×５
０８１

　□見カ□□
　□九□日カ　□

SK４１０土壙
８c中葉頃１０

題籤軸。エゴノキ属。８（３４３）×２７×１０
０６１

「［　　］SE６５９井戸
９c前半頃１１

８c末～９c初頭頃の層位出土。
板目。ヒノキ。８（６８）×２３×４

０３９
　□□五斗＜」SD２０００A河川

８c末頃～９c１２

８c末～９c初頭頃の層位出土。
板目。モミ属。８（７９）×（２０）×（３）

０８１
［　　］」SD２０００A河川

８c末頃～９c１３

板目。ヒノキ。８（１８７）×（２４）×５
０８１

［　　］遺構確認面
（多賀前地区）１４

出土層は基本層位Ⅱ層に
含まれる。柾目。９（１６０）×２６×１１

０８１
・□貴遣［　］□［　］
・［　　］古古［　　　］

５層
（八幡地区）１５

板目。９（２３６）×（６８）×４
０８１

（絵）SX２６７枡
１０c前半頃１６

題籤軸。スギ。９（２８９）×４６×７
０６１

・解文/案
・會津郡/主政益□継カ

SE３０３８井戸
９c第２四半期頃１７

挽物皿に刻書。１０径（１８６）×厚１９
０６１

　六SK２８６０土壙
９c後半頃以降１８

山王遺跡（多賀城市：宮城県調査分）
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６８４×１５×３
０１１

　「算取人田太部富得」SX２１０１B河川
８c後半～１０c前半頃９２

６（１１１）×（４６）×３
０８１

　［　　　］/鳥取マ子人成/
　□升五合　鳥取マ稲人□

SX２３６５河川
８c後半～１０c前半頃９３

６１４２×２４×６
０３３

　「＜伊少毅一石」SX１７３５B河川
８c後半～１０c前半頃９４

６１４５×１９×４
０３２

　「＜御米二斗二升」SX２１０１A河川
８c後半～１０c前半頃９５

６（１０４）×（２１）×６
０８１

・□　 壹 　裹 　百 　串　　」
・□□天平カ宝字三年三月廿一日」

SX２３７９河川
天平宝字３年（７５９）９６

墨痕は確認できない。６６２×２７×９
０３２　「＜　　　」SX１７３５B河川

８c後半～１０c前半頃９７

墨痕は確認できない。６１１５×１９×４
０３２　「＜　　　」SX１７３５B河川

８c後半～１０c前半頃９８

６（１１４）×３５×１０
０３９

・［　 　］/［　］『無』□」
・ ［　  　　］」SX１８１２河川９９

６１９５×（１７）×４
０６５

・□里人大伴部□　　□麻カ□
・□□□□□□□□

SX２３７９河川
８c中～後葉頃１００

６（２１０）×３５×１０
０１９

　「□□□□□□押万SX２１０１A河川
８c後半～１０c前半頃１０１

６（９４）×（１２）×４
０８１

・「□［　　　　］
・「□［　　　　］

SX２１０１B河川
８c後半～１０c前半頃１０２

６（２８７）×３４×８
０８１

　［　　　］封□三□　　右件封□今月廾四日
　　　　   □已カ訖仍還使占マ小国返抄□　　」

SD２３８１溝
８c～１０c前葉頃１０３

南北大路西側溝。６（１２８）×１６×８
０８１

・×年五月卅日舎人家宿買物
・　　　　　　［　　］巻□

SD２３４２d溝
８c後葉～１０c前葉頃１０４

６（１５０）×１８×７
０１９

・［　　］　麻綿廾袴綿二要米二升」
・　　　　□巻　子　集　　　 」

SX２４５１河川
８c後半～１０c前半頃１０５

表の「私」は「私マ」、末
尾は「斗」か。６（１０４）×１７×２

０１９
・「千葉郷　私馬矢五□
・「延暦十一年四月五日□ 

SD２１６３B溝
延暦１１年（７９２）１０６

西０道路西側溝。型式は
０３９か。６（７９）×（３０）×４

０３２
　［　　　　　　］＜
　十　十口

SD２３８６g溝
９c前半～１０c前半頃１０７

墨痕は確認できない。６２０１×２６×４
０３２

　「＜　　　」SX２４５１河川
８c後半～１０c前半頃１０８

６１５２×１４×２
０３３

　「＜継長　」SD２１００溝
８c以降１０９

円柱状の材を不整に削っ
た木製品。６２２３×２６×２０

０６５
　「　　  官」SD２３８１溝

８c～１０c前葉頃１１０

６４４５×３４×８
０１１

　「［　 　］　　 　大大大大大大大
　［ 　　］道浄河浄河之之之之之人人人人人人人」

SX２３６３河川
８c後葉頃以降１１１

６（２０９）×（２３）×８
０８１

・「［　　］　　　□　　［　　］□
・「□SE１９１２井戸１１２

西０道路西側溝。６（８８）×（４）×２
０８１

　［　　　　］SD２３８６b溝
８c後葉頃１１３

５１４９×２２×７
０３２

　「＜小川郷丈マ兄万呂三斗真与二斗」SX３０６１河川
９c前葉～中葉頃１１４

５（１８３）×４１×６
０３９

　「＜信夫郡税舂米五斗SX３０６１河川
９c前葉～中葉頃１１５

５２３３×（２７）×４
０１１

・「書生丈部廣道［　］/［　］□傳カ□右　右［　　］□書カ/ … 」
・「［　　　　　　　　］/［　　　　　　 　　　　　　］□ 須カ」

SX３０６１河川
９c前葉～中葉頃１１６

５（１５４）×３９×４
０１９

　「□□□□［　　　］SX３０６１河川
９c前葉～中葉頃１１７

５０９１　赤赤□SX３０６１河川
９c前葉～中葉頃１１８

墨痕は確認できない。５２７１×１１×７
０３２

　「＜　　　　　 　」SX３０５７A河川
９c初頭～中葉頃１１９

北２道路南側溝。７（３５７）×６９×７
０１９

・「修理所 送兵士□馬庭事　□卅 □□□/火長［　］ 鳥取部敷成□ 丈部子醜麻呂 …
・「鳥取部□□麻カ/□□大伴カ［ 　］　 □部□□/ 大伴［ 　］　□丈カ部綿麻呂/占部 …

SD３０９９溝
８c後葉～１０c前葉頃１２０

７０９１　久□□SD３１０２溝
８c～１０c前葉頃以前１２１

付表２　宮城県の木簡４
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６（７４）×（２１）×２
０６５

　「□□□麻カSX２４５１河川
８c後半～１０c前半頃５９

東１道路西側溝。
上端は生きている可能性あり。６（６７）×（１９）×５

０３９
　＜白米上SD１９１８c溝

９c後半～１０c前葉頃６０

題籤軸。６（５４）×（４２）×９
０６１

・「□符カ
・「［　　　］/ □□

SX１９４０D道路路面
１０c前葉頃以降６１

東０道路東側溝。６（２５３）×（１５）×４
０３１　「＜［　　　　　　　　］＜」SD２２０１A溝

９c頃６２

西０道路西側溝。６（２３５）×３３×５
０１９　「戸主丈部［　　　　］米五斗SD２３８６e溝

９c～１０c前半頃６３

西０道路西側溝。６２１５×２１×５
０３２

・「＜安積郡長江郷［　］部□米□五カ斛」
・「＜七月廾四日　　　　　　　　　　」

SD２３８６b溝
８c後葉頃６４

６１９９×２２×５
０３２

　「＜色麻郡米□六カ斗」SX２４５９河川
８c中葉～後葉頃６５

西０道路西側溝。６１４３×３０×６
０３１

　「＜□戸一丈［　　］□□小田カ税長戸一丈＜」SD２３８６b溝
８c後葉頃６６

６（８３）×２４×５
０３２

　＜大　」SX２４５９河川
８c中葉～後葉頃６７

西０道路西側溝。６（１２４）×（１０）×３
０３２

　＜□□□万□SD２３８６b溝
８c後葉頃６８

西０道路西側溝。６（７５）×２６×３
０５９

　□万呂五斗」SD２３８６b溝
８c後葉頃６９

西０道路西側溝。６（１８５）×１６×５
０８１

・  □□□石カ角　五斗
・　　　  　 七月卅日

SD２３８６b溝
８c後葉頃７０

西０道路西側溝。
墨痕は確認できない。６（１０２）×１６×６

０３９
　「＜SD２３８６b溝

８c後葉頃７１

西０道路西側溝。
墨痕は確認できない。６（９６）×（１８）×７

０３９
　「＜SD２３８６e溝

９c～１０c前半頃７２

西０道路西側溝。
題籤軸。６（１３０）×２６×９

０６１
・「失馬文
・「国判

SD２３８６b溝
８c後葉頃７３

西０道路西側溝。
題籤軸。６（１３３）×２８×６

０６１
・「収納借貸正税貳
・「　　　延暦十九年□

SD２３８６c溝
延暦１９年（８００）７４

西０道路西側溝。
題籤軸。６（２７４）×１１×１１

０６１
　「馬□券カSD２３８６b溝

８c後葉頃７５

西０道路西側溝。６（７５）×（２２）×４
０８１

　□□三寶□道カ□SD２３８６e溝
９c～１０c前半頃７６

西０道路西側溝。裏は天地
逆。門構えの文字の習書か。６（１１０）×（４０）×４

０８１
・［　　］/□［　］/［　　　］□□　□道カ
・□□□□□

SD２３８６g溝
９c前半～１０c前半頃７７

西０道路西側溝。６（９８）×（１９）×３
０８１

　［　］□□□道道道カSD２３８６b溝
８c後葉頃７８

西０道路西側溝。６（７３）×２２×４
０８１

・□大カ/『□　□　□』
・ 『□』/□大カ　 大

SD２３８６b溝
８c後葉頃７９

西０道路西側溝。６（６０）×１７×１
０８１　□　　　□」SD２３８６e溝

９c～１０c前半頃８０

西０道路西側溝。６（１０１）×１６×１
０８１

・ □
・［　］

SD２３８６b溝
８c後葉頃８１

西０道路西側溝。６（１９８）×（１３）×２
０８１　［　　］SD２３８６e溝

９c～１０c前半頃８２

西０道路西側溝。６（７５）×（１９）×４
０８１

・［　　　］
・［　　　］

SD２３８６b溝
８c後葉頃８３

西０道路西側溝。６（１３２）×１５×４
０１９

　［　　　　］SD２３８６c溝
８c後葉頃８４

西０道路西側溝。６（４０）×（１４）×３
０８１

　□人SD２３８６g溝
９c～１０c前半頃８５

西０道路西側溝。６０９１　□解SD２３８６b溝
８c後葉頃８６

西０道路西側溝。６０９１　□□SD２３８６b溝
８c後葉頃８７

西１道路西側溝。
題籤軸。６３９６×４６×１０

０６１
・「精好」
・「精好」

SD１７０３f溝
１０c前葉頃以降８８

南１道路西側溝。６（９１）×２１×３
０１９

・「［　　   ］
・「　 　□□

SD１９６２a溝
９c～１０c前葉頃８９

６（３４２）×２２×７
０１９

・「莫□謹牒□宣捧申便使［　　］□知下［　　］
・「■■□　　　　　　　　　　　　□□［　　］

SX２４７９河川
８c後半～１０c前半頃９０

６（１０３）×２８×３
０１９　□解　申進人□SX１７３５A/B河川

８c後半～１０c前半頃９１

付表２　宮城県の木簡３
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４２１６×３４×５
０３２

・「＜［　　　　　　］」
・「＜［　　　　　　］」

SX１６００C河川
９c頃２６

墨痕は確認できない。４１０３×３３×５
０３１

　「＜　　　＜」SX１６００C河川
９c頃２７

墨痕は確認できない。４９８×２８×６
０３２

　「＜　　　　」SX１３５１C河川
８c末～９c初頭頃２８

切込みの上に穿孔３ヵ所。４（２２８）×３４×５
０３９

　「＜　　　　」SX１６００C河川
９c頃２９

形代に二次加工。４（１８４）×２１×６
０６１

　□□□□　　　年□□SX１６００C河川
９c頃３０

左辺寄りに等間隔で４ヵ
所の穿孔有り。４３２３×５０×７

０６５
・［　］□　□□□□□□□［　　　］/□□　□□□□□　　□成　麻呂 …
・［　　　　　　　　　　］/［　　　　　　　　　　］/［　　　　　　　　　　］

SX１６００C河川
９c頃３１

４（９０）×（３２）×７
０８１

　「　о
　中勺依依□部カ/□□　 о

SX１６００C河川
９c頃３２

４（１２３）×（１８）×２
０８１

　□得［　］SX１６００C河川
９c頃３３

４（３３１）×（３４）×８
０８１

・□□□ ［　　　　　］/［　　　　　　　 ］о」
・［  　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ 」

SX１６００C河川
９c頃３４

４（１５８）×１８×５
０１９

・□□［　　］
・［  　　　］

SX１６００C河川
９c頃３５

４（１２９）×（２３）×５
０８１

　［　　］
　　　　□□□□

SX１６００C河川
９c頃３６

墨痕は確認できない。４（１５１）×４４×９
０８１

SX１６００C河川
９c頃３７

墨痕は確認できない。４（１６２）×（７３）×９
０８１

SX１３５１C河川
８c末～９c初頭頃３８

折敷の底板を転用。４（１２９）×（２３）×５
０６１（横材）

・合/□里人□十束/□丸□十束　巳上/二人□/　□ ［　］/□□」
・［　　　　　 　　］ /［　　 　　　　　］ /［　　 　　　　　］ 」

SD１５２２溝
８c後葉～１０c前葉頃３９

墨痕は確認できない。４１３３×２０×４
０３２

　「＜　　  」SD１５２２溝
８c後葉～１０c前葉頃４０

墨痕は確認できない。４（７３）×１８×６
０３９

　「＜　　 
 

SD１５２２溝
８c後葉～１０c前葉頃４１

笛状木製品。４３４５×径２１
０６５

　「□龍カ」　　  SD１５２２溝
８c後葉～１０c前葉頃４２

折敷の底板を転用。４（１８２）×（１６）×５
０６１

　□　□　□□□
　　　　　　□

SD１５２２溝
８c後葉～１０c前葉頃４３

４（１０５＋１２４）×１７×７
０８１

　「　　…［　　　］SD１５２２溝
８c後葉～１０c前葉頃４４

４（１０８）×（２３）×３
０８１

　「□□　　□□SB１５６０掘立柱建物４５

４（４４）×（１６）×４
０８１

　□　　  SD１５２２溝
８c後葉～１０c前葉頃４６

４（３３３）×（１６）×６
０８１

 ［　　　　　　］SE１２１７井戸
～１０c前葉頃４７

４０９１　□　　  SE１２１７井戸
～１０c前葉頃４８

南北大路東側溝。６６５９×（３８）×９
０１１

・「о磐城団解　申進上兵士事合九人［　］/刑部子立　道丈部丈万代丁/…」
・「　　　［　　　　　　　　　　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

SD１７６７c溝
８c末～９c中葉頃４９

南北大路東側溝。６（３３０）×３５×６
０１９

・「□火長人□［　　　　］者□　□上カ□
・「□□貳カ□□口カ　　債借入石［　　　］

SD１７６７c溝
８c末～９c中葉頃５０

南北大路西側溝。６（１４２）×４９×１９
０６５

・『［　　］』/謹解　申進上舂/米事　合□□［　］
・『□□』/合□□更カ　　□□枚カ/［　］　　 □□

SD２３４２d溝
８c後葉～１０c前葉頃５１

南北大路西側溝。６１６７×１４×７
０５１

・「□□□郷カ戸主物部□速□□□」
・「　延暦十年九月□日　　　　」

SD２３４２d溝
延暦１０年（７９１）５２

南北大路東側溝。
「公□」は公廨か。６（１４１）×２６×４

０３９
　「＜『□』伊具郡小川里公□□SD１７６７a溝

８c後葉頃５３

南北大路西側溝。６１０９×１７×５
０３３

　「＜高［　　　］」SD２３４２d溝
８c後葉～１０c前葉頃５４

南北大路東側溝。６（２０９）×（２１）×４
０８１

　［　　　　］SD１７６７a溝
８c後葉頃５５

南北大路東側溝。６０９１　□□SD１７６７a溝
８c後葉頃５６

南北大路東側溝。６０９１　□SD１７６７a溝
８c後葉頃５７

南北大路東側溝。６０９１　□SD１７６７a溝
８c後葉頃５８

付表２　宮城県の木簡２
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付表２　宮城県の木簡１

備　　　　考出典法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

２（１１１）×２７×３
０１９

　「禁杖八十о□SD０７溝
９c頃１

軸木の木口に記入２０２２２×径２４
０６５

　「安達」溝
１０c前半頃３

２００９１　　　大田マ子□□ 
　足　矢田石足

SE３４井戸
奈良・平安時代４

３１２６×２３×５
０３２

・「＜　　　　　　　　」
・「＜天長六年二月六日/□□□人部□人□」

SD９４５A溝
天長６年（８２９）５

上部に穿孔か。３１１４×２４×１０
０３２

・「＜五斗黒舂　」
・「＜七月廿八日」

SE９４８井戸
９c前葉～中葉頃６

東西大路東道路北側溝。４（１３０）×（２３）×４
０８１

　□川部乙万呂六十八　［　　　］
　　　　　　　　　　　［　　　］

SD１６１４d溝
８c後葉～９c前半頃８

東西大路東道路南側溝。４１３３×２４×６
０３２

・「＜　　 ［　　　　］」
・「＜延暦□年［　　 ］」

SD１６１６d溝
延暦年間（７８２～８０６）９

東西大路東道路北側溝。４（１５５）×３１×９
０３９

　「＜進□米七斗軽SD１６１４c溝
８c後葉頃１０

東西大路東道路北側溝。４５２×１５×５
０３２

・「＜内子」
・「＜卅隻」

SD１６１４d溝
８c後葉～９c前半頃１１

東西大路東道路北側溝。
墨痕は確認できない。４（１３９）×３５×６

０３９
　「＜SD１６１４c溝

８c後葉頃１２

東西大路東道路北側溝。４（１０６）×２２×５
０１９

　「二斗　二 SD１６１４c溝
８c後葉頃１３

４（１３９）×（１９）×４
０８１

　　　去□
　三丈SD１６３２溝１４

東西大路東道路北側溝。４（１３４）×（３３）×２
０８１

・『□□宿』/（文様）
・（文様）  

SD１６１４c溝
８c後葉頃１５

東西大路東道路北側溝。４ （７１）×（３９）×２
０８１

・「□［　］
・「［　 　］

SD１６１４c溝
８c後葉頃１６

東２道路西側溝。４（７４）×１９×４
０８１

　□□SD７８２d溝
８c後葉頃１７

４（１１３）×４６×６
０１９

　「山作夫差人事　合□SX１５２４落込み１８

４（３１３）×２３×８
０８１

　進上о□□□　　о　　о　　　о 」SX１６００C河川
９c頃１９

４（１１２）×（４３）×５
０８１

　□/丈マ［　］/□万呂/丈マ真丈/□阿哉万呂」SX１５２４落込み２０

４２８４×６２×４
０１１

・「［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　］ □首カ合□□」
・「六月大七月小八月小九月大十月大十一大十二月大/『丈部肥□』」

SX１３５１D河川
延暦２４年（８０５）２１

４（１０６）×３７×５
０８１

・巻 薦五枚□
・ 長 筥 □

SX１３５１C河川
８c末～９c初頭頃２２

４（２６２）×２８×１１
０１５

　「□□□マ龍麻呂 ［　　］神［　　　］SX１６００B河川
８c後半頃２３

４１９１×２５×５
０３３

・「＜杵桒郷戸主神人マ子□五斗」
・「＜　　　延暦九年十月十八日」

SX１３５１C河川
延暦９年（７９０）２４

４（１０８）×２１×６
０３９

　「＜［　　］SX１６００C河川
９c頃２５

市川橋遺跡（多賀城市：宮城県調査分）

備　　　　考出典法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

板目。ヒノキ。１ ３６０×３６×６
０１１

・「杜家立成雑書要□□略雑カ書□□□□□略要成立家カ」
・「杜家立成雑書要略一巻雪寒呼知故酒飲書」

SD５０２１河川
８c中葉～後葉頃１

木取は斜め。カヤ。１２４２×２０×３
０４２

・「＜丸女大伴マ廣刀自□咩カ  □□年十カ七/少女」
・「＜　　　　『照勝勝　宮隅道道送道道前』」

SD５０２１河川
８c中葉～後葉頃２

板目。ヒノキ。１１２２×３３×４
０３２

・「＜多珂郷大□伴カマ真」
・「＜□得カ米五斗　　　」

SD５０２１河川
８c中葉～後葉頃３

木取は斜め。ヒノキ。１（７７）×（３３）×５
０８１

・給物事」
・件物□『［　　　］/□マカ子虫』」

SD５０２１河川
８c中葉～後葉頃４

柾目。サワラ。１（４３）×８９×５
０６５（横材）

　□□□
　　　　□

SD５０２１河川
８c中葉～後葉頃５

柾目。ヒノキ。１５９×１３×３
０３２

・「＜大□橘カ廿五□隻カ」
・「＜三□札カ　　   　」

SD５０５５河川
９c～１０c前半頃６

刻書。ケヤキ。１０６１　「大」SD５１６４河川
８c中葉～後葉頃７

市川橋遺跡（多賀城市：宮城県調査分）
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備　　　考登録・初出木取法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

３８７～４０３は同一簡の削屑。６０－０２７（３５）×（１０）
０９１

　□　□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３９５

６０－０２８（１２）×（１０）
０９１

　□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３９６

６０－０２９（１４）×（１２）
０９１

　□□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３９７

６０－０３０（２４）×（１６）
０９１

　□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３９８

６０－０３１（１２）×（３）
０９１

　□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３９９

６０－０３２（１１）×（６）
０９１

　□SE２１０１B　第６層
９c前半頃４００

６０－０３３（１４）×（１０）
０９１

　□SE２１０１B　第６層
９c前半頃４０１

６０－０３４（１２）×（７）
０９１

　［　　］SE２１０１B　第６層
９c前半頃４０２

６０－０３５（１０）×（１０）
０９１

　□SE２１０１B　第６層
９c前半頃４０３

６０－０３６（１８）×（７）
０９１

　□□SE２１０１B　第６層
９c前半頃４０４

６０－０３７（３８）×（９）
０９１（横材）

　□　□SE２１０１B　第６層
９c前半頃４０５

６０－０３８（３５）×（８）
０９１

　□SE２１０１B　第６層
９c前半頃４０６

６０－０３９（１９）×（４）
０９１

　□　□SE２１０１B　第６層
９c前半頃４０７

６０－０４０（３２）×（５）
０９１

　□□□SE２１０１B　第６層
９c前半頃４０８

６０－０４１（４６）×（１２）
０９１

　［　　］SE２１０１B　第６層
９c前半頃４０９

６０－０４２（４０）×（６）
０９１

　［　　］SE２１０１B　第６層
９c前半頃４１０

スギか。６０－０４３（２９）×（７）
０９１

　□SE２１０１B
９c前半頃４１１

６１－００１
年報９１柾目（１５８）×２６×５

０３９
　「＜三斗三升二合［　　　　］第１１層

９c後半頃４１２

斎串状に二次加工。
広葉樹か。

６１－００２
年報９１板目１５６×２１×７

０５１
　［　　］□□足衣カ　『有有』第１０層

９c後半頃４１３

６１－００３
年報９１板目９８×２２×８

０３２
　「＜□遺」第１０層

９c後半頃４１４

曲物底板。　６１－００４
年報９１柾目径１８９×厚６

０６１
　「□
　　　　　□□□□大帳カ」

第１０層
９c後半頃４１５

８１－００１
年報０９柾目（２０４）×（１６）×（２）

０８１
　×奥丈マ立男 白川　氏マ子蘇万呂十一丈マ×SX２９６８　３b層

８c後半頃～９c前半頃４１６

８３－００１
年報１１板目（１５８）×６１×６

０１９
・　　　　　　　　　　大伴部益国/　　　　［　　］」
・×平神護□□二年カ××□□三日カ 奈須直『廣成』/□」

SK３０７３　下層
天平神護年間（７６５～７６７）４１７

付札状木製品３８－００２
年報８１柾目１２５×３４×７

０３２
堆積層第２７層

９c後半～１０c前葉頃付

付札状木製品３８－００３
年報８１柾目１０１×３０×１１

０３２
堆積層第２７層

９c後半～１０c前葉頃付

付札状木製品３８－００４
年報８１柾目９６×２４×７

０３３
堆積層第２７層

９c後半～１０c前葉頃付

付札状木製品３８－００５
年報８１柾目８７×２３×１０

０３２
堆積層第２７層

９c後半～１０c前葉頃付

付札状木製品６０－０４４
年報９１柾目（１３８）×２２×７

０３９
SE２１０１B　第４層
９c前半頃付

付札状木製品６０－０４５
年報９１柾目１５９×１６×５

０３２
SE２１０１B　第４層
９c前半頃付

付札状木製品６１－００５
年報９１柾目（９６）×１７×４

０３９
第１０層
９c後半頃付

付札状木製品１３－００２
年報９１板目５４６×４９×２０

０３１
SD３１７６　底面

９c後半～１０c前葉頃付

付表１　多賀城跡木簡１３
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備　　　考登録・初出木取法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№
板状の木簡を複数の０３２
型式の付札に再加工中の
もの（未製品）。
　
３６２と３６３が左右、３６３と３６５
が上下に連続する。ヒノキ。

４７－００２
年報８４板目１４０×３５×１５

０３２
・＜×□□□八日三カ人番長旅×/物部真事百五十×
・＜□九カ月下旬一人番長火長　［　　　］□□足カ

SD１５１１　２層
９c頃３６３

４７－００３
年報８４板目１４０×３５×１５

０３２
　×一人番長火長物部荒［　　］/　　　□
　　　＜　

SD１５１１　２層
９c頃３６４

４７－００４
年報８４板目１３９×３６×１４

０３２
・□×　　×麻呂/束　　　　　　 　　□　  ＜
・　　　　　［　　　］□□百五カ十×/在□　 　＜

SD１５１１　２層
９c頃３６５

４７－００５
年報８４板目１６１×３５×１５

０３２
　×□束カ　　　　　　　　　　 □□大伴カ部×＜SD１５１１　２層

９c頃３６６

４７－００６
年報８４板目（５０＋６８）×３３×１４

０３２
　＜□　　［　　］/　　　　　七SD１５１１　２層

９c頃３６７

４７－００７
年報８４板目１３７×３２×１２

０３２
　＜　□　　□SD１５１１　２層

９c頃３６８

４７－００８
年報８４柾目（１８３）×（６３）×１０

０１９
　　　　　　　□ 
　青皮二枚　　　」

SD１５１１　２層
９c頃３６９

異筆で建築部材関連文書
（前筆）と習書がある。広葉樹。

４７－００９
年報８４柾目５４０×３７×５

０１１
・安積団解□□番□□事/畢番度玉前 還本土安積団会津郡番度還
・□□畢カ白［　　　　　］［　　］二人□□□/畢上［　　　　　］/…

SD１５２６　１層
９c頃３７０

曲物蓋板。５６－００１
年報８９

径１７２×厚２４
０６１

　「□」SE１９０９　第５層
９c後半頃３７１

６０－００１
年報９１板目１１９×５７×７

０１１
・「廣山二日出米九升/宮成五□日カ出□斗/刀良□三日… 」
・「子黒□□出カ米一日五升/乙万呂七□□□日出米カ□升/…」

SE２１０１B　第３層
９c前半頃３７２

針葉樹。６０－００２
年報９１柾目（１７８）×（２４）×６

０８１
・「丈マ廣山　右件廣×
・「　　　　　　火長丈マ

SE２１０１B　第４層
９c前半頃３７３

広葉樹。６０－００３
年報９１柾目（９９）×３２×１０

０３９
・「＜丈マ子廣成米×/□□清足米捌×
・「＜合壹斗伍升/　　十二月三日

SE２１０１B　第４層
９c前半頃３７４

６０－００４
年報９１柾目２３０×２５×５

０３３
　「＜□□□国カ□［　　　　　］□□□」SE２１０１B　第４層

９c前半頃３７５

４片のうち３片が接合。

６０－００５～
００７板目（１０７）×（２６）×４

０８１（横材）
　□□/□□/［　　　］

SE２１０１B　第４層
９c前半頃３７６

６０－００８板目（３０）×（７）×３
０８１（横材）

６０－００９
年報９１柾目７９×１３×３

０３３
・「＜黒舂米一斗」
・「＜□二月十六日丈マ子□継カ」

SE２１０１B　第６層
９c前半頃３７７

棒状に二次加工。６０－０１０
年報９１板目１８７×６×３

０６５
　［　　］　□SE２１０１B　第６層

９c前半頃３７８

６０－０１１
年報９１柾目（４６）×（１８）×２

０８１
・　□　□/□　□
・［　　］

SE２１０１B　第６層
９c前半頃３７９

スギか。６０－０１２
年報９１柾目（５８）×１８×５

０１９
・「□□
・「［　　］

SE２１０１B　第６層
９c前半頃３８０

６０－０１３柾目（７７）×（１０）×５
０８１

・□　□
・□［　　　　］

SE２１０１B　第６層
９c前半頃３８１

６０－０１４柾目（１８）×（２）×４
０８１

・□
・［　　］

SE２１０１B　第６層
９c前半頃３８２

６０－０１５柾目（３３）×（１３）×（３）
０８１

　□出カ□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３８３

６０－０１６（３６）×（２０）
０９１

　□□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３８４

６０－０１７（４５）×（９）
０９１

　□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３８５

スギか。６０－０１８（２１）×（１２）
０９１

　□九カ□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３８６

３８７～４０３は同一簡の削屑。
３８７の下に３８８が近接。

６０－０１９
年報９１

（５３）×（１５）
０９１

　×長丈部□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３８７

６０－０２０
年報９１

（２９）×（１４）
０９１

　□□□大伴カSE２１０１B　第６層
９c前半頃３８８

６０－０２１（３６）×（１２）
０９１

　□□□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３８９

６０－０２２（３３）×（１６）
０９１

　□□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３９０

６０－０２３（２０）×（６）
０９１

　□□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３９１

６０－０２４
年報９１

（１２）×（９）
０９１

　□百カSE２１０１B　第６層
９c前半頃３９２

３９３の下に３９４が近接。６０－０２５
年報９１

（１５）×（１２）
０９１

　□耆カ老SE２１０１B　第６層
９c前半頃３９３

６０－０２６（１１）×（１０）
０９１

　□SE２１０１B　第６層
９c前半頃３９４

付表１　多賀城跡木簡１２



－　　－38

備　　　考登録・初出木取法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

４４－２５１（２２）×（１３）
０９１

　□□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３３０

同一簡の削屑。４４－２５２（３７）×（７）
０９１

　［　　］SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３３１

４４－２５３（２０）×（７）
０９１

　［　　］SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３３２

４４－２５４（２３）×（８）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３３３

４４－２５５（４５）×（９）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３３４

４４－２５６（４５）×（１２）
０９１

　□□□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３３５

４４－２５７（４９）×（１５）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３３６

４４－２５８（３１）×（９）
０９１

　□□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３３７

４４－２５９（２３）×（８）
０９１

　［　　　］SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３３８

４４－２６０（２６）×（６）
０９１

　［　　］SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３３９

４４－２６１（３０）×（９）
０９１

　［　　　］SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３４０

４４－２６２（１７）×（９）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３４１

４４－２６３（２０）×（８）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３４２

４４－２６４（１８）×（８）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３４３

４４－２６５（１７）×（７）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３４４

４４－２６６（１０）×（６）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３４５

同一簡の削屑。４４－２６７（２９）×（９）
０９１

　『□』□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３４６

３４６の異筆は金偏か。４４－２６８（２１）×（７）
０９１

　『□』
　　　  ［　　］

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３４７

二字目は「名」や「君」、君扁
の文字の可能性がある。４４－２６９（１９）×（７）

０９１
　□□SA１４１３A堆積土

８c第二四半期頃３４８

４４－２７０（９）×（８）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３４９

４４－２７１（１１）×（１６）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３５０

４４－２７２（１１）×（９）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３５１

４４－２７３（８）×（６）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３５２

４４－２７４（１３）×（１５）
０９１

　　□
　□

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３５３

４４－２７５（３２）×（８）
０９１

　□　□□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３５４

４４－２７６（２４）×（４）
０９１

　□　［　　］SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３５５

４４－２７７（３９）×（７）
０９１

　□［　　］　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３５６

同一簡の削屑。４４－２７８（３０）×（８）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３５７

４４－２７９（３６）×（１７）
０９１

　□
　□

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３５８

４４－２８０板目（３４）×（３）×５
０８１　□SA１４１３A堆積土

８c第二四半期頃３５９

４４－２８１（３０）×（５）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３６０

４４－２８２（２０）×（５）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３６１

３６３と左右に連続。４７－００１
年報８４板目１３９×３２×１２

０３２
・　　　服部意美麻呂□×/十月□□上旬カ××□×＜
・×□月カ上□旬カ×　　×□□□長大毅カ□［　　　］×＜

SD１５１１　２層
９c頃３６２

付表１　多賀城跡木簡１１
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備　　　考登録・初出木取法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№
４４－０４８
年報８３

（３４）×（１４）
０９１（横材）

　□百カSA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２９７

４４－０４６
年報８３柾目（６０）×（１７）×２

０８１
・□□□
・□

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２９８

４４－０４９
年報８３

（３５）×（１８）
０９１

　音入□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２９９

４４－０５０
年報８３

（３４）×（９）
０９１

　□等□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３００

４４－０５１
年報８３

（３１）×（１６）
０９１

　女SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３０１

「□城カ」や「□成カ」の
可能性もあり。

４４－０５２
年報８３

（１２）×（８）
０９１

　□万カSA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３０２

４４－２２５（３８）×（１２）
０９１

　［　　］SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３０３

４４－２２６（２９）×（７）
０９１

　□万カ呂SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３０４

４４－２２７（２７）×（１７）
０９１

　□□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３０５

４４－２２８（３０）×（１１）
０９１

　　　　　□
　□

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３０６

４４－２２９（１８）×（８）
０９１

　長SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３０７

４４－２３０（２６）×（１０）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３０８

４４－２３１（３０）×（１０）
０９１

　□［　　］SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３０９

４４－２３２（２３）×（７）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３１０

４４－２３３（１６）×（７）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３１１

４４－２３４（４６）×（２４）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３１２

４４－２３５柾目（１１１）×（１７）×２
０８１

　［　　］SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３１３

篦状に二次加工。４４－２３６板目（１３３）×７×５
０６５

　□□□万呂カSA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３１４

４４－２３７（５１）×（１９）
０９１

　□ 宗□何カ/『［　　　　］』□/□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３１５

４４－２３８（４４）×（１５）
０９１

　□□□丈丈マカ□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３１６

４４－２３９（１３）×（１８）
０９１

　□長SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３１７

４４－２４０（３５）×（２３）
０９１

　（□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３１８

４４－２４１（３３）×（１５）
０９１

　□□□
　□

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３１９

裏の末尾は「丈部」の可
能性がある。４４－２２４柾目（２３９）×２２×７

０１９
・［　　　］□□□□解カ□『［　　　］□』｣
・□謹カ解申六月十日主帳　□　□□□」

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３２０

４４－２４２（２０）×（１４）
０９１

　□□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３２１

４４－２４３（３４）×（１５）
０９１

　□　□□　（□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３２２

手偏カ。４４－２４４（２３）×（１３）
０９１

　（□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３２３

４４－２４５（１０）×（１５）
０９１

　［　　］SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３２４

４４－２４６（２４）×（４）
０９１

　右□□三人カ□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３２５

４４－２４７（２７）×（１２）
０９１

　×部□□麻カSA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３２６

４４－２４８（２４）×（１２）
０９１

　□麻□呂カSA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３２７

４４－２４９（３０）×（１１）
０９１

　□　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３２８

４４－２５０（１９）×（２０）
０９１

　［　　］SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃３２９

付表１　多賀城跡木簡１０
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備　　　考登録・初出木取法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

４４－２０７（１８）×（５）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２６４

４４－２０８（９）×（１０）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２６５

４４－２０９（１３）×（９）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２６６

４４－２１０（２７）×（８）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２６７

４４－２１１（１４）×（１３）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２６８

４４－２１３（９）×（６）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２６９

４４－２１４（３０）×（９）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２７０

４４－２１５（２８）×（１３）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２７１

４４－２１６（２３）×（９）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２７２

篦状に二次加工。４４－２２０（９１）×３×３
０６５　『□』［　　　］SA１４１３A裏込土

神亀年間（７２４～７２９）頃２７３

角棒状に二次加工。４４－２２１１３５×（５）×６
０６５

　［　　　］　　『□大カ』SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２７４

４４－２２３（１５１）×１６×５
０８１

・□□［　　］□［　　］
・□□□［　　　　］

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２７５

表にも裏と同様の習書あり。
習書は２７７と同筆か。

４４－０２９
年報８３柾目（２０９）×（２０）×７

０１５
・丈部大麻呂　年廿九左頬黒子/陽日郷川合里
・『鳥取部丈/鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥取部丈部鳥/丈丈　鳥』

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２７６

習書は２７６と同筆か。
使用後に二次加工。

４４－０３０
年報８３柾目８９×１７×６

０６５
・×人　兵士五百七十
・『鳥鳥鳥丈部』

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２７７

「健児替□」は木目に対し
て斜めに追記。

４４－０３１
年報８３

（３４）×（２９）
０９１

　『［　　］　□』 /健児替□/『□　　□』SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２７８

「尫弱替」は追筆。４４－０３２
年報８３

（２２）×（１８）
０９１

　『□廿□三カ』
　尫弱替

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２７９

同一簡の削屑

４４－０３３a
年報８３

（２７）×（１４）
０９１

　丈部
　□丈カ

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２８０

４４－０３３b（１８）×（１４）
０９１

　部□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２８１

４４－０３４
年報８３

（３４）×（２０）
０９１

　緑子□
　□廃カ□

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２８２

４４－０３５
年報８３

（１４）×（５）
０９１

　丈SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２８３

４４－０３８
年報８３

（１０５）×（２３）
０９１

　□□マカ
　丈部立万呂

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２８４

４４－０３９
年報８３

（７８）×（１２）
０９１

　□郷大□×SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２８５

４４－０４０
年報８３柾目（２９）×（６）×（４）

０８１
　□小カ川郷□SA１４１３A堆積土

８c第二四半期頃２８６

４４－０４１
年報８３

（３６）×（１１）
０９１

　□里カSA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２８７

４４－０４２
年報８３柾目（５５）×（３）×６

０８１
　□里カSA１４１３A堆積土

８c第二四半期頃２８８

４４－０４３
年報８３

（２２）×（２４）
０９１

　□目□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２８９

同一簡の削屑。

４４－０３６
年報８３

（１０９）×（２５）
０９１

　×長大□□伴マカ金万呂SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２９０

４４－０３７
年報８３

（６４）×（１６）
０９１

　遣□
　　□

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２９１

４４－０４４
年報８３

（１３２）×（１２）
０９１

　□□□□廿村合カ［　　　］□村カ
　　　　　　　　　　　　　　　遺百五十

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２９２

同一簡の削屑。

４４－０４５a
年報８３

（１７３）×（１７）
０９１

　□保カ木三百八十村前旬遺二百□九カ［　　　　］
　　　　　　　　　　　　　

SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２９３

４４－０４５b（６４）×（１４）
０９１

　□□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２９４

同一簡の削屑。

４４－０４７a
年報８３

（３２）×（２１）
０９１

　廿一日二□百カSA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２９５

４４－０４７b（２７）×（１４）
０９１

　□SA１４１３A堆積土
８c第二四半期頃２９６

付表１　多賀城跡木簡９
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４４－１７６（２２）×（１３）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２３１

４４－１７７（１６）×（１０）
０９１

　［　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２３２

４４－１７８（３６）×（１３）
０９１

　□□具カSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２３３

４４－１７９（６１）×（１１）
０９１

　□□□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２３４

４４－１８０（２０）×（６）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２３５

４４－１８１（２１）×（１３）
０９１

　□□部カSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２３６

４４－１８２（２４）×（１１）
０９１

　　 □□
　［　　］

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２３７

４４－１８３（２８）×（１２）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２３８

同一簡の削屑。

４４－１８４（４６）×（２３）
０９１

　□□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２３９

４４－１８５（３８）×（１６）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２４０

４４－１８６（３５）×（２９）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２４１

４４－１８７（５６）×（１７）
０９１

　□□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２４２

４４－１９４（３１）×（１３）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２４３

４４－２０４（５５）×（３０）
０９１

　□
　　　□

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２４４

４４－２１７（５６）×（１７）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２４５

４４－１８８（１７）×（３）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２４６

４４－１８９（３６）×（９）
０９１

　□□　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２４７

４４－１９０（２５）×（５）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２４８

４４－１９１（２７）×（１４）
０９１

　□郷カ□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２４９

４４－１９２（４７）×（８）
０９１

　□　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２５０

４４－１９３（５４）×（８）
０９１

　□□□□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２５１

同一簡の削屑。
４４－１９５（１７）×（１０）

０９１
　□□SA１４１３A裏込土

神亀年間（７２４～７２９）頃２５２

４４－２１２（１５）×（１２）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２５３

４４－１９６（１７）×（１２）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２５４

４４－１９７（１９）×（９）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２５５

４４－１９８（１９）×（８）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２５６

４４－１９９（１１）×（６）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２５７

４４－２００（２３）×（１０）
０９１

　［　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２５８

４４－２０１（２５）×（５）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２５９

４４－２０２（３６）×（１０）
０９１

　□□［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２６０

４４－２０３（４１）×（１５）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２６１

４４－２０５（１５）×（９）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２６２

４４－２０６（１６）×（５）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２６３

付表１　多賀城跡木簡８
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４４－１４３（３９）×（１４）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１９８

４４－１４４（５０）×（９）
０９１

　□［　　］□□九日カ□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１９９

同一簡の削屑。
４４－１４５（１９）×（７）

０９１
　□□継カSA１４１３A裏込土

神亀年間（７２４～８２９）頃２００

４４－１４６（１６）×（１０）
０９１

　□□上カSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２０１

４４－１４７（２４）×（１４）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２０２

４４－１４８（３８）×（１７）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２０３

４４－１４９（７３）×（１６）
０９１

　［　　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２０４

４４－１５０（４６）×（１７）
０９１

　□人カSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２０５

４４－１５１柾目（４２）×（７）×３
０８１

　［　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２０６

４４－１５２（２８）×（１１）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２０７

４４－１５３（２１）×（１７）
０９１

　□□□大伴マカSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２０８

４４－１５４（１９）×（１７）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２０９

４４－１５５（３２）×（１０）
０９１

　　　　□
　□

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２１０

４４－１５６（２３）×（６）
０９１

　［　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２１１

４４－１５７（４４）×（８）
０９１

　［　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２１２

４４－１５８（３２）×（１１）
０９１

　　　　□
　［　　］

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２１３

４４－１５９（２６）×（１５）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２１４

同一簡の削屑。

４４－１６０（３１）×（１１）
０９１

　五十□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２１５

４４－１６３（１９）×（６）
０９１

　三SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２１６

４４－１６４（３４）×（１１）
０９１

　五□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２１７

４４－１６１（３０）×（２０）
０９１

　宗□何カSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２１８

４４－１６２（３８）×（１５）
０９１

　□理カ郡SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２１９

４４－１６５（４４）×（１１）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２２０

４４－１６６（２５）×（６）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２２１

４４－１６７（２８）×（１１）
０９１

　□長カ□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２２２

４４－１６８（２４）×（９）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２２３

４４－１６９（４０）×（７）
０９１

　［　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２２４

４４－１７０（１６）×（１４）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２２５

４４－１７１（２０）×（９）
０９１

　□□伴マカSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２２６

４４－１７２（１８）×（８）
０９１

　□
　□

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２２７

４４－１７３（１９）×（６）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２２８

４４－１７４（５３）×（１２）
０９１

　□□君子カ部□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２２９

４４－１７５（３７）×（７）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃２３０

付表１　多賀城跡木簡７
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１６４と同一簡の削屑。４４－１０８（３０）×（６）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１６５

木簡側面の削屑。４４－１０９（１０３）×（１）×（３）
０９１

　［　　　　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１６６

４４－１１０（３４）×（１１）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１６７

４４－１１１（４４）×（９）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１６８

同一簡の削屑。
４４－１１２（４９）×（９）

０９１
　［　　］　□SA１４１３A裏込土

神亀年間（７２４～７２９）頃１６９

４４－１１３（６０）×（１０）
０９１

　［　　　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１７０

４４－１１４（６４）×（５）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１７１

４４－１１５（２４）×（７）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１７２

４４－１１６（３２）×（８）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１７３

４４－１１７（３１）×（５）
０９１

　□□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１７４

４４－１１８（２９）×（５）
０９１

　［　　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１７５

４４－１１９（９）×（７）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１７６

４４－１２０（１５）×（９）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１７７

４４－１２１（２３）×（１４）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１７８

４４－１２２（４２）×（８）
０９１

　［　　　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１７９

４４－１２３（２７）×（７）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１８０

４４－１２４（１０）×（９）
０９１　□SA１４１３A裏込土

神亀年間（７２４～７２９）頃１８１

４４－１２５（２０）×（１０）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１８２

４４－１２６（３５）×（７）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１８３

４４－１２７（９）×（８）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１８４

４４－１２８（３５）×（９）
０９１

　□大カ［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１８５

４４－１２９（１２）×（８）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１８６

４４－１３０（２２）×（１４）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１８７

４４－１３１（２４）×（９）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１８８

４４－１３２（１８）×（１３）
０９１

　［　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１８９

４４－１３３（１６）×（１３）
０９１

　丈SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１９０

同一簡の削屑。

４４－１３４（３０）×（１７）
０９１

　□田カ部□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１９１

４４－１３５（２８）×（１６）
０９１

　□万呂SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１９２

４４－１３６（３８）×（７）
０９１

　□部□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１９３

二片が接合。４４－１３７・
１３８

（９４）×（１７）×（４）
０８１

　［　　　　　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１９４

二片が上下に近接。４４－１３９・
１４０

（２９＋６４）×（１５）
０９１

　矢…田部□奥カ麻□呂カ  年×SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１９５

４４－１４１（５６）×（１０）
０９１

　［　　　　　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１９６

４４－１４２（３４）×（１１）
０９１

　真麻□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１９７

付表１　多賀城跡木簡６



－　　－44

備　　　考登録・初出木取法量と形式釈　　　　文（抄出）遺構・年代№

４４－０７５（３１）×（１３）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１３２

４４－０７６（２２）×（９）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１３３

１０２と同一簡の削屑か。４４－０７７（２５）×（１２）
０９１

　台二SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１３４

４４－０７８（２２）×（１２）
０９１

　□□長兵カSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１３５

４４－０７９（２９）×（１２）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１３６

４４－０８０（２４）×（７）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１３７

４４－０８１（１９）×（７）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１３８

４４－０８２（４０）×（６）
０９１

　□□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１３９

４４－０８３（３０）×（６）×２
０８１

・［　　　　］
・　　　　　□

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１４０

４４－０８４（３６）×（１２）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１４１

４４－０８５（１７）×（８）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１４２

４４－０８６（２３）×（１６）
０９１

　 □
　□

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１４３

４４－０８７（３１）×（８）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１４４

４４－０８８（４２）×（８）
０９１

　　　　□
　□

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１４５

同一簡の削屑。４４－０８９（４０）×（１３）
０９１

　□□□乙カSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１４６

４４－０９０（２２）×（１７）
０９１

　□件カSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１４７

４４－０９１（２１）×（１１）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１４８

４４－０９２（３５）×（１２）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１４９

４４－０９３（５８）×（１３）
０９１

　□　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１５０

４４－０９４（３１）×（９）
０９１

　□□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１５１

４４－０９５（５０）×（１８）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１５２

木簡側面の削屑。４４－０９６（９４）×（１）×６
０９１

　［　　　　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１５３

４４－０９７（３５）×（１３）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１５４

４４－０９８（２６）×（５）
０９１

　　［　　］
　□

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１５５

４４－０９９（３１）×（８）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１５６

４４－１００（１６）×（８）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１５７

４４－１０１（２０）×（１０）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１５８

４４－１０２（５２）×（１０）
０９１

　［　　　　　　］
　　［　　　　　　］

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１５９

４４－１０３（２７）×（１０）
０９１

　□　□
　　 □

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１６０

４４－１０４（２２）×（１２）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１６１

４４－１０５（２２）×（１２）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１６２

４４－１０６（３４）×（１４）
０９１

　　　□
　□

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１６３

１６５と同一簡の削屑。４４－１０７（２５）×（６）
０９１

　□　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１６４

付表１　多賀城跡木簡５
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９８と同一簡の削屑。

４４－０１９a
年報８３

（５１）×（１３）
０９１

　□鉦カ師四SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃９９

４４－０１９b（２１）×（６）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１００

４４－０２０
年報８３

（８６）×（１２）
０９１

　□□　病　　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１０１

１３４と同一簡の削屑か。４４－０２１
年報８３

（３０）×（１４）
０９１

　日野SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１０２

４４－０２２
年報８３

（６０）×（１４）
０９１

　□右見SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１０３

４４－０２３
年報８３

（４３）×（１１）
０９１

　□男SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１０４

４４－０２４
年報８３

（７７）×（１１）
０９１

　□□成カ　　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１０５

４４－０２５
年報８３

（５９）×（２２）
０９１

　□足SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１０６

４４－０２６
年報８３

（２０）×（６）
０９１

　徒SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１０７

４４－０２７
年報８３

（２９）×（１４）
０９１

　□百
　　 □

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１０８

４４－０２８
年報８３

（１３）×（７２）
０９１（横材）

　人　人SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１０９

４４－０５３（９７）×（１６）
０９１

　□□□□□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１１０

４４－０５４柾目（６９）×（１５）×２
０８１

・□□□□□
・□□□

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１１１

４４－０５５（３３）×（４）
０９１

　［　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１１２

４４－０５６（３７）×（６）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１１３

４４－０５７（３７）×（９）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１１４

４４－０５８（６１）×（１１）
０９１

　□□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１１５

４４－０５９（５６）×（１３）
０９１

　［　　　］SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１１６

４４－０６０（２３）×（７）
０９１

　□□
　［　　］

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１１７

同一簡の削屑。４４－０６１（５７）×（１０）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１１８

４４－０６５（７１）×（１８）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１１９

４４－０６７（３３）×（９）
０９１

　［　　］ □SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１２０

４４－０６２（２８）×（１２）
０９１

　　□
　□

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１２１

４４－０６３（４９）×（１０）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１２２

４４－０６４（４６）×（１５）
０９１

　［　］□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１２３

４４－０６６柾目（４４）×（１０）×１
０８１

・□ □ □
・□ ［ 　　］

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１２４

４４－０６８（１０７）×（１６）
０９１

　　　 □□□廿カ□□
　□□

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１２５

４４－０６９（３２）×（１０）
０９１

　□国SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１２６

４４－０７０（３５）×（２２）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１２７

４４－０７１（５１）×（１３）
０９１

　□□□□件カSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１２８

４４－０７２（４１）×（１１）
０９１

　□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１２９

４４－０７３（３６）×（２２）
０９１

　  □年カ
　［　　　］

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１３０

４４－０７４（４１）×（１０）
０９１

　　 □□
　［　　］

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃１３１

付表１　多賀城跡木簡４
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２４－０６４（４６）×（２）
０９１

　□□□□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃６６

２４－０６５（２５）×（２）
０９１

　□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃６７

２４－００１
年報７４柾目（３０３）×２９×８

０８１
・付進上□□□之カ□□
・急々律令須病人呑

第Ⅲ層
８c末～１０c前葉頃６８

３４－００１
年報７９板目１７９×２４×９

０１１
・「□馬カ［　　］□□尿屎カ馬尿屎」
・「□□□□□□類類類類類類カ」

遺物包含層北第９層
８c末～１０c前葉頃６９

棒状に二次加工。３４－００２
年報７９板目（８０）×１５×１２

０６５　□上カ［　　］遺物包含層北第９層
８c末～１０c前葉頃７０

使用後に二次加工。３４－００３
年報７９板目１７２×１４×６

０５１
・尓□□井大カ□□□村萌井村長
・　□□□□両両カ郡郡郡□

遺物包含層南第８層
９c後葉頃～７１

３７－００１
年報８０板目（２８５）×３１×４

０５１
・「（符録）百怪平安符未申立符
・「（符録）奉如実急々如律令

SD１２２１B第４層
１０～１１c頃７２

３８－００１
年報８１柾目（１９６）×３９×１０

０３９
　「＜長者□種カ堆積層第２７層

９c後半～１０c前葉頃７３

４０－１
年報８２

（５６）×２０×２
０１９

　「□堆積層第４層
９c中葉～１０c前葉頃７４

４０－２
年報８２

（１２７）×（１２）×５
０８１

　［　　］堆積層第４層
９c中葉～１０c前葉頃７５

使用後に二次加工。４１－００１
年報８２板目（６７）×（７）×４

０８１
　□□□郡カ□□解カSA１３２１A盛土

８c末頃７６

４１－００２
年報８２柾目（８２）×（４４）×４

０８１
　［　　　　］/□百卌八石/□□□□□五斗カ」SA１３２１A盛土

８c末頃７７

木製高坏の脚部に習書。
『楽毅論』か。

４１－００３
年報８２

径（１３０）×高（１４４）
０６１

　有　　執/□道カ/□□　自/天　□/天天道□/丸□天カ/天　　道/
　天　□/劣少　　道道/□天　　无□/天天/執　　无无先先/執執…」

SA１３２１A盛土
８c末頃７８

４４－００１
年報８３板目（１１８）×（３８）×７

０８１
・『□』/黒万呂姉占マ麻用売/『□』/弟万呂占マ小富□売カ…
・『［                                              ］』

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃７９

４４－００２
年報８３

（１２５）×（３２）
０９１

　□□菊多ヵ郡君子部荒國SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃８０

４４－００３
年報８３

（８６）×（２７）
０９１

　丈マ子荒石
　□□マカ［　　　］

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃８１

４４－００４
年報８３

（３５）×（３２）
０９１

　□□□大伴マカ□/大伴マ神/大□□伴マカ×SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃８２

４４－００５
年報８３

（２４）×（１４）
０９１

　　□□□鳥取マカ
　□□マカ

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃８３

４４－００６a
年報８３

（２６）×（１７）
０９１

　□マ百SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃８４

４４－００６b（２４）×（１８）
０９１

　□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃８５

４４－００７
年報８３

（４１）×（９）
０９１

　□□長カ丈マSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃８６

４４－００８
年報８３

（２８）×（１２）
０９１

　□長カ丈マSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃８７

４４－００９a
年報８３

（４１）×（１１）
０９１

　石□勝カSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃８８

４４－００９b（３１）×（９）
０９１

　□
  　　　□

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃８９

４４－０１０
年報８３

（７５）×（２１）
０９１

　古麻呂　□□年カSA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃９０

４４－０１１
年報８３

（７７）×（３８）
０９１

　　［　　］部/□麻呂/□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃９１

４４－０１２
年報８３

（５０）×（２１）
０９１

　　［　　　　］/ □□宮カ万呂□/□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃９２

４４－０１３
年報８３

（３８）×（２５）
０９１

　宗何
　宗何

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃９３

４４－０１４
年報８３

（４２）×（１３）
０９１

　□年カ廿三□□右頬カ
　　　　　　［　　］　　　　

SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃９４

４４－０１５
年報８３

（６８）×（１５）
０９１

　□番□替□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃９５

４４－０１６
年報８３

（６８）×（１４）
０９１

　□三番替SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃９６

４４－０１７
年報８３

（６８）×（２６）
０９１

　替充□□SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃９７

９９・１００と同一簡の削屑。４４－０１８
年報８３

（６７）×（１４）
０９１

　主典一SA１４１３A裏込土
神亀年間（７２４～７２９）頃９８

付表１　多賀城跡木簡３
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２４－０３１（２１）×（１２）
０９１

　□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃３４

２４－０３２（５７）×（１５）
０９１

　□万呂□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃３５

２４－０３３柾目（２３６＋２９）×３２×９
０１９

・「□本カ□本カ□□　□□火長カ　□門カ□□ ［　　］/…
・「□［　　　　　　　　　］□/［　　　］［　　］

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃３６

２４－０３４板目１７３×（２４）×５
０１１

　「火長倉椅部猪麻呂一口請」　SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃３７

２４－０３５板目（１２５）×（９）×（３）
０８１

　□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃３８

６・４５・４６と同一簡か。２４－０３６板目（５２）×（５）×２
０８１

・□□　□
・［　　］ □

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃３９

２４－０３７（３１）×（８）
０９１

　□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃４０

２４－０３８（５０）×（１０）
０９１

　□□□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃４１

２４－０３９柾目（３６）×（１０）×３
０８１

　　　　□
　□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃４２

左右二片。左辺を串状に
二次加工。２２・４７・５８と
同一簡か。

２４－０４０板目

左：１２９×１０×６
０６５　□家家□□家家カ

　□□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃４３ 右：（６３）×（５）×６

０８１
SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃

２４－０４１（１５）×（６）
０９１

　□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃４４

６・３９と同一簡か。２４－０４２板目（９０）×（８）×１
０８１

・□□物部カ□□ □
・『□□』

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃４５

２４－０４３板目（３２）×（４）×１
０８１

・『□』/□□
・□□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃４６

箸状に二次加工。
２２・４３・５８と同一簡の削屑か。２４－０４４板目（８６）×６×５

０６５
・□　　　□家カ□　□
・□　□　　□□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃４７

２４－０４５板目（３９）×（２０）×（３）
０８１

　□□□万呂カSB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃４８

２４－０４６板目（５６）×（３）
０９１

　□□□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃４９

２４－０４７（３１）×（１０）
０９１

　□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃５０

２４－０４８柾目（３９）×（７）×２
０８１

　［　　］SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃５１

２４－０４９板目（４９）×（５）×２
０８１

　□□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃５２

２４－０５１（３１）×（１０）
０９１

　□人SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃５３

２４－０５２（２０）×（６）
０９１

　□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃５４

２４－０５３（３０）×（１０）
０９１

　□偶□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃５５

２４－０５４板目（５０）×（７）×（２）
０８１

　□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃５６

２４－０５５板目（６１）×（７）×（１）
０８１

　□□□□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃５７

両端を篦状に二次加工。
２２・４３・４７と同一簡か。２４－０５６板目９５×４×６

０６５
・□□□□家家家カ/□
・［　　　　　］

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃５８

篦状に二次加工。２４－０５７６７×３×－
０６５

・□□□
・□□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃５９

２４－０５８（１７）×（１５）
０９１

　□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃６０

２４－０５９２８×９
０９１

　□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃６１

２４－０６０（１４）×（６）
０９１

　□□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃６２

２４－０６１（３５）×（９）
０９１

　［　　　］SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃６３

２４－０６２板目（１７）×（２）×（２）
０８１

　［　］SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃６４

木槌の未製品、または楔か。
ナラ。

２４－０６３
年報７４

３５７×径２９
０６５

　「日□　［　　］/［　　］　　□百カ/日/一百」SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃６５

付表１　多賀城跡木簡２
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８－００１
年報７０柾目（４６２）×（１９）×７

０８１
　合四種　大佐良十枚　足坏佐良□十カ枚
　　　　　［　　　　　　］［　　　　　　］

遺物包含層
９c前半頃１

８－００２
年報７０柾目（１５７）×３１×２

０８１
　［　　］□郷カ□人足［　　　］　　進□
　　　　　　　　　　　　　　　　　六斗

遺物包含層
９c前半頃２

表にも前筆あり。１１－００１
年報７０板目３５５×４２×６

０１１
・「□□自自カ自自在在観観世世世音我我我聞聞」
・「『［　　　　　　 　　　　　　　　　］』」

整地層上面
８c末～９c前葉頃３

１１－００２
年報７０板目（１４３）×（１４）×３

０１９
・「三等□中□第カ
・「二□　　　　［　　　　］

整地層上面
８c末～９c前葉頃４

２０－００１
年報７３柾目２０５×２９×８

０３２
・「＜武蔵国幡羅郡米五斗/部領使□□刑部古…」
・「＜大同四年十□二カ月［　　　　　　］」

遺物包含層７層
大同４年（８０９）５

折敷→習書→白河団習書
ヒノキ。３９・４５・４６も同一簡か。

２４－００２
年報７４柾目２２２×（３８）×２

０６１
・「白河団進上射□□□□手歴名事カ『具具』/合…」
・「『具具□』□□鳥取カ部/大生部乙虫 □□部…」

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃６

２４－００３
年報７４丸材（５３）×径（２２）

０６５
　「挂草郷
　成成成

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃７

２４－００４
年報７４

（９２）×（２４）
０９１

　□解申進上作物事　
　　　　　　□□弓廿カ

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃８

同一簡の削屑。２４－００５
年報７４

（１１５）×（２２）
０９１

　　　　　　急竈木運廿人　□　
　□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃９

２４－００６
年報７４

（９７）×（１８）
０９１

　　　　　　［　　］　
　［　　　］□□□郷カ所出塩竈□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃１０

６の火長と同一人物か。２４－００７
年報７４

（４９）×（１１）
０９１

　□神カ人味人□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃１１

２４－００８
年報７４

（６３）×（９）
０９１

　□二人SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃１２

２４－００９
年報７４柾目（８６）×３２×４

０１９
　「進上兵士子及　
　進上兵士事人　

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃１３

２４－０１０
年報７４板目（１４１）×（１５）×９

０８１
　［　　　］　［　　　］　
　物部人長　鳥取部□佐カ　　

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃１４

使用後に二次加工。２４－０１１
年報７４板目（２１６）×２５×６

０６５
・□□敷カ/上上　敷敷□敷カ/敷/敷貢貢貢貢上
・□□ □□ ［　　］/□　□□□  

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃１５

２４－０１２
年報７４板目（８７）×（１３）×５

０８１
・□大カ大大大大大大［　　］　
・　　　　□　　□　　□/□子カ□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃１６

２０と同一簡か。２４－０１３
年報７４板目（９６）×（７）×（５）

０８１
　□鳥カ　
　　□□□鳥鳥鳥カ□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃１７

篦状に二次加工。２４－０１５板目７１×６×４
０６５

　［　　　］　　□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃１８

２４－０１６（１３６）×（２０）
０９１

　丈部
　□□番カ□　　　　□□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃１９

篦状に二次加工。
１７と同一簡か。

２４－０１７
年報７４板目（１１２）×６×８

０６５
・□□□□鳥鳥鳥カ□
・□□□鳥鳥鳥カ□□□（天地逆）

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃２０

上半を箸状、下半を篦状
に二次加工。２４－０１８板目１０７×５×６

０６５
・［　　］□□□
・［　　］　□　□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃２１

篦状に二次加工。
４３・４７・５８と同一簡か。２４－０１９板目１０８×７×３

０５１
　□□□□家家家家カ
　　　　　　　『□□上カ』

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃２２

２４－０２０柾目（３８）×１４×５
０８１

・□長カ馬
・［　　　　］

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃２３

２４－０２１（４６）×（１３）
０９１

　［　　　　］
　［　　　　］

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃２４

２４－０２２（３６）×（１９）
０９１

　□□五カSB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃２５

２４－０２３板目（１０２）×（８）×４
０８１

・□　□　□　　［　　　　　］
・［　　　］　　　□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃２６

２４－０２４板目（３１）×（６）×３
０８１

　［　　］SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃２７

２４－０２５（２６）×（７）
０９１

　［　　］SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃２８

２４－０２６（２７）×（１１）
０９１

　□□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃２９

２４－０２７（２０）×（１０）
０９１

　□□SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃３０

２４－０２８板目（３９）×（３）×（２）
０８１

・□　□
・　 □　

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃３１

２４－０２９（２５）×（９）
０９１

　［　　］SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃３２

上半を角棒状、下半を篦
状に二次加工。２４－０３０板目（１２２）×９×６

０６５
・［　　］□□□□□ □
・［　　］/［　　 ］□

SB２２４土居桁内整地層
８c末～９c前葉頃３３

付表１　多賀城跡木簡１
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所 在 地

ふ り が な
所収遺跡名 遺跡番号市町村

調査計画に
基づく学術
調査

４９５１０㎡

１９８２年８月１９日

～
２０１２年１１月２２日
（第４４～８５次：　
　当研究所調査）

１４０ °
５９ ′
１８ ″

３８ °
１８ ′
２４ ″００４０４２０９

 宮城県多賀城市 
みやぎけんたがじょうし

 市  川 ・ 浮  島 
いち かわ うき しま

特別史跡　　
　　 多賀城跡 

たがじょうあと

世界測地系準拠
（ＧＲＳ８０）

  特　記　事　項  主　な　遺　物  主　な　遺　構主な時代種別所収遺跡名

坂東諸国からの支援を
示す荷札（第８次）、白河
団の射手進上文（第２４
次）、多賀城創建頃の多
数の木簡（第５４次）、軍制
関係木簡（第４７次）、紀年
銘木簡（第８３次）、習書木
簡など、多賀城跡の性格
の一端を示す木簡があ
る。

第８・１２・２０次調査木簡
第２４・３４・４７次調査木簡
第３９・４０・４１次調査木簡
第４４次調査木簡
第４７・５６次調査木簡
第６０・７１次調査木簡
第８１・８３次調査木簡

・政庁－外郭南門間道路跡
・暗渠跡（道路跡部分）
・築地塀跡（外郭南辺）
・基礎地業（外郭南辺）
・材木列跡（外郭東・西辺）
・護岸施設
・建物跡
・井戸
・溝
・土壙
・遺物包含層

奈良平安国府
城柵

特別史跡
多賀城跡

本書は『多賀城跡木簡Ⅰ』と『多賀城跡木簡Ⅱ』に収載した木簡４１７点について、出土の様相、
年代、形状、内容などの特徴についてまとめた総括編である。また、最も出土数の多い第４４次
調査出土木簡から創建期の多賀城跡について検討した。
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